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１ はじめに 

 

(1) 調査研究の背景と目的 

 

   医療技術が進歩する一方で、医療的ケアのニーズに対応できる訪問看護事業や居宅介護事業、

短期入所事業、重症心身障がい児施設などの、医療・福祉サービスが不足していることから、以

下のような課題が発生している。 

①  在宅生活への不安から退院を躊躇する保護者が増加し、新生児・小児科病棟に 6か月以

上の長期入院児が恒常的に発生、ＮＩＣＵ等の受け入れが困難な状況になっていること。 

②  医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）の在宅における看護・介護は、保護者に支
えられている状況にあり、保護者の休息(レスパイト)が強く求められていること。 

③  在宅で看護・介護が困難な重症心身障がい児の受け皿である重症心身障がい児施設の入
所状況は、９割を超える入所者が１８歳以上の障がい者となっており、これら障がい者の

地域生活への移行を進めることにより、重症心身障がい児の入所ニーズに応えることが求

められていること。 

 

そこで、在宅で生活している医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）の生活実態や医療・

福祉ニーズ、障がい福祉サービス事業者等が抱える課題等を明らかにし、医療的ケアが必要な重症

心身障がい児(者)やその保護者に対する支援策の在り方等を検討するためのアンケート調査を行

い、その結果を分析することにより、これら障がい児（者）の地域生活支援並びに生活の場の確

保策について検討のうえ、今後の施策のあり方について、提言を行うこととした。  

 

検討を行う場として、「大阪府障がい者自立支援協議会」の「地域支援推進部会」内に「重症

心身障がい児（者）等の地域生活支援方策調査検討会」を設置し、平成２２年９月以降、全１０

回に渡り検討を重ねてきたところである。 

 

なお、本事業は、厚生労働省「平成２２年度障害者総合福祉推進事業」の補助採択を受け実施

するものであり、調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）第２４条第１項前段に基づく届出

を総務大臣に行ったうえで実施したものである。 

 

(2) 調査の概要 

 

  ① 調査対象の抽出 

ア．在宅の医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）等 

調査対象：在宅の障がい児・者であって、次の①、②のいずれにも該当するもの。 

① 身体障がい者手帳及び療育手帳の両方を所持し、身体障害者手帳の等級が１級
または２級で、療育手帳の等級がＡの府民（政令市含む） 

②「大阪府重症心身障害児・者を支える会」若しくは「大阪府肢体不自由者父母

の会連合会」の会員等 

 

イ．障がい福祉サービス事業所等（政令市所在の事業所を含む） 

   調査対象：①訪問系サービス事業所 

（平成２２年９月１日現在指定を受けている事業所等） 

         居宅・重度訪問介護等事業所 ２，１９６か所 

         重度障害者等包括支援事業所     ５か所 

        ②日中活動系サービス事業所 

         生活介護事業所         ３７４か所 

         児童デイサービス事業所      ７５か所 

         重症心身障がい児（者）通園事業所 １１か所 
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        ③施設系サービス事業所 

         短期入所事業所         ２０４か所 

         重症心身障がい児施設        ５か所 

 

ウ．訪問看護サービス事業所（政令市所在の事業所を含む） 

       調査対象：訪問看護事業所          ５１２か所 

（平成２２年８月３１日現在指定を受けている事業所） 

 

エ．ケアホーム（政令市所在の事業所を含む） 

   調査対象：ケアホーム             ２１法人（４１か所） 

（平成２２年９月１５日現在、重度心身障がい者の方々にサービスを提

供されている事業所） 

 

オ．重症心身障がい児施設（府管３施設） 

   調査対象：枚方療育園、四天王寺和らぎ苑、すくよかに入所されている１８歳以上の

大阪府民              ５６８名 

 

  ② 調査の時期と方法について 

 

    調査については、平成２２年１０月１日を回答基準日とし、府から事業所への郵送による送

付、事業所等からの府への郵送による回収を行った。 

    なお、アの調査については、府として対象者及び居住地を把握していないため、当事者団体

である「大阪府重症心身障害児・者を支える会」及び「大阪府肢体不自由児者父母の会連合会」

の協力を得て、会員並びに会の活動を通じて知った調査の対象となり得る方々への調査票の配

布を行っていただいた。 

    調査期間は、平成２２年１０月１日から１０月２０日まで、ただし、オについては、１１月

１２日までとした。 

 

    ア．重症心身障がい児（者）生活実態調査票 

    イ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）福祉サービス利用状況調査票 

    ウ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）訪問看護サービス利用状況調査票 

    エ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）ケアホーム利用状況調査票 

    オ．施設入所者状況調査票 

     

また、イ及びウの調査に協力いただいた事業所のうち、先進的な取り組みを実践されている

事業所や、自由記載欄等に参考となる意見等を記入いただいた１０事業所を対象にヒアリング

を実施した。 

      

○ヒアリング実施事業所種別及び箇所数 

       居宅介護・重度訪問介護  ５か所 

       生活介護         ３か所 

       訪問看護         ２か所 
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 ③ 調査内容について 

 

（１）調査内容は、下記調査票（添付資料Ｐ－１１０～Ｐ－１３７）のとおり。 

 ア．重症心身障がい児（者）生活実態調査票 

 イ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）福祉サービス利用状況調査票 

 ウ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）訪問看護サービス利用状況調査票 

 エ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）ケアホーム利用状況調査票 

 オ．施設入所者状況調査票 

 

（２）回収状況 

調査対象名 配布数 回収数 回収率（％） 

ア 重症心身障がい児（者） １，９４３ ９１４ ４７．０ 

イ 障がい福祉サービス事業者等 ２，８７０ １，８５２ ６４．５ 

ウ 訪問看護サービス事業所 ５１２ ２８３ ５５．３ 

エ 
共同生活介護（ケアホーム）事業所 

            （法人数） 

４１ 

（２１） 

１６ 

（１６） 

３９．０ 

（７６．２） 

オ 重症心身障がい児施設入所者 ５６８ ５６８ １００．０ 
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割合
大阪市 166 18.2%
泉州 152 16.6%
北河内 137 15.0%
中河内 128 14.0%
豊能 103 11.3%
堺市 96 10.5%
三島 81 8.9%
南河内 40 4.4%
無回答 11 1.2%
合計 914 100%

圏域

区分 障がい児 割合 障がい者 割合 合計
大阪市 50 5.5% 116 12.7% 166
泉州 97 10.6% 55 6.0% 152
北河内 63 6.9% 74 8.1% 137
中河内 73 8.0% 55 6.0% 128
豊能 24 2.6% 79 8.6% 103
堺市 32 3.5% 64 7.0% 96
三島 35 3.8% 46 5.0% 81
南河内 21 2.3% 19 2.1% 40
無回答 0 0.0% 9 1.0% 9
合計 395 517 912

区分 人数 割合
男 497 54.4%
女 414 45.3%
不明 3 0.3%
合計 914 100%

 ２ 調査結果からみた医療的ケアが必要な重症心身障がい児・者を取り巻く現状 

 

(1)重症心身障がい児・者の現状 
① 居住地 

       居住地を圏域別にみると、大阪市１６６名（18.2％）、泉州１５２名（16.6％）、北河

内１３７名（15.0％）、中河内１２８名（14.0％）、豊能１０３名（11.3％）、堺市９

６名（10.5％）の順となっている。 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

また、圏域別の障がい児(者)数については、下表のとおり障がい児は、泉州圏域が９７

名（10.6％）と最も多く、次いで中河内圏域が７３名（8.0％）、北河内圏域が６３名（6.9％）、

大阪市が５０名（5.5％）となってい

る。障がい者については、大阪市 

     が最も多く、１１６名（12.7％） 

     となっており、次いで豊能圏域 

     が７９名（8.6％）、北河内圏域 

  が７４名（8.1％）、堺市が６４名 

（7.0％）、泉州圏域が５５名（6.0％） 

となっている。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 性別 

 男性４９７名（54.4％）、女性が４１４名（45.3％）とほぼ同率となっている。 
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年齢 人数 割合 計 割合
0歳 0 0.0%

1-6歳 105 11.5%
7-12歳 159 17.4%
13-17歳 131 14.3%
18-20歳 64 7.0%
21-25歳 120 13.1%
25-30歳 76 8.3%
31-35歳 71 7.8%
36-40歳 79 8.6%
41-64歳 107 11.7%
不明 2 0.2% 2 0.2%

総計 914 100% 914 100.0%

395

517

43.2%

56.6%

病名区分 障がい児 割合 障がい者 割合 合計

染色体異常症 46 11.6% 15 2.9% 61
先天異常症 31 7.8% 9 1.7% 40
先天性脳奇形 33 8.4% 22 4.3% 55
脊髄疾患：先天性・後天性 13 3.3% 7 1.4% 20
神経筋疾患・ミトコンドリア病 18 4.6% 13 2.5% 31
髄膜炎・脳炎・脳症 24 6.1% 28 5.4% 52
West症候群、他のてんかん 31 7.8% 46 8.9% 77
先天性代謝疾患 5 1.3% 2 0.4% 7
新生児疾患（HIE・PVL・IVH・核黄疸） 48 12.2% 28 5.4% 76
退行性脳病変 7 1.8% 16 3.1% 23
その他の脳病変 12 3.0% 31 6.0% 43
脳性まひ 70 17.7% 202 39.1% 272
自閉症 4 1.0% 3 0.6% 7
知的障害・他の発達障害 1 0.3% 5 1.0% 6
その他 11 2.8% 8 1.5% 19
無回答 41 10.4% 82 15.9% 123
総計 395 100.0% 517 100.0% 912

③ 年齢 

       年齢別では、０歳～１８歳未満が３９５名（43.2％）、１８歳～６５歳未満が５１７名

（56.6％）となっている。今回の調査では、０歳はおられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 病名 

 障がいの原因となった主病名については、障がい児は、「脳性まひ」が７０名（17.2％）

と最も多く、次いで「新生児疾患（HIE・PVL・IVH・核黄疸）」が４８名（12.2％）、 

「染色体異常症」が４６名（11.6％）、「先天性脳奇形」３３名（8.4％）となっている。 

 障がい者については、「脳性まひ」が２０２名（39.1％）と障がい児と同様に最も多

く、「West症候群、他のてんかん」が４６名（8.9％）、「その他の脳病変」が３１名（6.1％） 

「髄膜炎・脳炎・脳症」と「新生児疾患（HIE・PVL・IVH・核黄疸）」がそれぞれ２８名

（5.4％）となっている。 
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・身体障がい者手帳
区分 障がい児 障がい者 合計

豊能 23 74 97
三島 34 45 79
北河内 60 65 125
中河内 63 52 115
南河内 18 19 37
堺市 32 57 89
泉州 87 46 133
大阪市 47 113 160
- 0 0 0
合計 364 471 835

・療育手帳
区分 障がい児 障がい者 合計

豊能 22 72 94
三島 31 39 70
北河内 59 66 125
中河内 65 49 114
南河内 19 18 37
堺市 31 64 95
泉州 88 51 139
大阪市 42 103 145
- 0 0 0
合計 357 462 819

人数
身体障害者手帳 835
療育手帳 819
精神保健福祉手帳 9

種別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 障がい手帳の所持状況 

      身体障がい者手帳は８３５名、療育手帳８１９名、精神保健福祉手帳９名となっている。 

 

 

 

 

 

 

      身体障がい者手帳を所持する８３５名の内訳は、障がい児が３６４名、障がい者が４７

１名となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      療育手帳を所持する８１９名の内訳は、障がい児が３５７名、障がい者が４６２名と 

     なっている。 
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・精神保健福祉手帳
区分 障がい児 障がい者 合計

豊能 0 0 0
三島 0 1 1
北河内 0 2 2
中河内 0 1 1
南河内 0 1 1
堺市 0 0 0
泉州 1 0 1
大阪市 0 3 3
- 0 0 0
合計 1 8 9

1 2 3 4 5 6 非該当 未実施 無回答

合計 23 6 5 16 38 388 3 3 35 517

割合 4.4% 1.2% 1.0% 3.1% 7.4% 75.0% 0.6% 0.6% 6.8% 100.0%

区分
障がい者

合計

1 2 3 非該当 未実施 無回答

合計 22 11 37 18 156 151 395

割合 5.6% 2.8% 9.4% 4.6% 39.5% 38.2% 100.0%

区分 合計
障がい児

精神保健福祉手帳を所持する９名については、障がい児が１名、障がい者が８名となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 障がい程度 

       障がい程度区分は、障がい児と障がい者でその取扱いが異なる。 

障がい児の場合、障がい福祉サービスの短期入所事業を利用する場合に障がい程度区分

の認定を受けることとなるが、調査結果では、障がい程度区分の認定未実施のものが最

も多く１５６名（39.5％）となっ

ている。 

障がい程度区分でみると、「区

分３」が３７名(9.4％)、「区分１」

が２２名(5.6％)「区分２」が１１

名（2.8％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、障がい者でみると、

「区分６」が最も多く、３

８８名（75.0％）となって

おり、次いで、「区分５」

が３８名（7.4%）となって

いる。 
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区分 介護・看護者主な介護・看護者
母 708 656
父 496 44
兄弟姉妹 146 4
その他 127 19
祖母 91 5
祖父 24 2
無回答 0 184
総計 1592 914

介護年数 人数
1年未満 12
1～5年以下 143
6～10年以下 163
11～15年以下 108
16～20年以下 90
21～25年以下 87
26年以上 168 18.5%
無回答 143 16.0%

総計 914 100.0%

31.2%9.8%
9.5%

割合
1.3%

34.3%15.6%
17.8%
11.8%

18.4%
15.6%

100.0%

介護・看護の代替者 人数 割合
同居の家族 442 48.2%
別居の家族 140
別居の親族（おじ・おばなど） 18
訪問看護師に依頼 75 8.1%
ホームヘルパーに依頼 155 17.3%
短期入所（ショートステイ） 213 23.5%
知人に依頼 12 1.3%
依頼できない 198 21.6%
その他 76 6.8%

17.0%

区分 主な介護・看護者 割合
母 656 71.8%
父 44 4.8%
祖母 5 0.5%
兄弟姉妹 4 0.4%
祖父 2 0.2%
その他 19 2.1%
無回答 184 20.1%
総計 914 100.0%

⑦ 介護者（複数回答あり） 

日常的に介護・看護に携わっているものは、下表のとおり、母親７０８名のほか、父４

９６名、兄弟姉妹１４６名、祖母９１名、祖父２４名、その他１２７名となっており、

日常の介護・看護は家族ぐるみで対応されていることがうかがわれる。 

 

      

 

 

 

 

 

 

主な介護・看護者は、母が６５６名 

（71.8％）を占めている。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 介護年数 

 介護年数は、２６年以上が１６８名（18.4％）、６年～１０年以下が１６３名（17.8％）、

1年～5年以下が１４３名（15.6％）、１１年～１５年以下が１０８名（11.8％）の順と

なっている。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 医療的ケアの代替者（複数回答あり） 

 主な介護・看護者がケアできない場合の

代替者としては、同居している家族が最も

多く、４４２名（48.2％）となっている。

短期入所２１３名(23.5％)やホームヘルパ

ー１５５名(17.3％)といった障がい福祉サ

ービスの利用も一定あるが、代替を依頼で

きないものが１９８名（21.6％）いる。 

【その他の記載】 

ヘルパー、訪問看護師、ボランティア、学校の介助員、ケアホーム・通所施設の職員

など 
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区分 1.家庭 2.保育所・幼稚園 3.普通学校 4.支援学校 5.児通園・ﾃﾞｲ 6.重症児通園 7.障害者通所 8.その他 無回答 合計
障がい児 47 2 37 243 55 3 2 5 1 395
障がい者 67 0 0 8 10 53 330 34 15 517
不明 1 1 2
合計 114 2 37 251 65 57 333 39 16 914

居場所 人数 割合

家庭 114 12.5%

保育所・幼稚園 2 0.2%

普通学校 37 4.0%

支援学校 251 27.5%

障がい児通園施設・児童デイサービス事業所 65 7.1%

重症心身障がい児（者）通園事業所 57 6.2%

障がい者通所施設・生活介護・就労継続支援等通所施設 333 36.4%

その他 39 4.3%

無回答 16 1.8%

総計 914 100.0%

 

 

⑩ 日中の居場所 

 平日の昼間の居場所としては、家庭のみが１１４名（12.5％）。 

家庭外では、障がい者通所施設等が３３３名（36.4％）、支援学校が２５１名（27.5％）

となっている。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい児・者別にみると、障がい児については、「支援学校」が２４３名（61.5％）と最

も多く、次いで「障がい児通園施設・児童デイサービス」が５５名（13.9％）、「家庭」が

４７名（11.9％）、「普通学校」が３７名（9.4％）となっている。 

障がい者は、障がい者通所施設が３３０名（63.8％）、家庭が６７名（13.0％）、重症心

身障がい児(者)通園施設が５３名（10.3％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の記載】 

病院へ入院、デイサービス、通所施設の看護師、ガイドヘルパーなど 

【その他の記載】 

病院へ入院中、デイサービス、作業所、医療機関でのリハビリなど 
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年齢区分 家庭 保育所・幼稚園 普通学校 支援学校 児通園・ﾃﾞｲ 重症児通園 障がい者通所 その他 無回答 合計

0歳 0

1-6歳 26 2 2 11 55 3 2 3 104

7-12歳 13 29 116 1 1 160

13-17歳 8 6 116 1 131

計 47 2 37 243 55 3 2 5 1 395

割合 11.9% 0.5% 9.4% 61.5% 13.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 100.0%

年齢区分 家庭 支援学校 児通園・ﾃﾞｲ 重症児通園 障がい者通所 その他 無回答 合計

18-20歳 6 8 5 42 2 1 64

21-25歳 10 4 14 80 7 5 120

26-30歳 13 8 51 3 1 76

31-35歳 10 1 5 49 6 71

36-40歳 15 3 11 41 8 1 79

41-64歳 13 2 10 67 8 7 107

計 67 8 10 53 330 34 15 517

割合 13.0% 1.5% 1.9% 10.3% 63.8% 6.6% 2.9% 100.0%

 

      障がい児の年齢別の日中の居場所は下表のとおりとなっている。 

「１歳～６歳」の就学前児童は、「障がい児通園施設・児童デイサービスセンター」が５

５名（52.9％）と最も多く、次いで「家庭」が２６名（25％）、「支援学校」が１１名（10.6％）

となっており、「保育所・幼稚園」については、２名（2％）と少ない状況となっている。 

     「７歳～１７歳」までの就学年齢の児童については、支援学校における看護師の配置が進

んでいるために、いずれも「支援学校」に在籍する障がい児が多く占めている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

障がい者の年齢別の日中の居場所は、下表のとおり、多くが「障がい者通所施設・生活介

護・就労継続支援等通所施設」に通っている。 

      これら施設に通所できないために日中も家庭で過ごしている障がい者は、６７名（13.0％） 

     となっている。 
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区分 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他 合計

障がい児 113 17 6 2 4 40 23 52 96 63 56 194 34 700

割合 16.1% 2.4% 0.9% 0.3% 0.6% 5.7% 3.3% 7.4% 13.7% 9.0% 8.0% 27.7% 4.9% 100.0%

障がい者 150 90 26 8 218 6 69 169 167 60 63 228 36 1,290

割合 11.6% 7.0% 2.0% 0.6% 16.9% 0.5% 5.3% 13.1% 12.9% 4.7% 4.9% 17.7% 2.8% 100.0%

計 263 107 32 10 222 46 92 221 263 123 119 422 70 1,990

割合 13.2% 5.4% 1.6% 0.5% 11.2% 2.3% 4.6% 11.1% 13.2% 6.2% 6.0% 21.2% 3.5% 100.0%

医療的ケアの内容 人数 割合

吸引 311 15.6%

吸入 159 8.0%

経管栄養 309 15.5%

中心静脈栄養（ＩＶH) 7 0.4%

導尿 59 3.0%

在宅酸素（ＨＯＴ） 120 6.1%

パルスオキシメーター（ＳｐＯｓモニター） 164 8.2%

気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 135 6.8%

人工呼吸器（ＮＰPVを含む）の管理 66 3.3%

服薬管理 557 27.9%

その他 109 5.5%

総計（重複あり） 1,996

【その他の記載】 

浣腸・摘便、アンビューバッグによる呼吸管理、インシュリン自己注射、気切カニュ

ーレの挿入、腹膜透析など 

⑪ 家族が実施している医療的ケアの内容（複数回答あり） 

       日頃実施されている医療的ケアの内容は、服薬管理が５５７名（28.1％）と最も多く、 

      次いで、吸引３１１名（15.6％）、経管栄養３０９名（15.6％）、パルスオキシメーター

(SpO2 ﾓﾆﾀｰ)１６４名（8.2％）、吸入１５９名（8.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 利用しているサービスの内容（複数回答あり） 

 平成２２年９月の１か月間に利用した福祉・医療サービスは、障がい児については、 

「医療受診」が１９４名（27.7％）と最も多く、次いで「居宅介護」が１１３名（16.1％）、 

「移動支援」が９６名（13.7％）、「訪問看護」が６３名（9.0％）、「訪問リハビリ」

が５６名（8.0％）となっている。 

 障がい者については、「医療受診」が２２８名（17.7％）と障がい児と同様に最も多

く、次いで「生活介護」が２１８名（16.9％）、「短期入所」が１６９名（13.3％）、

「移動支援」が１６７名（12.9％）、「居宅介護」が１５０名（11.6％）となっている。 
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区分 人数 割合 計 要望率
＜短期入所＞  1,773 15.7%
短期入所事業所の増 550 60.2%  
医療的ケアに対応できる知識、技術の向上 371 40.6%
医療的ケアに対応できる設備の充実 369 40.4%
医療機関による短期入所の実施 412 45.1%
その他 71
＜訪問看護＞ 979 8.7%
利用料の軽減 243 26.6%
利用できる回数の増 224 24.5%
１回あたりの時間数の増 190 20.8%
０歳児も利用できる訪問看護事業所の増 67 7.3%
早朝や夜間も利用できる訪問看護事業所の増 227 24.8%
その他 28
＜ホームヘルプ＞ 1,760 15.6%

ヘルパーにも医療的ケアを認めて欲しい 373 40.8%
ヘルパーの知識、技術の向上 351 38.4%
早朝、夜間も利用できる事業所の増 291 31.8%
休日、祝日も利用できる事業所の増 340 37.2%
入院中も利用できるヘルパー制度の創設 376 41.1%
その他 29
＜重症心身障がい児（者）通園事業＞ 1,350 12.0%
実施箇所数の増 297 32.5%
利用定員の増 203 22.2%
利用回数の増 199 21.8%
送迎の充実 309 33.8%
医療的ケアの充実 303 33.2%
その他 39
＜生活介護＞ 1,581 14.0%
生活介護事業所の増 338 37.0%
医療的ケアに対応できる知識、技術の向上 346 37.9%
医療的ケアに対応できる設備の充実 309 33.8%
利用回数の増 237 25.9%
送迎の充実 305 33.4%
その他 46
＜相談支援＞ 693 6.1%
重症心身障がいを理解し、相談にのってくれる相談支援事業所の増 356 39.3%
日中活動等サービス利用の調整をしてくれる相談支援事業所の増 313 34.2%
その他 24
＜医療機関＞ 1,433 12.7%
訪問診療してくれる医療機関の増 316 34.6%
気軽に利用できる診療所の増 321 35.1%
重症心身障がい児（者）を診察してくれる専門医の増 482 52.7%
医療機関でのレスパイト入院 279 30.5%
その他 35
＜重症心身障がい児（者）施設＞ 967 8.6%
施設の新設 362 39.6%
生活支援としてのサービス内容の充実 263 28.8%
地域からの相談にも応じて欲しい 156 17.1%
施設から看護師やヘルパーを派遣してほしい 159 17.4%
その他 27
＜ケアホーム＞ 742 6.6%
医療的ケアに対応できるケアホームの制度化 367 40.2%
低料金で利用できるケアホームの制度化 349 38.2%
その他 26 2.8%

― 11,278

４割に近い方が、量
的、質的な充実につい
て望んでおられる

100.0%

訪問看護の利用料の
軽減、回数の増、利用
できる時間帯を早朝・
夜間に拡大を望む声が
多い

知識・技術を持ったヘルパー

に医療的ケアを望む声が多
い。また、利用時間帯（早朝・

夜間・休日・祝日）の拡大を

望む声が多い。特に入院中

のヘルパー利用を望んでい
る方は４１％を占めている。

重心児（者）を診察して
くれる医療機関が少な
いことから、5割を超え
る方が専門医の増を望
んでおられる。

おおむね３割程度の方
が、量的、質的な充実
について望んでおられ
る

短期入所の増を最も多
く望んでおられることが
うかがえる

総数 ―

４割に近い方が、相談
支援事業所の質的充
実を望んでおられる。

施設不足から、４割の
方が施設の新設を望ん
でおられる。

 
 

⑬ 必要と感じているサービスの内容（複数回答あり） 

必要と感じているサービス内容として、最も多かったのは、短期入所に関するもので

１，７７３名（15.7％）、次いでホームヘルプサービスに関するものが１，７６０名

（15.6％）、生活介護に関するもの１，５８１名（14.0％）、医療機関に関するものが 

１，４３３名（12.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の記載】 

病院でのリハビリ、訪問歯科、訪問診療、訪問入浴、タイムケアなど 
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      要望区分ごとの特徴や内容の割合については、以下のとおりである。 

 

短期入所に関しては、事業所の増（550名、31％）

を望む声が最も多く、次いで医療機関での短期入

所の実施（412名、23％）、医療的ケアに対応で

きる知識・技術の向上（371名、21％）、医療的

ケアに対応できる設備の充実（369名、21％）と

なっている。 

 

 

 

ホームヘルプサービスに関しては、入院中も利

用できるヘルパー制度の創設（373名、21％）が

最も多く、次いでほぼ同数でヘルパーに医療的ケ

アを認めてほしい（373名、21％）となっている。  

また、ヘルパーの知識・技術の向上（351名、

20％）、休日、祝日に利用できる事業所の増（340

名、19％）を求める声が多い。 

 

 

生活介護に関しては、医療的ケアに対応できる

知識、技術の向上（346名、22％）が最も多く、

次いで生活介護事業所の増（338名、21％）、医

療的ケアに対応できる設備の充実(309名、20％)

となっている。 

また、生活介護事業所への送迎の充実（305名、

19％）や、利用回数の増（233名、15％）を求め

る声も多い。 

        

 

医療機関に関しては、重症心身障がい児(者)を 

      診察してくれる専門医の増（482名、34％）が最 

も多く、次いで気軽に利用できる診療所の増（321 

名、22％）、訪問診療してくれる医療機関の増（316 

名、22％）、医療機関でのレスパイト入院（279 

名、20％）となっている。 

 

 

 

重症心身障がい児(者)通園事業に関しては、送

迎の充実(309名、23％)が最も多く、次いで医療

的ケアの充実（303名、22％）、実施個所数の増

(297名、22％)、利用定員の増（203名、15％）、

利用回数の増（195名、15％）となっている。 
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訪問看護に関しては、利用料の軽減（238名、 

25％）を求める声が最も多く、次いで早朝や夜間 

も利用できる訪問看護事業所の増（227名、23％）、 

利用できる回数の増（224名、23％）がほぼ同数 

で多くなっている。また、1回あたりの時間数の 

増（190名、19％）や、０歳児も利用できる訪問 

看護事業所の増（67名、7％）を求める声がある。 

 

 

 

重症心身障がい児施設に関しては、施設の新設

（362名、37％）を求める声が最も多く、次いで

生活支援としてのサービス内容の充実（263名、

27％）を求めている。また、地域からの相談に応

じて欲しい（156名、16％）、施設から訪問看護

師やヘルパーを派遣して欲しい（159名、17％）

といった専門施設の機能の地域への開放を求め

る声がある。 

 

 

 

ケアホームに関しては、医療的ケアに対応でき

るケアホームの制度化（359名、50％）、低料金

で利用できるケアホームの制度化（343名、47％）

と住まいの場の確保を望む声が多くなっている。 

 

 

 

 

   

 

相談支援に関しては、重症心身障がいを理解し、

相談に乗ってくれる相談支援事業所の増（353名、

52％）が最も多く、次いで日中活動等サービス利

用の調整をしてくれる相談支援事業所の増（313

名、45％）を求める声がある。 
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1-6歳 7-12歳 13-18歳 19-30歳 31-45歳 45-64歳 総計

将来への不安 経済的支援、介護者の就労支援 4 4 8 9 7 1 33

本人の進路（学校）、就労、余暇活動、施設入所 2 9 19 0 0 0 30

地域の理解・協力 2 9 13 4 3 0 31

兄弟姉妹への配慮 7 5 1 1 1 0 15

将来への不安（その他分類できないもの） 1 9 16 29 20 5 80

地域生活の支援 短期入所事業所の増設 23 45 26 55 38 9 196

日中活動事業所の増設 21 23 26 17 6 1 94

医療関係 医療機関に関すること 4 4 3 13 8 3 35

リハビリに関すること 4 3 0 2 0 1 10

障がい児関係 学校等の教育に関すること 8 6 5 0 0 0 19

支援学校通学バスに関すること 4 8 4 0 0 0 16

放課後、長期休暇に関すること 1 4 2 0 0 0 7

訪問系サービス 居宅介護に関すること 3 10 6 11 3 0 33

訪問看護サービスに関すること 1 4 2 3 0 1 11

入浴サービスに関すること 0 1 3 0 5 2 11

移動に関すること 移動支援の送迎での利用（通学・通所・通院） 1 5 8 0 0 0 14

その他の移動支援の利用制限の緩和 1 3 4 6 1 1 16

福祉タクシーや福祉バス等に関すること 0 2 3 4 0 2 11

相談支援 相談機関の充実 8 6 3 7 1 1 26

住まいの場・施設 入所施設の増設 8 6 5 31 30 8 88

ケアホームの増設 0 0 1 17 22 4 44

医療的ケアの対応 医療行為の規制緩和（医療職以外でも実施） 1 4 4 10 4 0 23

行政への要望 バリアフリー関係 9 16 7 11 4 0 47

行政への要望に関すること 9 3 10 0 4 0 26

その他 その他 1 0 2 2 3 3 11

123 189 181 232 160 42 927

78 122 115 162 129 32 638

その他自由意見

合計

有効回答数

⑭ その他自由意見の内容（複数回答あり） 
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配布先 配布数 回答数 回収率

居宅介護(重訪含） 2,196 1,328 60.5%
生活介護 374 304 81.3%
短期入所 204 139 68.1%
児童デイ 75 64 85.3%
重心通園事業 11 8 72.7%
重度包括支援 5 4 80.0%
重心児施設 5 5 100.0%
合計 2,870 1,852 64.5%

運営主体名 事業所数 割合
社会福祉法人 547 29.5%
財団法人 7 0.4%
ＮＰO法人 176 9.5%
株式会社 544 29.4%
有限会社 402 21.7%
医療法人 47 2.5%
その他 103 5.6%
無回答 26 1.4%

合計 1,852 100.0%

【その他の記載】 

一般社団法人、生活協同組合、地方公共団体、合同会社、医療生協など 

(2)福祉サービスの現状 
① 事業所数 

 障がい福祉サービス事業者等の利用状況

調査については、対象事業所２，８７０事

業所のうち、１，８５２事業所（64.5％）

から回答があったが、その内訳は、下表の

とおりとなっている。 

 回答があった居宅介護事業所１，３２８

事業所のうち、重度訪問介護事業所の指定

を合わせて受けている事業所数は１，０３

４事業所あり、訪問系サービスとして一体

のものとして集計している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 運営主体 

       運営主体については、社会福祉法人が５４７事業所（29.5％）、株式会社が５４４事業 

      所(29.4％）、有限会社が４０２事業所（21.7％）となっており、営利法人が５割（51.1％） 

を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            各圏域別の事業所数は、大阪市内が最も多く６６４事業所（35.9％）となっており、次 

に北河内が２２４事業所（12.1％）、中河内が１９９事業所（10.7％）、豊能が１６５ 

事業所（8.9％）となっている。 

各圏域の人口をもとに整備率（対千人当たりの事業所設置率）でみると、豊能が２５． 

２％と最も高く、次いで大阪市が２５．０％、中河内が２３．４％、泉州が１９．５％、 

北河内が１９．０％となっている。 
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区分 ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～ 無回答 合計
居宅介護 116 276 239 183 143 122 76 59 24 20 70 0 1,328
（重度訪問介護） 93 210 178 135 115 102 61 45 18 16 61 0 1,034
生活介護 17 77 75 41 24 17 18 10 7 6 12 0 304
短期入所 15 20 13 14 7 8 8 9 17 7 21 0 139
児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 15 31 9 2 2 2 0 0 2 0 1 0 64
重心通園事業 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
重度包括支援 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

合計 166 410 337 241 176 150 102 78 50 33 104 0 1,847
割合 9.0% 22.2% 18.2% 13.0% 9.5% 8.1% 5.5% 4.2% 2.7% 1.8% 5.6% 0.0% 100.0%

事業所数 割合 H21.10人口 整備率（対千人）

664 35.9% 2,661 25.0%
155 8.4% 837 18.5%
165 8.9% 656 25.2%
128 6.9% 1,095 11.7%
224 12.1% 1,181 19.0%
199 10.7% 851 23.4%
98 5.3% 637 15.4%

179 9.7% 919 19.5%
40 2.2%

1852 100% 8,837 21.0%

圏域

堺市
豊能
三島
北河内
中河内
南河内
泉州
無回答
合計

大阪市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事業所の職員体制 

重症心身障がい児施設を除く各事業所の規模別（職員数）は、「６～１０人」が４１０

事業所（22.2％）と最も多く、次いで「１１～１５人」が３３７事業所（18.2％）、「１

６～２０人」が２４１人（13.0％）、「２１～２５人」が１７６事業所（9.5％）、「～

５人」が１６６事業所（9.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       事業単位でみると次のような傾向を示 

      している。 

       居宅介護事業所については、「６～１０ 

人」が最も多く、２７６事業所（21％）と 

なっており、次いで、「１１～１５人」が 

２３９事業所（18％）、「１６～２０人」 

１８３事業所（14％）となっており、「６ 

～２０人」の規模の事業所が約半数を超え 

ている。 

    

 

 

 

      生活介護事業所については、「６～１０ 

人」が７７事業所（25％）と最も多く、ほ 

ぼ同数で「１１～１５人」が７５事業所 

（25％）と、「６～１５人」の事業所で約 

半数を占めている。 
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(重心施設：5事業所）
児者別 契約者数 平均
障がい児 67 13.4
障がい者 623 124.6
計 690 138.0

重心以外 割合 重心施設 割合
４０歳～６４歳 1,639 39.1% 1,237 35.0% 402 61.0%
１８歳～３９歳 1,868 44.5% 1,669 47.2% 199 30.2%
７歳～１７歳 594 14.2% 546 15.4% 48 7.3%
１歳～６歳 96 2.3% 86 2.4% 10 1.5%
０歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合計 4,197 100.0% 3,538 100.0% 659 100.0%

利用者数 割合年齢
内訳

(重心施設以外：1,847事業所）
児者別 契約者数 平均
障がい児 7,797 4.3
障がい者 28,331 15.4
計 36,128 19.7

児者別 契約者数 平均

障がい児 7,864 4.3

障がい者 28,954 15.6

計 36,818 19.9

      児童デイサービスについては、「６～ 

     １０人」が３１事業所（48％）と約半数 

を占め、次いで「～５人」が１５事業所 

（24％）「１１～１５人」が９事業所（14％） 

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 利用者数（重複あり） 

       障がい児(者)数について回答があった１，８５２事業所の利用契約者数は、障がい児は 

７，８６４名、障がい者は２８，９５４名が利用契約している。 

１事業所の平均利用契約者数は、障がい児が４．３名、障がい者が１５．６名となって 

いる。 

 

 

 

 

 

１，８５２事業所のうち、重症心身障がい

児施設（５施設）を除く、１８４７事業所の

１事業所当たりの利用契約者の状況をみると、

障がい児は４．３名、障がい者が１５．４名

となっている。また、重症心身障がい児施設

の利用者数は、１施設当たりの障がい児数は、

１３．４名、障がい者は１２４．６名となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、医療的ケアが必要な障がい児・者の年齢別の利用者数をみると、１８歳～３９

歳が１，８６８名（44.5％）、４０歳～６４歳が１，６３９名（39.1％）、７歳～１７歳

が５９４名（14.2％）となっており、低年齢児の利用者数が極端に低くなっている。 

なお、利用契約者数のうち、医療的ケアが必要な障がい児・者の比率は、「障がい児」は、

利用契約児数７，８６４名に対し、６９０名と８．８％にとどまっており、「障がい者」

は、利用契約者数２８，９５４名に対し、３，５０７名と１２．１％にとどまっている。 
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障がい児 障がい者 障がい児 障がい者
１級 318 1,789 221 1,500 97 289
２級 39 393 18 297 21 96
なし 18 198 17 144 1 54
不明 17 156 15 66 2 90
合計 392 2,536 271 2,007 121 529

区分 障がい児 障がい者
内訳

重心施設以外 重心施設

所持数 割合 所持数 割合 所持数 割合
１級 318 81.1% 1,789 70.5% 2,107 72.0%
２級 39 9.9% 393 15.5% 432 14.8%
なし 18 4.6% 198 7.8% 216 7.4%
不明 17 4.3% 156 6.2% 173 5.9%
合計 392 100.0% 2,536 100.0% 2,928 100.0%

障がい児 障がい者 合計
区分

所持数 割合 所持数 割合 所持数 割合
Ａ 412 87.7% 2,007 88.4% 2,419 88.3%
Ｂ１ 13 2.8% 68 3.0% 81 3.0%
Ｂ２ 15 3.2% 23 1.0% 38 1.4%
なし 17 3.6% 76 3.3% 93 3.4%
不明 13 2.8% 97 4.3% 110 4.0%
合計 470 100.0% 2,271 100.0% 2,741 100.0%

合計
区分

障がい児 障がい者

区分 事業所数 割合

利用可能 517 27.9%

利用できない 1,303 70.4%

不明 32 1.7%

合計 1,852 100.0%

      また、重症心身障がい児施設（５施設）の利用契約者総数は、６９０名であるが、この

うち医療的ケアが必要な障がい児(者)数は、６５９名となっており、３１名については、

医療的ケアを必要としない障がい者が利用している。 

 

⑤ 医療的ケア対応事業所の状況 

       １，８５２事業所のうち、医療的ケアが必要な

障がい児・者に対応できる事業所は、５１７事

業所（27.9％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 障がい手帳 

 医療的ケアが必要な障がい児・者４，１９７名の障がい手帳の所持状況は次のとおり。 

 

○身体障がい者手帳 

  障がい児・者とも

に障がい等級につい

ては１級が多く、障

がい児は３１８名、

障がい者は１，７８

９名となっている。また、障がい等級２級は、障がい児３９名、障がい者３９３名と

大半が障がい等級１級の手帳を所持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (重症心身障がい児施設以外と重症心身障がい児施設の内訳) 

 

 

 

 

 

 

 

     ○療育手帳 

       障がい児・者ともに、障

がい程度は「Ａ」の者が多

く、障がい児は４１２名、

障がい者は２，００７名と

なっている。 
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障がい児 障がい者 障がい児 障がい者
Ａ 412 2,007 294 1,512 118 495
Ｂ１ 13 68 13 68 0 0
Ｂ２ 15 23 15 23 0 0
なし 17 76 14 76 3 0
不明 13 97 11 39 2 58

合計 470 2271 347 1,718 123 553

障がい児 障がい者
内訳

重心施設以外 重心施設区分

所持数 割合 所持数 割合 所持数 割合
１級 4 10.5% 34 11.9% 38 11.7%
２級 1 2.6% 58 20.3% 59 18.2%
３級 2 5.3% 19 6.6% 21 6.5%
なし 30 78.9% 160 55.9% 190 58.6%
不明 1 2.6% 15 5.2% 16 4.9%
合計 38 100.0% 286 100.0% 324 100.0%

区分
障がい児 障がい者 合計

障がい児 障がい者 障がい児 障がい者
１級 4 34 4 33 1
２級 1 58 1 58
３級 2 19 2 19
なし 30 160 19 158 11 2
不明 1 15 1 15

合計 38 286 27 283 11 3

重心施設区分 障がい児 障がい者
内訳

重心施設以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (重症心身障がい児施設以外と重症心身障がい児施設の内訳) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ○精神保健福祉手帳 

       精神保健福祉手帳を所持するものは少なく、障がい児は７名、障がい者は１１１名と 

なっている。 
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事業所数 割合 事業所数 割合
午前６時～午前８時（早朝） 155 32.7% 150 29.3% 5 100.0%
午前８時～午後６時（日中） 517 109.1% 512 100.0% 5 100.0%
午後６時～午後１０時（夜間） 202 42.6% 197 38.5% 5 100.0%
午後１０時～午前６時（深夜） 110 23.2% 105 20.5% 5 100.0%
医療的ケア対応事業所数 517 512 5

サービス提供時間 事業所数 割合
重心施設以外 重心施設

障がい児数 割合 障がい児数 割合

区分1 7 1.0% 7 1.1% 0 0.0%

区分2 6 0.9% 6 0.9% 0 0.0%

区分3 162 23.5% 162 25.6% 0 0.0%

不明若しくは未判定 515 74.6% 457 72.3% 58 100.0%

合計 690 100.0% 632 100.0% 58 100.0%

障がい程度区分 障がい児数 割合
重心施設以外 重心施設

障がい者数 割合 障がい者数 割合

区分1 61 1.7% 61 2.1% 0 0.0%

区分2 68 1.9% 68 2.3% 0 0.0%

区分3 179 5.1% 179 6.2% 0 0.0%

区分4 286 8.2% 286 9.8% 0 0.0%

区分5 448 12.8% 448 15.4% 0 0.0%

区分6 1668 47.6% 1668 57.4% 0 0.0%

非該当 34 1.0% 34 1.2% 0 0.0%

不明若しくは未判定 763 4.1% 162 5.6% 601 100.0%

合計 3,507 100.0% 2,906 100.0% 601 100.0%

障がい程度区分 障がい者数 割合
重心施設以外 重心施設

⑦ 利用者の障がい程度区分 

 医療的ケアが必要な障がい児（６９０名）

の障がい程度区分は、不明若しくは未判定の

ものを除き、大半（１６２名、23.5％）が「区

分３」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の程度区分は、「区分６」が１，６

６８名（47.6％）と最も多く、次いで「区分５」

が４４８名（12.8％）、「区分４」が２８６名

（8.2%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ サービス提供時間（複数回答あり） 
 サービス提供時間については、

午前６時～８時（早朝）に対応で

きる事業所が１５６事業所

（32.7％）、午後６時～１０時（夜

間）に対応できる事業所が２０２

事業所（42.6％） 

午後１０時～午前６時（深夜）も

対応できる事業所は１１０事業所

（23.2％）となっている。 
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医療的ケアの内容 合計 割合
吸引(口・鼻腔内) 168 436 604
吸引(気管内) 103 253 356
吸入 143 20.7% 211 6.0% 354 8.4%
経管栄養(経鼻栄養) 75 158 233
経管栄養(胃ろう) 125 384 509
経管栄養(腸ろう) 5 23 28
中心静脈栄養(カテーテル) 2 8 10
中心静脈栄養(ポート) 0 4 4
導尿(自己導尿) 13 69 82
導尿(留置カテーテル) 5 99 104
在宅酸素 26 3.8% 99 2.8% 125 3.0%
パルスオキシメーター 108 15.7% 281 8.0% 389 9.3%
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 80 11.6% 181 5.2% 261 6.2%
人工呼吸器の管理 14 2.0% 143 4.1% 157 3.7%
服薬管理 383 55.5% 2,392 68.2% 2,776 66.1%
その他 17 2.5% 97 2.8% 114 2.7%

医療的ケア利用児・者数 690 3,507 4,197

0.3% 0.3% 0.3%

2.6% 4.8% 4.4%

障がい児数 障がい者数

39.3% 19.6% 22.9%

29.7% 16.1% 18.4%

事業所数 割合 事業所数 割合
その他 58 11.2% 57 11.1% 1 20.0%
中心静脈栄養（ＩＶH) 27 5.2% 23 4.5% 4 80.0%
人工呼吸器（ＮＰPVを含む）の管理 55 10.6% 52 10.2% 3 60.0%
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 82 15.9% 77 15.0% 5 100.0%
吸入 128 24.8% 124 24.2% 4 80.0%
在宅酸素（ＨＯＴ） 136 26.3% 133 26.0% 3 60.0%

パルスオキシメーター（ＳｐＯ2モニター） 139 26.9% 134 26.2% 5 100.0%
導尿 147 28.4% 143 27.9% 4 80.0%
経管栄養 209 40.4% 204 39.8% 5 100.0%
吸引 284 54.9% 279 54.5% 5 100.0%
服薬管理 344 66.5% 339 66.2% 5 100.0%

医療的ケア対応事業所数 517 - 512 - 5 -

事業所数 割合
重心施設以外 重心施設

医療的ケアの内容

【その他の記載】 

インシュリン注射、褥瘡処置、浣腸・摘便、膀胱洗浄など 

⑨ 提供可能な医療的ケアの内容（複数回答あり） 

       提供可能な医療的ケア 

の内容は、「服薬管理」 

が３４４事業所（66.5％） 

と最も多く、次いで吸引 

が２８４事業所（54.9％） 

 経管栄養２０９事業所 

(40.4％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 障がい児・者に提供している医療的ケアの内容（複数回答あり） 

       障がい児は、「服薬管理」が３８３名（55.5％）と最も多く、次いで「吸引」が２７１ 

名（39.3％）、「経管栄養」が２０５名（29.7％）となっている。 

       障がい者についても、「服薬管理」が２，３９２名（68.2％）と最も多く、次いで「吸

引」が６８９名（19.6％）、「経管栄養」が５６５名（16.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の記載】 

インシュリン注射、褥瘡処置、浣腸・摘便、膀胱洗浄など 
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(重症心身障害児施設以外の事業所）
医療的ケアの内容 合計 割合

吸引(口・鼻腔内) 137 369 506
吸引(気管内) 77 205 282
吸入 119 18.8% 149 5.1% 268 7.6%
経管栄養(経鼻栄養) 57 104 161
経管栄養(胃ろう) 98 312 410
経管栄養(腸ろう) 1 14 15
中心静脈栄養(カテーテル) 2 5 7
中心静脈栄養(ポート) 0 0 0
導尿(自己導尿) 10 60 70
導尿(留置カテーテル) 2 81 83
在宅酸素 16 2.5% 76 2.6% 92 2.6%
パルスオキシメーター 69 10.9% 215 7.4% 284 8.0%
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 53 8.4% 135 4.6% 188 5.3%
人工呼吸器の管理 2 0.3% 125 4.3% 127 3.6%
服薬管理 327 51.7% 1,773 61.0% 2,101 59.4%
その他 17 2.7% 95 3.3% 112 3.2%

医療的ケア利用児・者数 632 2,906 3,538

1.9% 4.9% 4.3%

0.3% 0.2% 0.2%

24.7% 14.8% 16.6%

障がい児数 障がい者数

33.9% 19.8% 22.3%

（重症心身障がい児施設）
医療的ケアの内容 合計 割合

吸引(口・鼻腔内) 31 67 99
吸引(気管内) 26 48 74
吸入 24 41.4% 62 10.3% 86 13.1%
経管栄養(経鼻栄養) 18 54 73
経管栄養(胃ろう) 27 72 99
経管栄養(腸ろう) 4 9 13
中心静脈栄養(カテーテル) 0 3 3
中心静脈栄養(ポート) 0 4 4
導尿(自己導尿) 3 9 12
導尿(留置カテーテル) 3 18 21
在宅酸素 10 17.2% 23 3.8% 33 5.0%
パルスオキシメーター 39 67.2% 66 11.0% 106 16.0%
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 27 46.6% 46 7.7% 73 11.1%
人工呼吸器の管理 12 20.7% 18 3.0% 30 4.6%
服薬管理 56 96.6% 619 103.0% 676 102.6%
その他 0 0.0% 2 0.3% 2 0.3%

医療的ケア利用児・者数 58 601 659

10.3% 4.5% 5.0%

0.0% 1.2% 1.1%

26.2%

84.5% 22.5% 28.0%

障がい児数 障がい者数

98.3% 19.1%

     重症心身障がい児施設以外の事業所の状況をみると、障がい児、障がい者ともに「服薬管

理」が最も多くなっている。次いで、「吸引」「経管栄養」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     重症心身障がい児施設の状況をみると、障がい児については、「吸引」が５７名（98.3％） 

    と最も多く、次いで「服薬管理」が５６名（96.6％）、経管栄養が４９名（84.5％）となっ 

ている。 
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課題となっている内容 事業所数 割合

ヘルパーが医療的ケアを実施せざるを得ない状況があるが、事故等が発生しないか

心配
223 43.1%

提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申込に対応できない場合

がある
183 35.4%

利用者が急変した場合に、受け入れてる地域医療機関が少なく、何かあった場合のこ

とが不安
111 21.5%

医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け

入れができる障がい児（者）数を制限せざるを得ない
110 21.3%

ヘルパーが身体介助の提供時に医療的ケアが必要なときがあり、対応せざる得ない

が、報酬を請求できない
107 20.7%

看護師資格を持つヘルパーを雇用したいが、求職者がない 80 15.5%

現に配置している看護師に多大の負担がかかっているが、新たに看護師を確保するこ

とが困難
73 14.1%

受け入れ範囲を拡大するためには、設備改修が必要となるが、資金がない 68 13.2%

保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。また苦情対応に困っている 57 11.0%

その他 58 11.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 医療的ケア提供のための課題（複数回答あり） 

      医療的ケアに対応している事業所（５１７事業所）において課題として挙げている内

容は、下表のとおり、２２３事業所(43.1％)が「ヘルパーの医療的ケアの実施に伴う事

故等への不安」を課題として挙げている。 

   次いで、「提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申し込みに対応

できない場合がある」が１８３事業所(35.4％)、「利用者が急変した場合に受け入れて

くれる地域医療機関が少なく、何かあった場合のことが不安」が１１１事業所(21.5％)、

「医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け入

れができる障がい児(者)数を制限せざるを得ない」が１１０事業所（21.3％）、「ヘル

パーが身体介護の提供時に医療的ケアが必要な時があり対応せざるを得ないが報酬請求

できない」が１０７事業所（20.7％）などとなっている。 
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【その他の記載】 

○ 技術についてはあらかじめ看護師の指導があって行われているが、もう少し充実

した指導内容であってほしい。医療的ケアは責任も重くヘルパーは不安も多い 

○ 訪看等との連携、体制づくり 

○ 看護師を雇用する資金がない 

○ 医療ケアが出来るようになるために、看護師と混えた研修を何度も繰り返すこと

が必要で、人材を育てるのに時間と労力、費用が必要である 

○ 訪問介護事業所と医療機関との連携 

○ 非常勤雇用の看護師だけでは急変した場合の緊急対応ができない。送迎対応が難

しい 

○ ヘルパーが安心して医療的ケアに関われるような研修制度 

○ 看護師を三名配置しているのでケア提供はできるが事業報酬によるカバーができ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 医療的ケアが必要な障がい児・者を受け入れていない理由（複数回答あり） 

 医療的ケアが必要な障がい児・者を受け入れていない事業所（１，３３５事業所）が、

対応できない理由として挙げている内容は、下表のとおり、７７２事業所（57.8％）が

「医療的ケアを担う看護師の確保ができない」を挙げている。 

 次いで、「医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体介護の経験がないため」が７０

８事業所（53.0％）、「事業所として医療的ケアが必要な障がい児（者）を利用対象と

していない」が４６７事業所（35.0％）、「医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体

介護は大きなリスクを伴うため」が４６４事業所（34.8％）、「医療的ケアが必要な障

がい児（者）の看護の経験がないため」が４１５事業所（31.1％）などとなっている。
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区分 事業所数 割合

介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研
修システムの構築をすべき

1,190 64.3%

医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等を改善すべ
き

926 50.0%

一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき 904 48.8%

圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護・短期入所・移動支援・相談支援
等の機能を備えた施設の整備をすべき

738 39.8%

その他 266 14.4%

【その他の記載】 

○ 夜間の看護体制の問題が大きい 

○ 介助者自身の質や、不安を取り除く事ができないため 

○ 医療的ケアが必要な障害がい児（者）の身体介護の経験が豊富なヘルパーの代替

要員が少ないため 

○ 事業所が小さいため（スペースの問題がある） 動きの激しい方（利用者さん）

がいるため、安全の確保が難しい 

○ 医療的ケアの研修が必要だができていない 

○ 児童デイサービス II において、そもそも医療的ケアが必要な人の受け入れを想

定した配置基準及びそれに合わせた報酬となっていないと思われる 

○ 命を守る為に、安易に引き受けられない かなりの研修制度と医療技術が求めら

れる 

○ 障害児（者）の医療ケアの医師、看護師による指導が無いためできない 

○ 緊急時に対しての医療機関の支援の確保が困難            など 

⑬ 医療的ケアが必要な障がい児・者のための地域生活支援策（複数回答あり） 

       回答があった１，８５２事業所が、医療的ケアが必要な障がい児・者が安心して地域生

活を送るために改善すべき内容で、最も多いのは「介護職員にも医療的ケアが実施でき

るよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研修システムを構築すべき」１，１９０事

業所（64.3％）となっている。 

       次いで、「医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等を改善す

べき」が９２６事業所（50.0％）、「一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関

を確保すべき」が９０４事業所（48.8％）、「圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居

宅介護・短期入所・移動支援・相談支援等の機能を備えた施設の整備をすべき」が７３

８事業所（39.8％）となっている。 
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要望 内訳

配置基準・加算報酬の見直し 重度訪問介護報酬の増 15

看護師配置基準の見直し・報酬の増 12

介護職員が医療的ケアを提供した場合に加算 24

加算・報酬見直し 23

制度の見直し サービス内容 14

医療と福祉の統合 4

規制緩和法の整備 10

公的研修・公的資格制度の確立（個別対応に配慮） 研修制度の確立 50

医療的ケアの専門資格の創設 5

医療的ケアの規制緩和 期待（介護職員が実施できるほうが良い） 48

消極的（制度・社会資源の見直しが優先） 44

否定的（専門職の実施が原則） 14

地域医療機関の理解・協力 医療機関との連携・情報の共有 29

緊急時対応の医療機関の充実 20

医療的ケアの実施状況 医療機関の研修受けて実施 3

家族の指導を受けて実施 3

行政への要望 公的相談機関の創設 26

医療的ケア対応職員への保護制度の確立 11

各関連機関連携に向けての包括支援 27

施設・設備の充実・創設 34

医療従事者（看護師、作業療法士・理学療法士）の育成・確保 27

介護職員の育成・確保（資質向上） 19

介護職員・事務職員の処遇改善 30

本人・家族、関係機関の信頼関係の構築 8

事務処理の効率化・簡素化 5

その他 研修があれば、参加したい 5

医療的ケア対象利用者がいない 14

その他 8

532合計

 

【その他の内容】（複数回答あり） 
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事業所数 割合

24 8.5%
11 3.9%

6 2.1%

66 23.3%
40 14.1%
98 34.6%
35 12.4%
3 1.1%

283 100.0%

運営主体
社会福祉法人

財団法人

特定非営利活動法人（ＮＰO)
株式会社

その他
無回答

有限会社
医療法人

合計

圏域名 事業所数 割合 整備率 人口：千人
豊能 34 12.0% 0.052 656
三島 17 6.0% 0.016 1,095
北河内 36 12.7% 0.030 1,181
中河内 28 9.9% 0.033 851
南河内 22 7.8% 0.035 637
泉州 30 10.6% 0.033 919
大阪市 89 31.4% 0.033 2,661
堺市 26 9.2% 0.031 837
無回答 1 0.4%
合計 283 100.0% 0.032 8,837

常勤 非常勤 計 常勤換算

240 9 249 167.90

保健師 12 9 21 12.40

助産師 0 3 3 0.00

看護師 638 542 1,180 755.09

准看護師 105 91 196 116.69

理学療法士 131 240 371 154.12

作業療法士 45 67 112 49.57

言語療法士 5 15 20 7.19

その他 33 35 68 33.75

1,209 1,011 2,220 1,296.71

職名

管理者

従業者

計

(3)訪問看護ステーションの現状 
 

①事業所数（運営主体別） 

回答があった訪問看護ステーション２８３カ所の運営主体は、医療法人が最も多く９

８カ所（34.6％）となっている。次いで、株式会社が６６カ所（23.3％）、有限会社が

４０カ所（14.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 所在地（圏域別） 

 圏域別にみると、大阪市が８９カ所（31.4％）、北河内が３６カ所（12.7％）、豊能

が３４カ所（12.0％）泉州が３０カ所（10.6％）の順となっている。 

 各圏域の人口規模により整備率を見てみると、豊能圏域が最も整備率が高く０．０５

２となっており、次いで南河内圏域が０．０３５、中河内、泉州、大阪市が０．０３３

となっている。最も整備率が低いのは三島圏域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職員体制 

回答があった訪問看護

ステーション（２８３事

業所）の職員配置状況は、

看護師・准看護師のほか、

理学療法士、作業療法士

等が配置されている。 

 常勤換算では、訪問看

護ステーション１カ所あ

たり、概ね４．６人の配

置となっている。 

（１,２９６．７１人÷２８３か所＝４．６人） 

  

【その他の記載】 

社会医療法人、社団法人、医療生活協同組合など 
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72

102
122

172

189
合計 657

０歳

４０歳～６４歳

１歳～６歳

７歳～１７歳

１８歳～３９歳

事業所数 割合
208 73.5%
70 24.7%
5 1.8%

283 100.0%

利用はできない
不明

合計

区  分
利用は可能

圏域 ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 合計
豊能 5 24 3 0 1 1 34
三島 4 7 4 2 0 0 17
北河内 11 19 3 3 0 0 36
中河内 6 17 2 2 1 0 28
南河内 6 11 4 0 1 0 22
堺市 10 11 3 1 1 0 26
泉州 15 12 1 0 1 1 30
大阪市 34 37 13 4 1 0 89
- 1 0 0 0 0 0 1
合計 92 138 33 12 6 2 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、訪問看護ステーションの規模別の事業所数は、「６人～１０人」が１３８事業

所（49％）と最も多く、次いで「～５人」が９２事業所（32％）と１０人までの小規模

な事業所が８割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 医療的ケアが必要な障がい児・者の利用の可否 

 医療的ケアが必要な障がい児・者の利用が可 

能と答えた訪問看護ステーションは、２０８か 

所（73.5％）となっている。 

 

 

⑤ 利用対象 

利用が可能な年齢層については、４０歳以上が最も多く、年齢が下がるにしたがって 

      事業所数が減少している。 

なお、０歳児についても対象としている事業所は、７２事業所であった。 
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割合

1.4%

9.1%

7.8%

24.6%
57.2%

100.0%

４０歳～６４歳 743
合計 1,299

１歳～６歳（幼児） 118

７歳～１７歳 101
１８歳～３９歳 319

年齢区分 利用者数

０歳（乳児） 18

事業所数 割合

13 6.3%

194 93.3%

16 7.7%

10 4.8%

14 －

208 －

午前６時～午前８時（早朝）

午前８時～午後６時（日中）

午後６時～午後１０時（夜間）

午後１０時～午前６時（深夜）

サービス提供時間帯

無回答

医療的ケア対応事業所

事業所数 割合
193 92.8%
178 85.6%
188 90.4%
170 81.7%
185 88.9%
184 88.5%
193 92.8%
182 87.5%
152 73.1%
193 92.8%
33 15.9%

提供可能な医療的ケアの内容 
吸引
吸入
経管栄養
中心静脈栄養（ＩＶH)
導尿
在宅酸素（ＨＯＴ）
パルスオキシメーター（ＳｐＯ2モニター）
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等）
人工呼吸器（ＮＰPVを含む）の管理
服薬管理
その他

【その他の記載】 

インシュリン注射、褥瘡処置、人工肛門の処置、点滴など 

⑥ サービス提供時間帯（複数回答あり） 

 サービス提供時間については、早朝が１３か所(6.3％)、夜間が１６か所（7.7％）、

深夜が１０所（4.8％）と、1割に満たない状況となっている。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 提供可能な医療的ケアの内容（複数回答あり） 

 提供可能な医療的ケアの内容は、右

表のとおり。 

医療的ケアについて、ほぼすべての内

容に対応されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 医療的ケアが必要な障がい児(者)の利用状況 

医療的ケアに対応している訪問看護ステーション２０８カ所における利用状況をみ

ると、１，２９９名が利用しており、年齢別には、４０歳以上の者が７４３名（57.2％）

と最も多く、年齢が下がるほど利用者数が減少している。 

  なお、７歳～１７歳が減少している理由は、支援学校等で日中の医療的ケアに対応し

ていることが要因と考えられる。 
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障がい児数 割合 障がい者数 割合 合計 割合
吸引 口・鼻腔内 126 114 241
吸引 気管内 102 81 183
吸入 37 15.6% 31 2.9% 68 5.2%
経管栄養 経鼻栄養 76 24 101
経管栄養 胃ろう 72 107 179
経管栄養 腸ろう 4 6 10
中心静脈栄養 カテーテル 3 1 4
中心静脈栄養 ポート 4 14 18
導尿 自己導尿 9 42 51
導尿 留置カテーテル 4 114 118
在宅酸素 110 46.4% 66 6.2% 176 13.6%
パルスオキシメーター 169 71.3% 261 24.6% 431 33.2%
気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 102 43.0% 68 6.4% 170 13.1%
人工呼吸器の管理 64 27.0% 61 5.7% 125 9.6%
服薬管理 40 16.9% 636 59.9% 676 52.1%
リハビリテーション 129 54.4% 258 24.3% 388 29.8%
身体介護 入浴介助 100 107 208
身体介護 排泄介助 86 222 308
身体介護 食事介助 17 21 38
その他 24 10.1% 87 8.2% 111 8.6%
医療的ケアが必要な障がい児（者）数 237 ― 1,062 ― 1,299 ―

医療ケアの内容

96.2%

42.6%

18.4% 32.6%

22.3%

1.7%

13.0%

33.0%

64.1%

3.0%

5.5%

12.9%

1.4%

14.7%

85.7%

⑨ 障がい児（者）別のサービス提供内容（複数回答あり） 

 障がい児に提供している医療的ケアは、吸引（口・鼻腔内、気管内）が２２８名（96.2％）

と最も多く、次いでパルスオキシメーターが１６９名（71.3％）、経管栄養が１５２名

（64.1％）、リハビリテーション１２９名(54.4％)となっている。 

 障がい者については、服薬管理が最も多く６３６名（59.9％）となっており、次いで 

パルスオキシメーターが２６１名（24.6％）、リハビリテーションが２５８名（24.3％） 

吸引が１９５名（18.4％）となっている。 

 なお、医療的ケアではないが、訪問看護師が障がい児（203名、85.7％）、障がい者（350

名、33.0％）の身体介護を実施している。 
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区     分 事業所数 割合

サービスの提供に必要な看護師の人
数と質の確保が困難。

137 65.9%

提供できる医療的ケアの内容が限定さ
れるため、利用申し込みに対応できな
い場合がある。

29 13.9%

保護者の方の求める水準どおりにサー
ビス提供が困難。保護者の苦情対応に
困っている。

37 17.8%

その他 35 16.8%

対応可能事業所数 208 100.0%

【その他の記載】 

○ 利用回数の不足 

○ 短期入所等のレスパイトが不足 

○ 利用料の自己負担額が高額なため利用ができない 

○ 地域での主治医が見つかりにくく、緊急時に相談できない 

 

【その他の記載】 

インシュリン注射、褥瘡処置、浣腸・摘便、膀胱洗浄、人工肛門の処置など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 障がい児・者の利用についての課題（複数回答あり） 

 医療的ケアが必要な障がい児（者）が利用している訪問看護ステーションで課題とし

て挙げたものは、下表のとおり「サービスの提供に必要な看護師の人数と質の確保が困

難」とするものが１３７事業所（65.9％）と最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 医療的ケアが必要な障がい児（者）をサービス対象としない理由（複数回答あり） 

 医療的ケアが必要な障がい児（者）をサービスの利用対象としていない訪問看護ステ

ーション（７０事業所）の理由として最も多いものは、「医療的ケアが必要な障がい児

（者）の保護者の求める水準が高すぎて応えられない」が５４事業所（77.1％）、次い

で、「事業所として医療的ケアが必要な障がい児（者）を利用対象としていない」が４

６事業所（65.7％）、「保護者が求める看護（介護）ニーズに応えられない」が１７事
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区   分 事業所数 割合

医療的ケアが必要な障がい児（者）の保護者
の求める水準が高すぎて答えられない

54 77.1%

事業所として医療的ケアが必要な障がい児
（者）を利用対象としていないため

46 65.7%

医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護の
経験がないため

16 22.9%

保護者が求める看護（介護）ニーズに応えられ
ないため

17 24.3%

その他 18 25.7%

対応していない事業所数 70 100.0%

事業所数 割合

183 64.7%

176 62.2%

170 60.1%

112 39.6%

56 19.8%

区   分

医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準
等を改善すべき

一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき

圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護・短期入所・移動支
援・相談支援等の機能を備えた施設の整備をすべき

介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）
し、充実した研修システムの構築をすべき

その他

【その他の記載】 

○ 対応する職員が不足しているため 

○ 夜間の受け入れ態勢が整っていない 

○ 自己負担が大きく、利用が困難な場合がある 

○ 障がい種別によっては、対応が困難である             など 

業所（24.3％）となっている。 

 なお、「医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護経験がないため」とする訪問看護

ステーションが１６事業所（22.9％）あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 改善すべき事項（複数回答あり） 

医療的ケアが必要な障がい児（者）の地域生活支援のために改善すべき事項として、最

も多かった内容は、「医療的ケア

に従事する看護師を安定的に確保

できるよう報酬基準等の改善すべ

き」が１８３事業所（64.7％）挙

げられている。 

次いで、「一定の圏域内に緊急時

に対応可能な地域医療機関を確保 

すべき」が１７６事業（62.2％）、

「圏域内に医療・訪問看護・通園

事業・居宅介護・短期入所・移動支援・相談支援等の機能を備えた施設を整備すべき」

が１７０事業所（60.1％）となっている。 

 

なお、「介護職員にも医療的ケ

アが実施できるよう範囲を拡大

（規制緩和）し、充実した研修シ

ステムの構築をすべき」とする訪

問看護ステーションが１１２事業

所（39.6％） 

ある。 
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【その他の記載】 

○ 医療機関のバックアップが必要 

○ 訪問看護利用料の自己負担軽減が必要 

○ 地域におけるかかりつけ医の充実 

○ 様々なサービスをつなげる仕組みやコーディネーターが必要 

○ 場合によっては訪問看護師の２人利用を認めるべき 

○ 利用制限（回数および時間）を緩和する              など 
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運営主体 事業所数
その他 0
医療法人 0
有限会社 0
株式会社 0
ＮＰO法人 8
財団法人 0
社会福祉法人 8
合計 16

割合
豊能 2 12.5%
三島 2 12.5%
北河内 1 6.3%
中河内 2 12.5%
南河内 1 6.3%
泉州 0 0.0%
大阪市 4 25.0%
堺市 4 25.0%
合計 16 100.0%

圏域

医療的ケアの有無 契約者数

なし 260
あり 128

合 計 388

職名 常勤 非常勤
管理者 15
サービス提供責
任者

31

世話人 22 142

生活支援員 15 146

その他 3 34
合計 86 322

(4)ケアホームの現状 
    ①事業所数 

      医療的ケアが必要な障がい者が入居するケアホーム１６事業所から回答があり、その運 

営主体をみると社会福祉法人とＮＰＯ法人がそ 

れぞれ８事業所となっている。 

 

           

 

 

 

 

 

    ②所在地 

      所在地は、大阪市、堺市がそれぞれ４事業所となっており、次いで中河内圏域、三島 

圏域、豊能圏域にそれぞれ２事業所、南河内圏

域、北河内圏域にそれぞれ１事業所となってい

る。 

    

 

 

 

    

 

 

    ③職員体制 

      ケアホーム１６事業所に配置されている職員 

数は、常勤職員が８６名、非常勤職員が３２２名、 

合計４０８名となっている。 

１事業所の平均職員数は、常勤職員が５．４人、 

非常勤職員は２０．１人で、２５．５名となって 

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

    ④医療的ケアが必要な障がい者数 

      ケアホーム１６事業所に入居する障がい者数は、 

３８８名で、そのうち医療的ケアが必要な障がい 

者は１２８名となっている。 
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年齢区分 利用者数
１８歳～３９歳 77
４０歳～６４歳 48

障がい程度区分 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 合計
障がい者数 2 8 20 28 23 81

    ⑤医療的ケアが必要な障がい者の年齢 

      医療的ケアが必要な障がい者の年齢区分は、１８歳以

上３９歳未満が７７名、４０歳以上６４歳未満が４８名

となっている。 

 

 

 

 

    ⑥障がい者手帳の所持状況 

      医療的ケアが必要な障がい者の手帳の所持状況を見ると、身体障がい者手帳１級が２５

名、２級が５名となっている。療育手帳については、「Ａ」が１０９名、「Ｂ１」が１１

名となっており、精神保健福祉手帳については、２級が１名となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑦障がい程度区分の状況 

      市町村により障がい程度区分

の認定を受けている医療的ケア

が必要な障がい者の区分につい

ては、区分５が２８名と最も多

く、次いで区分６が２３名、区

分４が２０名となっている。 

 

 

 

 

 

    ⑧提供している医療的ケアの内容と利用者（複数回答あり） 

      ケアホームで医療的ケアが必要な障がい者に提供しているサービスの内容と利用者数に

ついてみると、服薬管理が最も多く１１９名となっている。次いで、パルスオキシメータ

ーが９名、導尿（留置カテーテル）が７名、吸引（口腔、鼻腔内）が５名となっている。 
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【その他の記載】 

褥瘡処置、浣腸・摘便など 

 

    

 

⑨医療的ケア実施に係る課題（複数回答あり） 

      ケアホームにおける課題としては、

「原稿の国の報酬基準では適切な支

援を提供できないが」９事業所、「利

用者が急変した時に受け入れてくれ

る地域医療機関が少ない」「現行の

人員配置基準では、適切な支援を提

供できない」がそれぞれ８事業所、

「医療的ケアを実施せざるを得ない

が報酬で請求できない」が７事業所

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑩改善すべき内容（複数回答あり） 

      医療的ケアが必要な障がい者が安

心してケアホームで生活を送るため

に改善すべき内容として挙げている

ものは、「介護職員にも医療的ケア

が実施できるよう規制緩和（範囲拡

大）すべき」とするものが、１１事

業所と最も多く、次いで「看護師の

確保ができる報酬基準の改善」、「緊

急時に対応してくれる地域医療機関

の確保」がそれぞれ７事業所となっ

ている。 
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年齢区分 人数 割合
18-29歳 71 12.5%
30-39歳 98 17.3%
40-49歳 197 34.7%
50歳以上 201 35.4%
合計 567 100.0%

区分 人数 割合
男 336 59.3%
女 230 40.6%
不明 1 0.2%
合計 567 100.0%

人数 割合
394 69.5%
513 90.5%

0 0.0%

手帳区分
身体障がい者手帳

療育手帳

精神保健福祉手帳

(5)重症心身障がい児施設入所者の状況 
   ①18歳以上の入所者数 

     府が所管する重症心身障がい児施設（３施設）に入所

する１８歳以上の利用者は５６６名となっており、男性

が３３６名（59.3％）、女性が２３０名（40.6％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

   ②年齢別入所者 

     年齢別にみると５０歳以上の入所者が２０１名

（35.4％）、４０歳～４９歳が１９７名（34.7％）、３

０歳～３９歳が９８名（17.3％）、１８歳～２９歳が７

１名（12.5％）となっ

ている。 

 

 

 

 

 

③ 入所期間 

入所期間は、1年以

上～5年以下が１４２

名（25.0％）と最も多

く、次いで３１年以上

が１２０名(21.2％)、

６年以上～１０年以下

が１０３名（18.2％）

となっている。 

 

 

 

 

 

④ 障がい者手帳の所持状況 

障がい者手帳の所持状況は、療育手帳が 

５１３名（90.5％）、身体障がい者手帳が 

３９４名（69.5％）となっている。 
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人数 割合

3 0.6%

171 33.6%

13 2.6%

163 32.0%

159 31.2%

509 100.0%合計

計画策定会議で作成し、ご家族に説明及び同意を得た

いずれにも該当しない

本人に希望を聞いて

ご家族に希望を聞いて

計画策定会議で作成し、本人に説明及び同意を得た

支援計画策定状況

内容 人数 割合

吸引 92 9.5%

吸入 56 5.8%

経管栄養 110 11.4%

中心静脈栄養(IVH) 5 0.5%

導尿 24 2.5%

在宅酸素(HOT) 4 0.4%

パルスオキシメータ(SｐOsモニター) 54 5.6%

気管切開部の管理(ガーゼ交換、消毒等) 36 3.7%

人工呼吸器(NPPVを含む)の管理 15 1.6%

服薬管理 552 57.3%

その他 16 1.7%

統計(重複あり) 964

【その他の記載】 

浣腸、心電図モニターなど 

   ⑤ 医療的ケアの内容（複数回答あり） 

     医療的ケアの内容は、服薬管理が５５２名（57.3％）と最も多く、次いで経管栄養が 

１１０名（11.4％）、吸引が９２名（9.5％）、吸入が５６名（5.8％）、パルスオキシメー

ターが５４名（5.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑥ 個別支援計画の策定状況 

     １８歳以上の入所者５６７名のうち個別支援計画が策定されている５０９名についてみる 

    と「家族の希望を聞いて」策定されたものが１７１名（33.6％）、「計画策定会議で作成し、 

    家族に説明及び同意を得て」策定されたものが１６３名（32.0％）、「いずれにも該当しな

い」（施設が独自に策定）ものが１５９名（31.2％）、わずかに「本人の希望を聞いて」が

３名（0.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     なお、策定された個別支援計画に「地域移 

行に向けた支援内容が記載されたものは全く 

ない」ことも今回の調査で明らかになっている。 
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人数 割合
411 72.5%

0 0.0%
1 0.2%

135 23.8%
3 0.5%

17 3.0%
567 100.0%

家族の希望内容

無回答

このまま今の施設で暮らして欲しい
家庭に引き取り、一緒に暮らしたい
今の施設とは違う別の施設で暮らして欲しい
家族の意思を確認したことがない
その他

合計

人数 割合
28 4.9%
4 0.7%
0 0.0%
5 0.9%

15 2.6%
498 87.8%

0 0.0%
17 3.0%

567 100.0%

その他
無回答

合計

意見の内容
このまま今の施設で暮らしたい
家庭に戻って、家族と一緒に暮らしたい
施設を出て、ケアホームで仲間と一緒に暮らしたい
ご本人の意思が「施設にいたい」、「施設から出たい」と時によって異なる
分からない
ご本人の意思が確認できない

   ⑦ 今後の生活 

     今後の生活について、本

人がどういった意向を持っ

ているのかを聞いたところ、

「本人の意思が確認できな

い」が４９８名（87.8％）

と大半を占めている。 

わずかに「家庭に戻って

家族と一緒に暮らしたい」

との意向を示している入所

者は４名（0.7％）に留まっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      一方、家族がどのような意向を

持っているのかを聞いたところ、

「このまま今の施設で暮して欲し

い」が４１１名（72.5％）となっ

ており、「家庭に引き取り、一緒

に暮らしたい」との意向を示す家

族は全くないという結果がでた。 
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人数 割合
211 34.4%
57 9.3%
48 7.8%
1 0.2%
3 0.5%

86 14.0%
192 31.3%
16 2.6%

614 100.0%

症状が重症又は不安定で、常時、医学的な管理が必要
地域のサービス不足
ご家族の同意が得られない
ご本人の不安

内   容

ご本人の意思
まだ地域移行する段階ではない
わからない
その他

合計

さらに支援者が入所者の今後をどのように評価しているかを聞いたところ、「症状が重症

又は不安定で、常時、医学的な管理が必要」なため、地域生活への移行は不適切と評価して

いるものが２１１名（34.4％）と最も多く、次いで地域生活への移行が適切かどうか「わか

らない」が１９２名（31.3％）、「まだ地域移行する段階ではない」が８６名（14.0％）と

なっている。 

なお、地域生活への移行が可能と評価しているが、「地域のサービス不足」５７名（9.3％）

「家族の同意が得られない」４８名（7.8％）となっており、本人や家族の意向と異なった結

果が出ている。 
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要望数 要望率
628 12.5%

194 30.9%
67 10.7%
68 10.8%

265 42.2%
34 5.4%

738 14.7%
235 31.8%
292 39.6%
71 9.6%
10 1.4%

129 17.5%
1 0.1%

895 17.8%
97 10.8%
76 8.5%

354 39.6%
349 39.0%
19 2.1%

925 18.4%
183 19.8%
283 30.6%
280 30.3%
144 15.6%
35 3.8%

274 5.4%
56 20.4%
59 21.5%
60 21.9%
48 17.5%
48 17.5%
3 1.1%

322 6.4%
268 83.2%
49 15.2%
5 1.6%

968 19.2%
300 31.0%
352 36.4%
226 23.3%
85 8.8%
5 0.5%

200 4.0%
82 41.0%
51 25.5%
32 16.0%
32 16.0%
3 1.5%

81 1.6%
36 44.4%
38 46.9%
7 8.6%

＜短期入所＞
短期入所事業所の増

サービス内容

医療的ケアに対応できる知識、技術の向上
医療的ケアに対応できる設備の充実
医療機関による短期入所の実施
その他
＜訪問看護＞
利用料の軽減
利用できる回数の増
１回あたりの時間数の増
０歳児も利用できる訪問看護事業所の増
早朝や夜間も利用できる訪問看護事業所の増
その他
＜ホームヘルプ＞

＜重症心身障がい児（者）通園事業＞
実施箇所数の増
利用定員の増
利用回数の増
送迎の充実

ヘルパーにも医療的ケアを認めて欲しい
ヘルパーの知識、技術の向上
早朝、夜間も利用できる事業所の増
休日、祝日も利用できる事業所の増
その他

その他
＜生活介護＞
生活介護事業所の増
医療的ケアに対応できる知識、技術の向上
医療的ケアに対応できる設備の充実
利用回数の増

医療機関でのレスパイト入院
その他

送迎の充実
その他
＜相談支援＞
重症心身障がいを理解し、相談にのってくれる相談支援事業所の増

日中活動等サービス利用の調整をしてくれる相談支援事業所の増

その他

低料金で利用できるケアホームの制度化
その他

＜重症心身障がい児（者）施設＞
施設の新設
生活支援としてのサービス内容の充実
地域からの相談にも応じて欲しい
施設から看護師やヘルパーを派遣してほしい
その他
＜ケアホーム＞
医療的ケアに対応できるケアホームの制度化

＜医療機関＞
訪問診療してくれる医療機関の増
気軽に利用できる診療所の増
重症心身障がい児（者）を診察してくれる専門医の増

  ⑧ 地域生活への移行のために必要なサービス（複数回答あり） 

重症心身障がい児施設の入所者が地域で安心して暮らすために必要なサービスについては、    

「気軽に利用できる診療所の増」「訪問診療してくれる医療機関の増」といった地域医療機

関の充実を求めるものが最も多く、次いで日中活動の場となる重症心身障がい児（者）通園

事業の充実、ホームヘルプサービスの充実、訪問看護の充実、短期入所事業の充実となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 44 - 

障がい児の介護者の状況（複数回答）  

1 2 3 非該当 未実施 無回答

父 14 5 21 13 122 94 269 68.1%
母 16 9 32 16 133 133 339 85.8%
兄弟姉妹 6 1 4 2 37 20 70 17.7%
祖父 1 0 1 2 11 7 22 5.6%
祖母 6 1 3 4 31 29 74 18.7%
その他 2 0 5 4 16 14 41 10.4%
合計 45 16 66 41 350 297 815 ―

合計介護者
障がい児

割合

３ 調査分析結果 

(1) 重症心身障がい児・者等医療的ケアが必要な障がい児（者）の介護者の実態 
 

●医療的ケアが必要な障がい児の介護・看護は、障がい程度に関わらず、母親、父親が中心とな

って、兄弟姉妹や祖母などの協力も得ながら支えられている。 

 障がい者は、障がい児の場合と比較すると介護に携わる率が全般的に低くなるが、母親、 

父親が中心となり、兄弟姉妹、祖母などが協力して、家族ぐるみで支えられている。 

●主な介護者は、圧倒的に母親の占める割合が高く、特に障がい児の場合は母親が主な介護者と

なっている率がきわめて高い。 

●介護年数は、障がい児の場合、「６年～１０年」が最も多く約３０％となっている。障がい者

については、「２１年～２５年」が最も多く、約１７％となっていたが、介護年数別にみると

大きな差異がみられず、各介護年数とも概ね８％～９％となっている。 

 なお、介護年数が４１年を超えているものが約７％を占めていた。 

このことから、主な介護者である母親が相当年数を看護・介護に携わっていることがわかる。

●介護の代替者は、約半数を親族が担っており、福祉サービス等による代替は２３％にとどまっ 

ていた。特に障がい児については、変わってもらえる人がいないとしているものが介護年数に

関わらず、平均で１２％を占めていた。 

●障がい児については、介護年数１年未満では、訪問看護やホームヘルプサービスなど訪問サー 

ビスの利用が約３割となっていたものが、介護年数が長期化するにしたがって減少傾向をしめ

していた。 

 一方、障がい者は、介護年数の長期化により、短期入所やホームヘルプサービス等の利用 

率が増加していた。 

 

① 介護等の状況 

障がい児（３９５名）の介護に

携わっている者は、「母親」が３

３９名（85.8％）、「父親」が２

６９名（68.1％）、「祖母」が７

４名（18.7％）、「兄弟姉妹」が

７０名（17.7％）となっており、

母親と父親を中心に、家族ぐるみ

で介護に携わっていることがうか

がえる。 

障がい程度別に見ても、「母親」の占める割合が多いものの、障がい程度に関わらず、「母

親」、「父親」が中心に、「兄弟姉妹」、「祖母」などが介護・看護に携わっている。 
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障がい者の介護者の状況（複数回答）

1 2 3 4 5 6 非該当 未実施 無回答

父 9 1 0 7 15 181 1 1 12 227 43.9%

母 14 3 4 8 28 283 2 2 25 369 71.4%

兄弟姉妹 0 0 0 3 4 59 1 1 8 76 14.7%

祖父 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.4%

祖母 0 0 0 1 2 14 0 0 0 17 3.3%

その他 2 1 0 0 9 67 0 0 7 86 16.6%

合計 25 5 4 19 59 604 4 4 53 777 ―

合計 割合
障がい者

介護者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、障がい者（５１７名）の介護に携わっている者は、「母親」が３６９名（71.4％）

と最も多く、次いで「父親」が２２７名（43.9％）、「兄弟姉妹」が７６名(14.7％)、「祖

母」が１７名（3.3％）、「祖父」が２名（0.4％）となっており、障がい児の場合と比較

すると介護に携わる割合が全般的に低くなり、「その他」が８６名（16.6％）と占める割

合が高まっている。 

 障がい程度別に見て

も、障がい程度に関わ

らず、「母親」、「父

親」が中心となって「兄

弟姉妹」が介護等に携

わるなど、家族ぐるみ

で介護が支えられてい

る。 
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1 2 3 非該当 未実施 無回答

父 2 2 1 1 7 9 22 5.6%
母 14 7 33 16 139 122 331 83.8%
兄弟姉妹 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
祖父 0 0 1 0 1 0 2 0.5%
祖母 1 0 0 0 0 1 2 0.5%
その他 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
無回答 5 2 2 1 9 19 38 9.6%
合計 22 11 37 18 156 151 395 100.0%

合計
障がい児

介護者 割合

② 主な介護者の状況 

 障がい児４０６名の主な介護者については、「母親」が３３１名（83.8％）と圧倒的に

多く、次いで「父親」が 22名（5.6％）となっている。 

障がい程度別にみても、いずれも「母親」が占める割合が圧倒的に多く、障がい児の介護・

看護が「母親」に支えられている状況がうかがわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の主な介護者についても、障がい児と同様に「母親」が３２５名（62.9％）と

圧倒的に多く、次いで「父親」が２２名（4.3％）となっている。 

 障がい程度別に見ても、すべての障がい程度において、主な介護者は「母親」が占めて

おり、障がい程度が重い「６」や「５」において、「父親」や「その他」のものが一部担

っているものの、障がい児の場合と同様に「母親」が障がい者の介護等を支えている状況

にある。 

 このことから、医療的ケアが必要な障がい児(者)の介護・看護は、長期間にわたって「母

親」により支えられているといえる。 
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1 2 3 4 5 6 非該当 未実施 無回答

父 3 0 0 0 1 16 0 0 2 22 4.3%
母 14 1 2 11 23 259 2 1 12 325 62.9%
兄弟姉妹 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0.8%
祖父 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
祖母 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0.6%
その他 1 0 0 0 2 14 0 0 2 19 3.7%
無回答 5 5 3 5 12 94 1 1 18 144 27.9%
合計 23 6 5 16 38 388 3 3 35 517 100.0%

介護者
障がい者

割合合計

1 2 3 非該当 未実施 無回答

1年未満 2 0 0 2 2 1 7 1.8%
1～5年 3 1 3 2 46 42 97 24.6%
6～10年 9 5 12 8 41 45 120 30.4%
11～15年 2 1 9 3 36 29 80 20.3%
16～20年 3 2 10 3 16 9 43 10.9%
無回答 3 2 3 0 15 25 48 12.2%
合計 22 11 37 18 156 151 395 100.0%

合計
障がい児

介護年数 割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護年数の状況 

 障がい児の介護年数は、

「６年～１０年」が１２

０名（30.4％）と最も多

く、次いで「１年～５年」

が９７名（24.6％）、「１

１年～１５年」が８０名

（20.3％）となっている。 
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1 2 3 4 5 6 非該当 未実施 無回答

1年未満 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 1.0%
1～5年 4 1 0 0 6 31 0 0 4 46 8.9%
6～10年 3 0 0 1 5 32 0 0 2 43 8.3%
11～15年 0 0 0 1 2 23 0 0 2 28 5.4%
16～20年 1 1 0 2 3 36 0 1 3 47 9.1%
21～25年 2 0 0 3 5 73 1 0 3 87 16.8%
26～30年 1 1 0 1 1 41 0 0 2 47 9.1%
31～35年 2 0 0 0 3 35 0 0 0 40 7.7%
36～40年 1 0 0 0 3 39 0 0 4 47 9.1%
41年～ 4 1 1 2 3 18 2 0 3 34 6.6%
無回答 5 2 4 6 6 58 0 2 10 93 18.0%
合計 23 6 5 16 38 388 3 3 35 517 100.0%

割合合計
障がい者

介護年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の介護年数については、「２１年～２５年」が８７名（16.8％）と最も多く、

次いで、「１６年～２０年」、「２６年～３０年」、「１６年～２０年」がそれぞれ４７

名（9.1％）、「１年～５年」が４６名（8.9％）となっている。 

     なお、障がい程度別にみると、障がい児、障がい者ともに、障がい程度別の介護年数に特

徴はみられなかった。 
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1.同居父母 2.別居祖父母 3.別居親族 4.訪問看護 5.Hﾍﾙﾊﾟｰ 6.短期入所 7.知人 8.いない 9.その他 無回答

4 2 0 3 2 1 0 2 2 0 16
48 32 5 18 4 11 0 23 11 6 158
78 37 3 13 20 17 6 20 7 11 212
52 18 1 2 13 17 1 14 2 8 128
21 3 2 5 6 7 0 9 3 7 63
20 9 0 0 3 7 0 10 2 12 63

223 101 11 41 48 60 7 78 27 44 640
34.8% 15.8% 1.7% 6.4% 7.5% 9.4% 1.1% 12.2% 4.2% 6.9% 100.0%

無回答

6～10年

16～20年

障がい児
合計介護年数

1年未満
1～5年

11～15年

割合
合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 介護の代替者の状況 

医療的ケアを担っている主たる介護者の代替者について、障がい児・者別、介護年数別 

にそれぞれみると、下表のとおりとなっている。 

 障がい児の介護の代替者は、「同居父母」が２２３名（34.8％）、「別居祖父母」が１

０１名（15.8％）、「別居親族（おじ・おばなど）」が１１名（1.7％）と親族間で対応し

ているものが３３５名（52.3％）と半数を超えている。 

 親族以外では、「短期入所を利用」で対応するものが６０名（9.4％）、「ホームヘルパ

ーに依頼」が４８名（7.5％）、「訪問看護師に依頼」が４１名（6.4％）と福祉サービス

等の利用で対応しているものが、１４９名（23.2％）にとどまっている。 

 また、「代わってもらえる方がいない」とするものが７８名（12.2％）存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に介護年数別に代替者占める割合の状況をみると、「同居父母」は、「介護年数 1年

未満」が２５％と最も比率が低く、介護年数が長期化するにしたがって増加しているが、 

「介護年数１６年～２０年」で３７．５％に落ち込んでいる。「別居祖父母」や「別居親

族」を含めた「親族間で対応している」比率も同様の傾向を示している。 

 一方、「介護年数が１年未満」において、「訪問看護」が１８．８％、「ホームヘルパ

ー」が１２．５％と、訪問サービスを利用する率が３１．３％あったものが、訪問看護に

ついては、介護年数が長期化するにしたがって、減少傾向を示し、「ホームヘルパー」に

ついては、ほぼ同率で推移している。 

 また、「短期入所」については、介護年数の長期化に伴い占める割合が増加傾向を示し

ている。 

 なお、「変わってもらえる方がいない」とする層が介護年数に関わらず、１０％～１６％

を占めている。 
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1.同居父母 2.別居祖父母 3.別居親族 4.訪問看護 5.Hﾍﾙﾊﾟｰ 6.短期入所 7.知人 8.いない 9.その他 無回答

1 1 0 3 3 4 0 1 0 0 13
15 1 1 8 11 12 0 10 6 5 69
18 3 1 5 11 6 0 12 9 2 67
11 1 3 4 6 9 0 6 2 4 46
22 7 0 5 8 9 1 11 5 3 71
47 5 1 4 20 32 0 19 8 9 145
22 2 0 0 11 16 0 7 3 7 68
19 1 0 0 9 17 1 10 4 3 64
20 4 1 1 12 14 0 15 6 1 74
12 5 0 1 6 10 1 8 4 3 50
32 9 0 3 10 24 2 21 2 30 133

219 39 7 34 107 153 5 120 49 67 800
27.4% 4.9% 0.9% 4.3% 13.4% 19.1% 0.6% 15.0% 6.1% 8.4% 100.0%

障がい者
合計介護年数

1年未満
1～5年

26～30年

6～10年
11～15年
16～20年
21～25年

31～35年
36～40年
41年～
無回答
合計
割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障がい者の介護の代替者につても、「同居父母」が２１９名（27.4％）と最も多くなっ

ている。しかしながら、介護年数の長期化に伴い家族の高齢化が進むことから、「別居祖

父母」「別居親族」が代替することが減少することから、代わって「短期入所」が１５３

名（19.1％）、「ホームヘルパーに依頼」が１０７名（13.4％）、「訪問看護」が３４名

（4.3％）と福祉サービス等の利用するものが増加している。 

 また、「変わってもらえる方がいない」が１２０名（15.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に介護年数別に代替者占める割合の状況をみると、「同居父母」は、介護年数が 1年

未満のもの最も低く、介護年数が長期化するにつれ増加傾向を示し「介護年数２６年～３

０年」に３６．１％とピークとなり、以降減少傾向を示している。「別居祖父母」につい

ては、「介護年数３６年～４０年」が５．５％、「介護年数４１年以上」が１０．６％と、

相当年数の経過する中で別居している祖父母が介護を代替している状況が見られる。 

「訪問看護師に依頼」は、「介護年数１年未満」で２３％占めていたものが、介護年数

が経過するにしたがって減少傾向を示している。「ホームヘルパーに依頼」は、介護年数 

１年未満で２３％占めているが、以降介護年数に関わらす、ほぼ１１％～１８％台で推 

 移しており、サービス利用が定着していることがうかがえる。 

また、「短期入所を利用」は介護年数１年未満で３０．８％と最も高い比率を示してお

り、以降介護年数に関わらず、概ね２０％前後の比率で利用されている。 

なお、障がい者についても、「変わってもらえる方がいない」とするものが介護年数に

関わらず概ね１０％台～２０％となっており、障がい児の場合と比較すると、その比率は

高まっている。 
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1.吸引 2.吸入 3.経管栄養
4.中心静脈

栄養
5.導尿 6.在宅酸素

7.パルスオ

キシメータ

8.気管切開

部の管理

9.人工呼吸

器
10.服薬管理 11.その他 無回答

11 11 13 0 2 6 7 6 3 13 5 3 80 7.3%
3 2 4 0 0 0 0 3 0 8 0 3 23 2.1%

13 9 12 1 2 5 6 9 2 28 1 6 94 8.6%
9 6 9 0 2 6 7 7 3 11 2 4 66 6.0%

62 27 72 1 12 25 32 28 12 91 11 38 411 37.4%
62 37 66 4 11 28 37 24 14 92 17 33 425 38.7%

160 92 176 6 29 70 89 77 34 243 36 87 1,099 100.0%
14.6% 8.4% 16.0% 0.5% 2.6% 6.4% 8.1% 7.0% 3.1% 22.1% 3.3% 7.9% 100.0% ―

合計

合計障がい程度
障がい児

非該当
未実施
無回答

1
2
3

割合

割合

(2) 医療的ケアの状況 
 

●在宅の医療的ケアが必要な障がい児の医療的ケアの内容は、「服薬管理」（22.1％）が

最も多く、次いで「経管栄養」（16.0％）、「吸引」（14.6％）、「吸入」（8.4％）、

「パルスオキシメーター」（8.1％）の順となっている。 

●障がい程度（程度区分１，２，３）が判明している障がい児の医療的ケアの内容につい

てみると、「吸引」「吸入」「経管栄養」で約４割を占めていた。 

●障がい者が日頃提供されている医療的ケアの内容をみると、「服薬管理」（27.7％）が

最も多く、次いで「吸引」（13.3％）、「経管栄養」（11.7％）、「パルスオキシメー

ター」（6.6％）となっていた。 

●後述するが、重症心身障がい児施設に入所する障がい児（者）と比較すると、在宅にお

ける医療的ケアの内容がより高度な医療的ケアを必要とされている。 

これは、近年における医療技術や機器の進歩、重症心身障がい児施設が満床のため入

所困難な状況にあること等から、在宅における医療的ケアの内容がより高度化している

ことが要因と考えられる。 

 

①医療的ケアの内容 

 

日頃提供されている医療的ケアの内容は、障がい児については、「服薬管理」が２４３

名（22.1％）と最も多く、次いで「経管栄養」が１７６名（16.0％）、「吸引」が１６０

名（14.6％）、「吸入」が９２名（8.4％）、「パルスオキシメーター」が８９名（8.1％）

となっている。 

 障がい程度（程度区分１，２，３）が判明している障がい児の医療的ケアの内容につい

てみると、「吸引」「吸入」「経管栄養」で約４割を占めている。 
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1.吸引 2.吸入 3.経管栄養
4.中心静脈

栄養
5.導尿 6.在宅酸素

7.パルスオ

キシメータ

8.気管切開

部の管理

9.人工呼吸

器
10.服薬管理 11.その他 無回答

8 2 8 0 2 5 2 4 3 8 5 9 56 4.9%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.4%
0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 12 18 1.6%
1 1 0 0 1 0 0 0 0 19 2 18 42 3.7%

130 60 114 1 23 40 68 47 24 265 63 85 920 81.1%
1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 8 0.7%
1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 8 0.7%
9 3 10 0 4 3 3 4 3 14 3 16 72 6.3%

151 67 133 1 30 50 75 58 32 314 73 151 1135 100.0%
13.3% 5.9% 11.7% 0.1% 2.6% 4.4% 6.6% 5.1% 2.8% 27.7% 6.4% 13.3% 100.0% ―

割合

割合

非該当
未実施
無回答
合計

4

2

6
5

3

1

障がい者
合計障がい程度

      障がい者が日頃提供されている医療的ケアの内容をみると、「服薬管理」が３１４名（27.7％）

と最も多く、次いで「吸引」が１５１名（13.3％）、「経管栄養」１３３名（11.7％）、「パ

ルスオキシメーター」が７５名（6.6％）となっている。 
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居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 3 6 0 18
19 4 1 0 1 8 17 8 10 22 20 50 8 168
46 3 2 1 1 10 2 17 35 24 21 66 13 241
24 4 0 1 0 12 1 11 21 4 5 36 8 127
14 3 2 0 2 2 0 8 22 4 3 19 4 83
9 2 1 0 0 8 2 7 8 4 4 17 1 63

113 17 6 2 4 40 23 52 96 63 56 194 34 700
16.1% 2.4% 0.9% 0.3% 0.6% 5.7% 3.3% 7.4% 13.7% 9.0% 8.0% 27.7% 4.9% 100.0%

障がい児
合計

無回答
合計

1～5年
6～10年

1年未満

11～15年
16～20年

介護年数

割合

(3) 利用サービスの内容 
 

【障がい児】 

●介護年数別にみると、「医療受診」は、介護年数１年未満が３３．３％、１６年～２０年

が２２．９％と介護年数に関わらず、概ね３割前後の利用率となっている。 

●「訪問看護」、「訪問リハビリ」は、介護年数の長期化に伴って利用率が減少していた。 

●障がい児の成長に伴い日中の居場所が家庭外に変化し、「移動支援事業」の利用率が、１

年～５年の６％から１６年～２０年では２６．５％に増加している。 

●「短期入所事業」については、介護年数の長期化に伴って利用率が増加しているが、これ 

は障がい児の成長に伴って、身体介護等の負担増から、介護者が休息を求めて利用率が 増

加しているものと推測される。 

●障がい程度別にみると、障がい程度区分の認定未実施の者が多く、区分別による利用内容

に関係はみられなかった。 

【障がい者】 

●介護年数別にみると、介護年数の長期化と居宅介護や重度訪問介護等の訪問系サービスの

利用との関係が見られなかった。但し、訪問看護は介護の長期化に伴って減少傾向を示し

ている。 

●短期入所については障がい児と同様に、介護年数の長期化に伴って増加傾向を示してお

り、介護者の高齢化に伴う休息ニーズが増大していることがうかがえる。 

●障がい程度別にみると、「障がい程度区分６」の者が圧倒的に多く、福祉・看護サービス

が利用されている。 

 

 

①サービス利用状況 

   平成２２年９月の１か月間に利用しているサービス内容について、介護年数別にみると、 

     障がい児については、「医療受診」は、介護年数１年未満が３３.３％、１６年～２０年が

２２．９％と介護年数に関わらず、概ね３割前後の利用率となっている。 

しかし、「訪問看護」は、１年未満が２７．８％あったものが、１６年～２０年では４．８％

に減少し、「訪問リハビリ」についても、１年未満が１６．７％あったものが、１６年～２

０年では３．６％と介護年数の長期化に伴って利用率が減少している。 

 一方、障がい児の成長に伴い日中の居場所が家庭外に変化するため、「移動支援事業」の

利用率が、１年～５年の６％から１６年～２０年では２６．５％に増加している。 

これは、障がい児の成長に伴って、利用サービスが変化していくことによるものと推測さ

れる。 

なお、「短期入所事業」については、介護年数の長期化に伴って利用率が増加しているが、

これは障がい児の成長に伴って、身体介護等の負担増から、介護者が休息を求めて利用率が 

     増加しているものと推測される。 

 

   （障がい児のサービス利用状況：介護年数別） 
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居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

4 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 3 0 17
17 9 3 0 15 0 2 14 19 11 7 19 4 120
15 12 3 0 14 0 9 8 13 14 5 22 4 119
8 11 1 1 18 1 3 7 6 5 6 15 1 83

21 7 2 1 20 1 7 14 18 9 12 24 3 139
20 13 3 0 46 0 12 34 31 5 12 47 6 229
12 13 3 1 23 0 7 12 14 1 4 26 4 120
13 5 2 0 22 1 4 23 13 0 1 17 3 104
12 6 1 2 15 1 10 14 17 4 6 16 4 108
9 3 3 2 10 0 4 10 11 3 1 12 2 70

19 11 5 1 33 2 9 31 24 7 7 27 5 181
150 90 26 8 218 6 69 169 167 60 63 228 36 1290

11.6% 7.0% 2.0% 0.6% 16.9% 0.5% 5.3% 13.1% 12.9% 4.7% 4.9% 17.7% 2.8% 100.0%

障がい者 合計

21～25年

31～35年
36～40年

1年未満
1～5年
6～10年

割合

介護年数

41年～
無回答
合計

11～15年
16～20年

26～30年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     次に障がい者についてみると、介護年数が長期化するにしたがって、「居宅介護」「重度 

訪問介護」「訪問看護」が増加するものと思われていたが、調査結果では、そういった傾向

を示しておらず、逆に「訪問看護」については、介護年数が長期化するに従って減少傾向を

示す結果となった。 

但し、「短期入所」については、介護年数が長期化するに従って利用率が増加傾向を示し

ている。 

また、「医療受診」については、介護年数に関わらず、概ね２０％前後となっている。 

 

   （障がい者のサービス利用状況：介護年数別） 
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居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

7 2 1 1 1 1 0 4 7 4 1 10 1 40
3 0 1 0 0 0 1 2 6 1 3 3 2 22

16 2 1 0 0 5 0 14 17 4 9 20 4 92
8 0 1 0 1 3 0 1 5 5 6 10 1 41

37 4 1 0 0 9 16 15 30 29 23 87 18 269
41 9 1 1 2 22 6 16 31 20 14 63 8 234

113 17 6 2 4 40 23 52 96 63 56 194 34 700
16.1% 2.4% 0.9% 0.3% 0.6% 5.7% 3.3% 7.4% 13.7% 9.0% 8.0% 27.7% 4.9% 100.0%割合

非該当

合計

1
2

障がい児

未実施
無回答
合計

障がい程度

3

居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

6 4 3 0 3 0 4 7 8 6 6 13 2 62
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 1 2 0 7 0 1 3 5 1 0 7 1 31

11 5 1 0 15 0 4 12 19 1 0 8 3 79
120 73 19 8 186 6 52 138 126 47 53 188 27 1043

0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7
9 7 0 0 6 0 6 9 4 4 3 7 1 56

150 90 26 8 218 6 69 169 167 60 63 228 36 1290
11.6% 7.0% 2.0% 0.6% 16.9% 0.5% 5.3% 13.1% 12.9% 4.7% 4.9% 17.7% 2.8% 100.0%割合

合計

非該当
未実施
無回答
合計

1
2
3
4
5
6

障がい者
障がい程度

②障がい程度別のサービス利用の内容 

 障がい程度別に利用するサービス内容に変化があるかを見ると、障がい児については、 

「未実施」の児童が多いことから、障がい程度区分と利用内容に特徴は見られなかった。 

また、障がい者についても、圧倒的に障がい程度区分「６」に該当する障がい者が多い

ことから、福祉・医療サービスが利用されていた。 

 

    （障がい児のサービス利用状況：障がい程度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （障がい者のサービス利用状況：障がい程度別） 
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(4) サービスの実態 
【医療的ケアに対応可能な事業所】 

●訪問系サービスである居宅介護事業では、医療的ケアに対応可能な事業所は２４．０％、

重度訪問介護事業では２６．０％、訪問看護事業で医療的ケアが必要な障がい児（者）に対

応している事業所は７３．５％あった。 

●医療的ケアが必要な障がい児（者）が利用している通所系サービスをみると、「児童デイ

サービス」は２８．１％、「生活介護」は３７．２％、「短期入所」は３８．８％あった。 

【運営主体の状況】 

●医療的ケアに対応可能とする障がい福祉サービス事業所の運営主体別にみると、営利法人

である「株式会社」「有限会社」が多く、対応率も高くなっている。 

なお、「医療法人」の居宅介護事業への対応状況が他の運営主体と比較して、事業所数、

対応率ともに低くなっている。 

また、「訪問看護事業」の運営主体は医療法人が多いが、医療的ケアが必要な障がい児（者）

に対応している医療法人の事業所の率は低かった。 

●通所系サービスについてみると、「児童デイサービス」については、人員配置基準上看護

師が必要ではないが、２８．８％の事業所が医療的ケアに対応しており、事業所数では「社

会福祉法人」が多いが、医療的ケアの対応率としては「有限会社」が高い結果となった。 

また、人員配置基準上看護師が必要である「生活介護」については、３７．２％しか医療

的ケアに対応していなかった。事業所数としては社会福祉法人が多いが、医療的ケアの参入

率としては、「その他」「株式会社」が高い結果となった。 

短期入所は、３８．８％の事業所が対応しており、事業所数、医療的ケア参入率ともに「社

会福祉法人」が最も多くなっているが、「医療法人」の実施は１事業所しか医療的ケアに対

応していないため、「医療法人」の参入が強く望まれる。 

【事業所の規模の状況】 

●事業所の規模（職員数）と医療的ケアの対応状況との特徴はみられなかった。 

【開設時間の状況】 

●訪問系サービスについては、居宅介護（重度訪問介護含む）では、早朝（AM6～AM8）が３

７％、夜間（PM6～PM10）が５１％、深夜（PM10～AM6）が２４％あった。訪問看護は、早

朝（AM6～AM8）が１１％、夜間（PM6～PM10）が１３．０％、深夜（PM10～AM6）が８％と

なっており、「居宅介護（重度訪問介護事業を含む）」と比べると、早朝、夜間、深夜とも

に低い実施率となっている。 

●短期入所事業については、基本的に２４時間対応が原則となるが、医療的ケアに対応でき 

 る看護師の配置が困難等の理由から、実際には、早朝（AM6～AM8）や深夜(PM10～AM6)はい 

 ずれも４８．１％、夜間（PM6～PM10）が５５．６％と実施率が異なっており、利用ニーズ 

に適切に対応するためには、実施体制の整備が求められる。 

【医療的ケアの提供内容】 

●医療的ケアに対応している障がい福祉サービス事業所のいずれもが「服薬管理」が最も実施

率が高い。また、「吸引」や「経管栄養」などの実施率が高くなっている。 

【利用児・者数の状況】 

●医療的ケアに対応している障がい福祉サービス事業所を利用する障がい児（６３２名）につ

いてみると、最も多く利用しているサービスは「短期入所」で４１０名（64.9％）。次い

で、「居宅介護」が１２３名（19.5％）、「児童デイ」が１０７名（16.9％）、「重度訪

問介護」が９１名（14.4％）となっている。 

障がい児については、訪問系サービスの利用者数が障がい者と比べて少なくなっているこ

とから、家庭介護は親（家族）が担いながら、一時的に休息を得るために「短期入所」を

利用していることがうかがえる。 

「０歳児」については、いずれの事業においても利用契約がなかった。 

●障がい者（２，９０６名）については、「生活介護」が１，３４７名（46.4％）と最も多

く、次いで「短期入所」が１，０３２名（35.5％）、「居宅介護」が６３４名（21.8％）、
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1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 (無回答） 合計

168 6 130 513 391 40 77 3 1,328
うち医療的ケア対応 37 0 35 120 94 8 24 1 319
医療的ケア対応割合 22.0% 0.0% 26.9% 23.4% 24.0% 20.0% 31.2% - 24.0%

121 5 102 411 299 33 62 1 1,034

うち医療的ケア対応 32 0 32 102 76 6 21 0 269
医療的ケア対応割合 26.4% 0.0% 31.4% 24.8% 25.4% 18.2% 33.9% - 26.0%

区分

居宅介護

重度訪問介護

1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 (無回答） 合計

24 11 6 66 40 98 35 3 283
うち医療的ケア対応 19 11 5 52 22 63 34 2 208
医療的ケア対応割合 79.2% 100.0% 83.3% 78.8% 55.0% 64.3% 97.1% - 73.5%

訪問看護ステーション
区分

「重度訪問介護」が５２４名（18.0％）となっている。 

●訪問看護事業所についてみると、障がい者の利用率が圧倒的に高くなっている。 

 なお、障がい福祉サービスで利用が見られなかった「０歳児」については、少数ではある

が訪問看護の利用が１８名（1.4％）あり、退院後における家庭での「医療的ケア」を補完

しているものと推測される。 

  

①医療的ケアが対応可能な事業所 

 医療的ケアが対応可能な事業所についてみると、訪問系サービスである居宅介護事業所

１，３２８事業所のうち３１９事業所（24％）が対応可能としている。 

運営主体別にみると、「株式会社」が１２０事業所と最も多く、次いで「有限会社」が

９４事業所、「社会福祉法人」が３７事業所、「ＮＰＯ法人」が３５事業所となっている。 

 また、運営主体別における医療的ケアへの参入状況をみると、「ＮＰＯ法人」が最も高

く２６．９％となっており、次いで「有限会社」が２４．０％、「株式会社」が２３．４％、

「社会福祉法人」が２２．０％、「医療法人」が２０．０％となっており、「医療法人」

の居宅介護事業への対応状況が他の運営主体と比較して、事業所数、対応率ともに低くな

っている。 

 重度訪問介護事業所については、１，０３４事業所のうち２６９事業所（26％）が対応

可能としている。 

      なお、運営主体別では、「株式会社」が１０２事業所と最も多く、次いで「有限会社」が 

７６事業所、「社会福祉法人」「ＮＰＯ法人」がそれぞれ３２事業所となっている。 

           運営主体別における医療的ケアへの参入状況をみると、「ＮＰＯ法人」が３１．４％と最

も高く、次いで「社会福祉法人」が２６．４％、「有限会社」が２５．４％、「株式会社」

が２４．８％、「医療法人」が１８．２％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

     一方、訪問看護ステーションをみると、医療的ケアが必要な障がい児（者）に対応可能 

とする事業所は、２８３事業所のうち２０８事業所（73.5％）あり、その運営主体別にみる

と、「医療法人」が６３事業所と最も多く、次いで「株式会社」が５２事業所、「その他」

が３４事業所、「有限会社」が２２事業所となっている。 

 運営主体別における対応状況は、「財団法人」が１００％、「その他」が９７．１％、「Ｎ

ＰＯ法人」が８３．３％、社会福祉法人が７９．２％となっており、「医療法人」が 

６４．３％と低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

     次に通所系サービスについてみると、児童デイサービスは、６４事業所のうち、１８事業 

所（28.1％）が対応可能としており、運営主体別では「社会福祉法人」が１０事業所、「Ｎ 

ＰＯ法人」が４事業所、「有限会社」と「その他」がそれぞれ２事業所となっている。 

運営主体別における対応状況は、「有限会社」が６６．７％、「社会福祉法人」が 

４０．０％、「ＮＰＯ法人」は２２．２％という状況となっている。 
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1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 (無回答） 合計

25 0 18 7 3 0 11 0 64

うち医療的ケア対応 10 0 4 0 2 0 2 0 18
医療的ケア対応割合 40.0% 0.0% 22.2% 0.0% 66.7% 0.0% 18.2% 0.0% 28.1%

7 0 0 0 0 0 1 0 8

うち医療的ケア対応 7 0 0 0 0 0 1 0 8
医療的ケア対応割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

236 0 31 18 11 0 8 0 304

うち医療的ケア対応 87 0 9 8 3 0 6 0 113
医療的ケア対応割合 36.9% 0.0% 29.0% 44.4% 27.3% 0.0% 75.0% 0.0% 37.2%

120 1 0 4 5 5 3 1 139

うち医療的ケア対応 48 0 0 0 2 1 3 0 54
医療的ケア対応割合 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 100.0% 0.0% 38.8%

388 1 49 29 19 5 23 1 515
うち医療的ケア対応 152 0 13 8 7 1 12 0 193
医療的ケア対応割合 39.2% 0.0% 26.5% 27.6% 36.8% 20.0% 52.2% 0.0% 37.5%

児童デイサービス

重心児・者通園

生活介護

短期入所

合   計

区分

 生活介護事業は、３０４事業所のうち、１１３事業所（37.2％）が対応可能としており、 

運営主体別では「社会福祉法人」が８７事業所と最も多く、次いで「ＮＰＯ法人」が９事業

所、「株式会社」が８事業所、「その他」が６事業所となっている。 

運営主体別の参入率は、「その他」が７５％と最も高く、次いで「株式会社」が４４．４％、

社会福祉法人」が３６．９％となっている。 

なお、生活介護事業については、人員配置基準上看護師の配置が必要なことから、医療的

ケアに対応可能とする事業所が多いものと推測されたが、実際には参入率は４割を満たない

状況であった。とりわけ「社会福祉法人」が運営する事業所の参入率が低くなっている。 

短期入所事業は、１３９事業所のうち５４事業所（38.8％）が対応可能としており、運営

主体別では「社会福祉法人」が４８事業所と最も多く、次いで「その他」が３事業所、「有

限会社」が２事業所、「医療法人」が１事業所となっている。 

     運営主体別の医療的ケアの対応率は、「その他」が１００％、「社会福祉法人」と「有限

会社」がともに４０％、「医療法人」が２０％となっている。 

 医療的ケアが必要な障がい児（者）の短期入所事業は、利用者への支援と医療は不可分で

あることから、医療機関の参入が必要と考えられるが、現状では、１事業所しか参入してお

らず、医療機関における短期入所の実施が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医療的ケアが対応可能な事業所の規模 

医療的ケアが対応可能な事業所の規模別の状況を見てみると、訪問系サービスである「居

宅介護事業」については、職員体制が「６人～１０人」が５７事業所（17.9％）と最も多く、

次いで「１１人～１５人」が５０事業所（15.7％）、「１６人～２０人」が３６事業所（11.3%）、

「２１人～２５人」が３２事業所（10.0％）、「２６人～３０人」が２９事業所（9.1％）と

なっている。「重度訪問介護事業」についても同様に「６人～１０人」が５０事業所（18.6％）

と最も多く、次いで「１１人～１５人」が４０事業所（14.9％）、「２１人～２５人」が２

８事業所（10.4％）となっている。 

このように訪問系サービスにおいては、職員体制の規模で対応事業数に違いはあるものの、

規模に関わりなく医療的ケアに取り組んでいることがわかる。 

次に通所系サービスをみると、児童デイサービス事業については、職員体制が「６人～１

０人」が６事業所（33.3％）と最も多くなっている。 

短期入所事業については、「５１人～」が１７事業所（31.5％）と最も多いものの、職員

の体制に関わらず医療的ケアの提供に取り組んでいる。 

生活介護事業については、「１１人～１５人」が２０事業所（17.7％）と最も多く、次い

で「６人～１０人」が１６事業所（14.2％）、「１６人～２０人」が１５事業所（13.3％）

となっており、生活介護事業についても、職員数に違いはあるものの医療的ケアの提供に取

り組んでいる。 
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事業種別 ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～ 無回答 合計

居宅介護 24 57 50 36 32 29 21 18 6 4 28 14 319

(重度訪問介護) 22 50 40 27 28 25 16 14 6 2 25 14 269

児童デイ 3 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 18

短期入所 3 3 1 5 2 2 3 3 6 4 17 5 54

生活介護 2 16 20 15 13 9 9 3 2 4 10 10 113

重症通園 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8

合計 34 86 73 57 49 40 33 24 14 12 55 35 512

社福法人 .財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計 割合
5 2 1 19 7 20 7 1 62 29.8%

10 5 3 23 9 31 19 1 101 48.6%
3 3 0 7 3 5 7 0 28 13.5%
1 1 1 2 0 4 1 0 10 4.8%
0 0 0 0 2 3 0 0 5 2.4%
0 0 0 1 1 0 0 0 2 1.0%

19 11 5 52 22 63 34 2 208 100.0%
9.1% 5.3% 2.4% 25.0% 10.6% 30.3% 16.3% 1.0% 100.0% －割合

26～30

合計

職員体制
～5

6～10
11～15
16～20
21～25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、訪問看護事業については、「６人～１０人」が１０１事業所（48.6％）と約半数を

占めており、次いで「～５人」までが６２事業所（29.8％）となっており、１０人までの小

規模な事業所が８割を占めている。運営主体別にみると、「医療法人」が６３事業所（30.3％）

と最も多く、次いで「株式会社」が５２事業所(25.0％)、「有限会社」が２２事業所（10.6％）

となっている。運営主体によって、事業規模に特段の差異は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③医療的ケアが対応可能事業所の開設時間 

医療的ケアに対応可能な事業所のうち、訪問系サービス、通所系サービスの開設時間をみ

ると、居宅介護事業所については、早朝（AM6～AM8）が１１９事業所（37.3％）、夜間（PM6

～PM10）が１６２事業所（50.8%）、深夜（PM10～AM6）が７５事業所（23.5％）あった。 

児童デイサービス、生活介護及び重症心身障がい児(者)通園事業については、早朝、夜間

などの時間外対応を実施していない。 

なお、短期入所事業において、本来医療的ケアに対応可能な５４事業所において、早朝、

夜間、深夜においても対応されるべきところ、実際には、早朝（AM6～AM8）や深夜(PM10～AM6)

はいずれも２６事業所（48.1％）、夜間（PM6～PM10）が３０事業所（55.6％）と実施率が異

なっている。 

これは医療的ケアに従事する看護師の確保が、日中は可能なものの、深夜や早朝、夜間に

看護師を配置することができないために、対応可能な時間帯に差異が生じているものと推測

される。 

 

 

 

 

 



 

- 62 - 

実施率 実施率 実施率 実施率 実施率 実施率

吸引 169 53.0% 151 56.1% 66 58.4% 30 55.6% 9 50.0% 8 100.0%

吸入 63 19.7% 54 20.1% 35 31.0% 20 37.0% 5 27.8% 5 62.5%

経管栄養 98 30.7% 85 31.6% 64 56.6% 29 53.7% 8 44.4% 8 100.0%

中心静脈栄養 8 2.5% 9 3.3% 7 6.2% 4 7.4% 2 11.1% 2 25.0%

導尿 68 21.3% 58 21.6% 44 38.9% 26 48.1% 6 33.3% 3 37.5%

在宅酸素 79 24.8% 71 26.4% 31 27.4% 19 35.2% 5 27.8% 2 25.0%

パルスオキシメーター 60 18.8% 57 21.2% 48 42.5% 18 33.3% 6 33.3% 7 87.5%

気管切開部の管理 23 7.2% 21 7.8% 35 31.0% 14 25.9% 4 22.2% 5 62.5%

人工呼吸器の管理 26 8.2% 24 8.9% 18 15.9% 3 5.6% 2 11.1% 2 25.0%

服薬管理 187 58.6% 156 58.0% 92 81.4% 49 90.7% 11 61.1% 8 100.0%

その他 33 10.3% 27 10.0% 21 18.6% 2 3.7% 3 16.7% 1 12.5%

医療的ケア対応事業所数 319 - 269 － 113 - 54 - 18 - 8 -

区 分
居宅介護 生活介護 短期入所 児童デイ 重心通園重度訪問介護

早朝 実施率 日中 実施率 夜間 実施率 深夜 実施率

訪問看護 13 10.6% 123 100.0% 16 13.0% 10 8.1%

午後１０時～午前６時
区 分

午前６時～８時 午前８時～午後６時 午後６時～１０時

早朝 実施率 日中 実施率 夜間 実施率 深夜 実施率

居宅介護（重訪含む） 119 37.3% 319 100.0% 162 50.8% 75 23.5%

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 0 0.0% 18 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

重心児・者通園 0 0.0% 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

生活介護 0 0.0% 113 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

短期入所 26 48.1% 54 100.0% 30 55.6% 26 48.1%

計 145 28.3% 512 100.0% 192 37.5% 101 19.7%

午後１０時～午前６時
区 分

午前６時～８時 午前８時～午後６時 午後６時～１０時 

 

 

医療的ケアが必要な障がい児（者）に対応している訪問看護事業所２０８事業所のうち、

回答があった１２３事業所の開設時間をみると、早朝（AM6～AM8）が１３事業所（10.6％）、

夜間（PM6～PM10）が１６事業所（13.0％）、深夜（PM10～AM6）が１０事業所（8.1％）とな

っており、「居宅介護（重度訪問介護事業を含む）」と比べると、早朝、夜間、深夜ともに

低い実施率となっている。 

これは、訪問看護ステーションの職員規模が、１０人までの小規模な事業所が多いことか

ら、１日当たり長時間のサービス提供が困難な状況にあるためと推測される。 

 

 

 

 

④提供可能な医療的ケアの内容 

医療的ケアに対応可能としている障がい福祉サービス事業所において、実際に提供可能な

医療的ケアの内容をみると、居宅介護事業は、「服薬管理」が１８７事業所（58.6％）と最

も多く、次いで「吸引」が１６９事業所（53.0％）、「経管栄養」が９８事業所（30.7％）、

「在宅酸素」が７９事業所（24.8％）となっている。 

重度訪問介護は、「服薬管理」が１５６事業所（58.8％）、「吸引」が１５１事業所（56.1％）

「経管栄養」が８５事業所（31.6％）、「在宅酸素」が７１事業所（26.4％）となっている。 

生活介護は、「服薬管理」が９２事業所（81.4％）と最も多く、次いで「吸引」が６６事

業所（58.4％）、「経管栄養」が６４事業所（56.6％）、「パルスオキシメーター」が４８

事業所（42.5％）となっている。 

短期入所については、「服薬管理」が４９事業所（90.7％）と最も多く、次いで「吸引」

が３０事業所（55.6％）、「経管栄養」が２９事業所（53.7％）、「導尿」が２６事業所（48.1％）

となっている。 

児童デイサービスは、「服薬管理」が１１事業所（61.1％）最も多く、次いで「吸引」が

９事業所（55.6％）、「経管栄養」が８事業所（44.4％）、「導尿」と「パルスオキシメー

ター」がそれぞれ６事業所（33.3％）となっている。 

重症心身障がい児(者)通園事業については、重症心身障がい児施設等で実施されている事

業所が多いため、実施率は全体的に高い数値を示している。 

重症心身障がい児(者)通園事業以外の事業所では、いずれも「服薬管理」が最も実施率が

高く、概ね「吸引」や「経管栄養」などの実施率が高くなっている。 
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利用率 利用率 利用率 利用率 利用率 利用率 利用率

0歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 14 16.3% 9 10.5% 11 12.8% 56 65.1% 0 0.0% 0 0.0% 5 5.8% 86
7～17歳 109 20.0% 82 15.0% 96 17.6% 354 64.8% 6 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 546
障がい児計 123 19.5% 91 14.4% 107 16.9% 410 64.9% 6 0.9% 0 0.0% 5 0.8% 632
18～39歳 257 15.4% 225 13.5% 3 0.2% 764 45.8% 692 41.5% 0 0.0% 52 3.1% 1,669
40～64歳 377 30.5% 299 24.2% 3 0.2% 268 21.7% 655 53.0% 3 0.2% 2 0.2% 1,237
障がい者計 634 21.8% 524 18.0% 6 0.2% 1,032 35.5% 1,347 46.4% 3 0.1% 54 1.9% 2,906
合計 757 21.4% 615 17.4% 113 3.2% 1,442 40.8% 1,353 38.2% 3 0.1% 59 1.7% 3,538

年齢区分
利用児・
者数

居宅介護 重度訪問介護 児童デイ 短期入所 生活介護 包括支援 重心通園

⑤医療的ケア対応事業所における利用児・者数 

医療的ケアが必要な障がい児(者)で重症心身障がい児施設の入所者を除く３，５３８名の

事業毎の利用状況をみると、「短期入所」が１，４４２名(40.8％)と最も多く、次いで「生

活介護」が１，３５３名（38.2％）、「居宅介護」が７５７名（21.4％）、「重度訪問介護」

が６１５名（17.4％）となっている。 

「児童デイサービス」を除くといずれのサービスにおいても障がい者の利用が多くなって

いる。 障がい児（６３２名）についてみると、最も多く利用しているサービスは「短期入

所」で４１０名（64.9％）となっている。次いで、「居宅介護」が１２３名（19.5％）、「児

童デイ」が１０７名（16.9％）、「重度訪問介護」が９１名（14.4％）となっている。 

これらのことから、障がい児については、訪問系サービスの利用者数が障がい者と比べて

少なくなっていることから、家庭介護は親（家族）が担いながら、一時的に休息を得るため

に「短期入所」を利用していることがうかがえる。なお、「０歳児」については、いずれの

事業においても利用契約されていない。 

障がい者（２，９０６名）については、「生活介護」が１，３４７名（46.4％）と最も多

く、次いで「短期入所」が１，０３２名（35.5％）、「居宅介護」が６３４名（21.8％）、

「重度訪問介護」が５２４名（18.0％）となっている。 
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 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 0 0.0% 0 3 21.4% 6 42.9% 4 28.6% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 14
7～17歳 30 27.5% 0 17 15.6% 19 17.4% 25 22.9% 0 0.0% 7 6.4% 11 10.1% 109
障がい児計 30 24.4% 0 20 16.3% 25 20.3% 29 23.6% 0 0.0% 8 6.5% 11 8.9% 123

18～39歳 51 19.8% 0 71 27.6% 47 18.3% 73 28.4% 0 0.0% 15 5.8% 0 0.0% 257
40～64歳 39 10.3% 0 20 5.3% 172 45.6% 102 27.1% 19 5.0% 25 6.6% 0 0.0% 377
障がい者計 90 14.2% 0 91 14.4% 219 34.5% 175 27.6% 19 3.0% 40 6.3% 0 0.0% 634
合計 120 15.9% 0 111 14.7% 244 32.2% 204 26.9% 19 2.5% 48 6.3% 11 1.5% 757

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

割合

1.4%

9.1%

7.8%

24.6%
57.2%

100.0%

４０歳～６４歳 743
合計 1,299

１歳～６歳（幼児） 118

７歳～１７歳 101
１８歳～３９歳 319

年齢区分 利用者数

０歳（乳児） 18

一方、訪問看護事業所についてみると、障がい児は２３７名（18.2％）、障がい者は１，

０６２名（81.8％）と障がい者の利用率が圧倒的に高くなっている。 

なお、障がい福祉サービスで利用が見られなかった「０歳児」については、少数ではある

が訪問看護の利用が１８名（1.4％）あり、ＮＩＣＵ等を退院した後の家庭における「医療的

ケア」を補完しているものと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 事業毎の利用児（者）の特徴 

次に事業毎の運営主体別の利用児・者数の状況についてみると、次のとおりとなっている。 

     

●居宅介護事業 

障がい児については、「社会福祉法人」が３０名（24.4％）最も多く、次いで「有限会

社」が２９名（23.6％）、「株式会社」が２５名（20.3％）、「ＮＰＯ法人」が２０名（16.3％）

となっている。低年齢（1歳～６歳）に対応している運営主体は、「株式会社」「有限会

社」「ＮＰＯ法人」「その他」しか利用がない。 

障がい者は、「株式会社」が２１９名（34.5％）と最も多く、次いで「有限会社」が 

１７５名（27.6％）、「ＮＰＯ法人」が９１名（14.4％）、「社会福祉法人」が９０名（14.2％）

となっている。障がい者の年齢別の利用状況でみると、４０歳～６４歳台は、「株式会社」

が運営する介護事業所で多く、１８歳～３９歳については「ＮＰＯ法人」「社会福祉法人」

が運営する事業所が多い。 
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 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 0 0.0% 0 3 33.3% 3 33.3% 3 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9
7～17歳 28 34.1% 0 16 19.5% 19 23.2% 17 20.7% 0 0.0% 2 2.4% 0 0.0% 82
障がい児計 28 30.8% 0 19 20.9% 22 24.2% 20 22.0% 0 0.0% 2 2.2% 0 0.0% 91

18～39歳 46 20.4% 0 70 31.1% 44 19.6% 53 23.6% 0 0.0% 12 5.3% 0 0.0% 225
40～64歳 27 9.0% 0 20 6.7% 143 47.8% 84 28.1% 0 0.0% 25 8.4% 0 0.0% 299
障がい者計 73 13.9% 0 90 17.2% 187 35.7% 137 26.1% 0 0.0% 37 7.1% 0 0.0% 524
合計 101 16.4% 0 109 17.7% 209 34.0% 157 25.5% 0 0.0% 39 6.3% 0 0.0% 615

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

区分 社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計

障がい児 11 11 28 52 15 53 66 1 237
障がい者 39 36 21 422 104 324 112 4 1,062
合計 50 47 49 474 119 377 178 5 1,299
割合 3.8% 3.6% 3.8% 36.5% 9.2% 29.0% 13.7% 0.4% 100.0%

●重度訪問介護事業 

障がい児については、「社会福祉法人」が２８名（30.8％）と最も多く、次いで「株式

会社」が２２名（24.2％）、「有限会社」が２０名（22.2％）、「ＮＰＯ法人」が１９名

（20.9％）となっており、「１歳～６歳」の障がい児については、「株式会社」「有限会

社」「ＮＰＯ法人」しか利用がない。 

障がい者については、「株式会社」が１８７名（35.7％）と最も多く、次いで「有限会

社」が１３７名（26.1％）、「ＮＰＯ法人」が９０名（17.2％）、「社会福祉法人」が７

３名（13.9％）となっている。 

障がい者の年令別の利用状況では、「株式会社」において４０歳～６４歳の利用者が多

い状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪問看護事業 

障がい児については、「医療法人」が５３名（22.3％）、「株式会社」が５２名（21.9％）

とほぼ同数となっているが、障がい者では、「株式会社」が４２２名（39.7％）、「医療

法人」が３２４名（30.5％）となっている。 
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 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 6 0.0% 0 5 45.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11
7～17歳 67 69.8% 0 26 27.1% 0 0.0% 3 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 96
障がい児計 73 68.2% 0 31 29.0% 0 0.0% 3 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 107

18～39歳 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
40～64歳 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3
障がい者計 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6
合計 79 69.9% 0 31 27.4% 0 0.0% 3 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 113

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 56 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 56
7～17歳 354 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 354
障がい児計 410 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 410

18～39歳 712 93.2% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 52 6.8% 0 0.0% 764
40～64歳 249 92.9% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 18 6.7% 0 0.0% 268
障がい者計 961 93.1% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 70 6.8% 0 0.0% 1,032
合計 1,371 95.1% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 70 4.9% 0 0.0% 1,442

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

 

●児童デイサービス事業 

医療的ケアに対応する事業所数に比例して、「社会福祉法人」の利用児童数が最も多く

７３名（68.2％）となっており、次いで「ＮＰＯ法人」が３１名（29.0％）、「有限会社」

が３名（2.8％）となっている。 

なお、年齢別にみると、「１歳～６歳」の就学前の利用児童数が少なく、「７歳～１７

歳」の就学中の障がい児が大半を占めている。また、障がい者が３名利用しているが、こ

れは児童デイを利用中に１８歳に達したものの、支援学校在籍中のため、卒業までの間引

き続き児童デイでサービス提供されているものと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●短期入所事業 

短期入所事業所の大半が社会福祉法人の運営していることから、障がい児、障がい者と

もに「社会福祉法人」の利用児・者が多くなっている。 

なお、年齢別にみると、「１歳～６歳」の低年齢児の利用児童数が少なく、障がい者に

ついては、「４０歳～６４歳」の比較的高年齢の障がい者の利用者数が少なくなっている。 
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 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
7～17歳 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6
障がい児計 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6

18～39歳 541 78.2% 0 34 4.9% 19 2.7% 7 1.0% 0 0.0% 91 13.2% 0 0.0% 692
40～64歳 542 82.7% 0 10 1.5% 5 0.8% 6 0.9% 0 0.0% 92 14.0% 0 0.0% 655
障がい者計 1,083 80.4% 0 44 3.3% 24 1.8% 13 1.0% 0 0.0% 183 13.6% 0 0.0% 1,347
合計 1,089 80.5% 0 44 3.3% 24 1.8% 13 1.0% 0 0.0% 183 13.5% 0 0.0% 1,353

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

 利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率  利用率

0歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
1～6歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0% 5
7～17歳 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
障がい児計 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0% 5

18～39歳 39 75.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 25.0% 0 0.0% 52
40～64歳 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
障がい者計 41 75.9% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 24.1% 0 0.0% 54
合計 41 69.5% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 18 30.5% 0 0.0% 59

年齢区分
1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答

合計

   ●生活介護事業 

生活介護事業については、社会福祉法人が運営する事業所が大半を占めている関係で利

者数についても、「社会福祉法人」が１，０８３名（80.4％）と最も多くなっており、次

いで「その他」が１８３名（13.5％）、「ＮＰＯ法人」が４４名（3.3％）、「株式会社」

が２４名（1.8％）、「有限会社」が 13名（1.0％）となっている。 

年令別における特徴は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重症心身障がい児（者）通園事業 

重症心身障がい児（者）通園事業の運営法人は、社会福祉法人と日本赤十字社しかない

ため、利用児（者）数も「社会福祉法人」と「その他」に二分されている。 

なお、障がい児については、「その他」が５名のみで、通園事業の大半の利用者が障が

い者で、年齢が「１８歳～３９歳」の障がい者が大半を占める結果となっている。 
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実施率 実施率

吸引 48 39.0% 38 41.8%

吸入 7 5.7% 7 7.7%

経管栄養 19 15.4% 16 17.6%

中心静脈栄養 0 0.0% 0 0.0%

導尿 3 2.4% 1 1.1%

在宅酸素 9 7.3% 7 7.7%

パルスオキシメーター 10 8.1% 10 11.0%

気管切開部の管理 7 5.7% 7 7.7%

人工呼吸器の管理 1 0.8% 1 1.1%

服薬管理 27 22.0% 27 29.7%

その他 2 1.6% 0 0.0%

合計 133 － 114 －
利用障がい児数 123 100.0% 91 100.0%

区 分
居宅介護 重度訪問介護

実施率 実施率

吸引 196 30.9% 185 35.3%

吸入 25 3.9% 23 4.4%

経管栄養 113 17.8% 105 20.0%

中心静脈栄養 0 0.0% 0 0.0%

導尿 49 7.7% 42 8.0%

在宅酸素 29 4.6% 28 5.3%

パルスオキシメーター 37 5.8% 37 7.1%

気管切開部の管理 36 5.7% 36 6.9%

人工呼吸器の管理 25 3.9% 26 5.0%

服薬管理 153 24.1% 142 27.1%

その他 21 3.3% 20 3.8%

合計 684 － 644 －
利用障がい者数 634 100.0% 524 100.0%

区 分
居宅介護 重度訪問介護

⑦ 事業所ごとの医療的ケアの内容 

事業所が提供している障がい児（者）毎の医療的ケアの内容をみると次のとおりであった。 

 

●居宅介護事業 

障がい児（123名）に対し、「吸引」が４８名（39.0％）と最も多く、次いで「服薬管

理」が２７名（22.0％）、「経管栄養」が１９名（15.4％）、「パルスオキシメーター」

が１０名（8.1％）となっている。 

障がい者（634名）に対しては、「吸引」が１９６名（30.9％）と最も多く、次いで「服

薬管理」が１５３名（24.1％）、「経管栄養」が１１３名（17.8％）、「パルスオキシメ

ーター」が１０名（11.0％）となっている。 

 

●重度訪問介護事業 

障がい児については、「吸引」が３８名（41.8％）と最も多く、次いで「服薬管理」が

２７名（29.7％）、「経管栄養」が１６名（17.6％）、「パルスオキシメーター」が１０

名（11.0％）となっている。 

障がい者についても、「吸引」が１８５名（35.3％）と最も多く、次いで「服薬管理」

が１４２名（27.1％）、「経管栄養」が１０５名（20.0％）「導尿」が４２名（8.0％）と

なっている。 

 

以上のように、訪問系サービスである居宅介護事業や重度訪問看護事業においては、障

がい児、障がい者ともに、医療的ケアの内容が、「吸引」「服薬管理」「経管栄養」が上

位を占めている。 

 

   （障がい児）               （障がい者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪問看護 

訪問看護事業の状況をみると、障がい児と障がい者では大きな相違がみられる。    

障がい児については、「吸引」が２２８名（96.2％）とほぼ大半の障がい児がサービス提

供の対象となっている。また、「パルスオキシメーター」が１６９名（71.3％）、「経管

栄養」が１５２名（64.1％）、「在宅酸素」が１１０名（46.4％）、「気管切開部の管理」

が１０２名（43.0％）を占める等、高度な医療的ケアが提供されている。 

障がい者については、障がい児で割合が高かった「吸引」「パルスオキシメーター」「経

管栄養」「在宅酸素」「気管切開部の管理」といった内容がいずれも低くなっており、「服

薬管理」が約６割を占める状況となっている。 
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実施率 実施率
1.吸引 228 96.2% 195 18.4% 423
2.吸入 37 15.6% 31 2.9% 68
3.経管栄養 152 64.1% 137 12.9% 289
4.中心静脈栄養 7 3.0% 15 1.4% 22
5.導尿 13 5.5% 156 14.7% 169
6.在宅酸素 110 46.4% 66 6.2% 176
7.パルスオキシメータ 169 71.3% 261 24.6% 430
8.気管切開部の管理 102 43.0% 68 6.4% 170
9.人工呼吸器 64 27.0% 61 5.7% 125
10.服薬管理 40 16.9% 636 59.9% 676
11.リハビリ 129 54.4% 258 24.3% 387
12.身体介護 203 85.7% 350 33.0% 553
13.その他 24 10.1% 87 8.2% 111

合計 1,278 - 2,321 - 3,599
利用児（者）数 237 - 1062 - 1,299

医療的ケア 合計
障がい児 障がい者なお、「身体介護」を実

施されている割合が障がい

児（者）で５５３名（42.6％）

となっており、特に障がい

児における「身体介護」の

比率が８５．７％となって

いることから、医療的ケア

と、本来は「親」若しくは

ホームヘルパー等が実施す

る「身体介護」が一体的に

実施せざるを得ない実情が

明らかになっている。 

 

 

●児童デイサービス事業 

「経管栄養」が２２名（20.6％）と最も多く、次いで「服薬管理」が２１名（19.6％）、

「吸引」が２０名（18.7％）、「気管切開部の管理」が４名（3.7）となっている。 

 

●重症心身障がい児（者）通園事業 

重症心身障がい児（者）通園事業の利用児童は５名と非常に少数である。 

障がい者については、「吸引」が２８名（51.9％）と最も多く、次いで「経管栄養」が

２５名（46.3％）、「服薬管理」が２０名（37.0％）、「パルスオキシメーター」が１４

名（25.9％）となっている。 

 

●生活介護事業 

生活介護事業を利用する障がい者については、「服薬管理」が１，００２名（74.4％）

と圧倒的に多く、次いで「吸引」が２２８名（16.9％）、「経管栄養」が１９５名（14.5％）、

「パルスオキシメーター」が１２２名（9.1％）となっている。 

また、他の事業では少ない「人工呼吸器」が９８名（7.3％）、「導尿」が６９名（5.1％）、

「気管切開部の管理」が６８名（5.0％）といった医療的ケアの提供を受けている障がい者

の率が比較的多くなっている。 

これは、医療的ケアが必要な障がい者にとって、日中活動の場として生活介護事業所が、

中心となっているためと推測される。 

 

●短期入所事業 

障がい児については、「服薬管理」が２８７名（70.0％）と最も多く、次いで「吸引」

が１３７名（33.4％）、「吸入」が１１０名（26.8％）、「経管栄養」が１０７名（26.1％）、

「パルスオキシメーター」が４９名（12.0％）となっている。 

障がい者については、「服薬管理」が７４５名（72.2％）と最も多く、次いで「吸引」

が１３０名（12.6％）、「経管栄養」が１０７名（10.4％）、「吸入」が７３名（7.1％）

となっている。 
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医療的ケア ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～ 無回答 合計
1.吸引 7 29 8 8 12 1 4 3 0 4 138 0 214
2.吸入 1 2 2 1 0 1 5 1 0 1 105 0 119
3.経管栄養 8 22 2 5 4 2 1 2 2 2 106 0 156
4.中心静脈栄養 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.導尿 1 1 1 0 0 5 0 0 0 1 3 0 12
6.在宅酸素 0 3 4 2 0 2 0 1 0 0 4 0 16
7.パルスオキシメータ 2 11 4 1 0 0 1 1 0 0 49 0 69
8.気管切開部の管理 1 7 1 0 2 0 1 0 0 0 41 0 53
9.人工呼吸器 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10.服薬管理 3 27 1 4 5 5 19 0 0 28 235 0 327
11.その他 0 1 0 1 0 0 12 0 0 1 2 0 17
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合  計 23 104 23 22 23 16 43 9 2 37 685 0 987
割  合 2.3% 10.5% 2.3% 2.2% 2.3% 1.6% 4.4% 0.9% 0.2% 3.7% 69.4% 0.0% 100.0%

実施率 実施率 実施率 実施率

吸引 20 18.7% 8 100.0% 4 28.6% 137 26.1%

吸入 1 2.9% 1 12.5% 0 0.0% 110 21.0%

経管栄養 22 64.7% 8 100.0% 2 14.3% 107 20.4%

中心静脈栄養 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.4%

導尿 1 2.9% 0 0.0% 1 7.1% 8 1.5%

在宅酸素 1 2.9% 1 12.5% 0 0.0% 5 1.0%

パルスオキシメーター 3 8.8% 6 75.0% 0 0.0% 49 9.4%

気管切開部の管理 4 11.8% 3 37.5% 0 0.0% 38 7.3%

人工呼吸器の管理 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

服薬管理 21 61.8% 6 75.0% 14 100.0% 287 54.8%

その他 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 14 2.7%

合計 74 － 34 － 21 － 757 －
利用障がい児数 107 100.0% 8 100% 14 100.0% 524 100.0%

重心通園
区 分

生活介護 短期入所児童デイ

実施率 実施率 実施率 実施率

吸引 5 83.3% 28 51.9% 228 16.9% 130 12.6%

吸入 0 0.0% 12 22.2% 42 3.1% 73 7.1%

経管栄養 4 3.5% 25 46.3% 195 14.5% 107 10.4%

中心静脈栄養 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1% 3 0.3%

導尿 1 0.9% 1 1.9% 69 5.1% 23 2.2%

在宅酸素 1 0.9% 4 7.4% 43 3.2% 6 0.6%

パルスオキシメーター 2 1.8% 14 25.9% 122 9.1% 46 4.5%

気管切開部の管理 0 0.0% 8 14.8% 68 5.0% 31 3.0%

人工呼吸器の管理 0 0.0% 0 0.0% 98 7.3% 3 0.3%

服薬管理 0 0.0% 20 37.0% 1002 74.4% 745 72.2%

その他 0 0.0% 2 3.7% 44 3.3% 30 2.9%

合計 13 － 114 － 1913 － 1,197 －
利用障がい児数 6 100.0% 54 100% 1347 100.0% 1,032 100.0%

重心通園
区 分

生活介護 短期入所児童デイ

 （障がい児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（障がい者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 職員体制別の医療的ケアの提供内容 

      障がい福祉サービス事業所の職員体制別、医療的ケアの内容別に障がい児（者）数をみる

と、障がい児、障がい者ともに職員数が「５１人～」の大規模な事業所において、利用児（者）

数が多くなっている。 

           障がい児については、「５１人～」が６８５名（69.4％）、「６人～１０人」が１０４名 

（10.5％）となっている。 

     障がい者についても、「５１人～」が１，４０９名（37.9％）、「２１人～２５人」が５０ 

９名（13.7％）となっている。 

    （障がい児） 
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医療的ケア ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～ 無回答 合計
1.吸引 25 68 47 44 79 24 45 14 11 22 194 0 573
2.吸入 6 18 4 2 17 6 14 1 1 0 80 0 149
3.経管栄養 17 58 24 36 60 23 30 9 15 9 148 0 429
4.中心静脈栄養 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 5
5.導尿 7 12 14 13 20 9 17 4 7 7 31 0 141
6.在宅酸素 3 14 3 6 17 4 8 1 2 4 14 0 76
7.パルスオキシメータ 18 26 14 13 34 13 20 5 1 3 68 0 215
8.気管切開部の管理 4 19 14 10 20 2 12 2 0 4 48 0 135
9.人工呼吸器 6 6 3 2 7 3 3 4 1 2 88 0 125
10.服薬管理 32 118 154 58 227 82 100 80 61 148 712 0 1,772
11.その他 0 5 4 13 27 1 12 2 8 0 23 0 95
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合  計 118 344 281 197 509 167 261 122 107 200 1,409 0 3,715
割  合 3.2% 9.3% 7.6% 5.3% 13.7% 4.5% 7.0% 3.3% 2.9% 5.4% 37.9% 0.0% 100.0%

医療的ケア ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 合計
1.吸引 18 134 41 33 2 228
2.吸入 4 23 2 6 2 37
3.経管栄養 20 80 28 20 3 152
4.中心静脈栄養 2 4 0 0 1 7
5.導尿 3 2 6 1 1 13
6.在宅酸素 12 70 13 13 2 110
7.パルスオキシメータ 12 94 37 22 4 169
8.気管切開部の管理 5 60 20 16 1 102
9.人工呼吸器 3 36 13 11 1 64
10.服薬管理 3 15 14 8 0 40
11.リハビリ 5 78 27 11 6 129
12.身体介護 14 107 51 24 7 203
13.その他 2 4 18 0 0 24

合計 103 707 270 165 30 1,278

（障がい者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     訪問看護事業については、居宅介護事業等と異なって、１０人以下の小規模な事業所が多 

いことから、事業所の規模と利用児（者）数との関係に特徴はみられなかった。 

     （障がい児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 72 - 

医療的ケア ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 合計
1.吸引 38 113 26 16 2 0 195
2.吸入 7 19 4 0 1 0 31
3.経管栄養 25 88 18 5 0 1 137
4.中心静脈栄養 2 11 2 0 0 0 15
5.導尿 28 95 21 10 2 0 156
6.在宅酸素 18 39 7 2 0 0 66
7.パルスオキシメータ 76 136 40 5 1 3 261
8.気管切開部の管理 19 36 8 4 1 0 68
9.人工呼吸器 17 34 7 2 1 0 61
10.服薬管理 109 389 132 1 1 4 636
11.リハビリ 42 147 47 9 4 9 258
12.身体介護 64 221 48 13 3 1 350
13.その他 53 20 12 2 0 0 87

合計 498 1,348 372 69 16 18 2,321

 （障がい者） 
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 割合  割合

1.医療報酬請求不可 85 26.6% 75 27.9% 160 27.2%

2.医療事故リスク 164 51.4% 144 53.5% 308 52.4%

3.看護師人材難 50 15.7% 47 17.5% 97 16.5%

4.看護師配置規制 23 7.2% 20 7.4% 43 7.3%

5.看護師追加難 7 2.2% 6 2.2% 13 2.2%

6.緊急時の対応 53 16.6% 48 17.8% 101 17.2%

7.保護者との対応難 20 6.3% 18 6.7% 38 6.5%

8.医療的ケア限定 88 27.6% 76 28.3% 164 27.9%

9.設備拡充資金難 20 6.3% 19 7.1% 39 6.6%

10.その他 32 10.0% 28 10.4% 60 10.2%

医療的ケア対応事業所 319 - 269 - 588 100.0%

重度訪問介護
医療的ケア課題

居宅介護
合計 割合

(5) 医療的ケアに対応する事業所の課題 
【事業所の課題】 

●居宅介護等訪問系サービスについては、医療的ケアが必要な利用者への身体介護等のサー

ビス提供の際に医療的なケアを実施せざるを得ない状況があり、止むを得ず実施している

ものの事故等のリスクを抱えながら、無報酬でサービス提供がされている。また、利用者

が急変時に緊急に対応してもらえる「かかりつけ医」がない、リスク回避のために看護師

を求人しても確保が困難といった課題を抱えている。 

●訪問看護事業においても、看護師不足を反映し、看護師の確保難が最大の課題となってい

た。 

●通所系サービス事業所においては、利用ニーズがあるものの、医療的ケアに従事する看護

師の増員が困難な状況にあること、設備改修に必要な資金が調達できないといった課題を

抱えている。 

【運営主体の課題】 

●営利法人は「医療事故のリスク」「医療的ケア限定」「医療報酬請求不可」が、公益法人

では「介護職員の提供できる医療的ケア限定的」「看護師の配置規制」「医療事故リスク」

が上位をしめている。 

 

   ①事業所の課題 

     医療的ケアに対応可能な事業所について、訪問系サービス、通所系サービスごとに課題と

なっている内容をみると次のようになっている 

    ●居宅介護事業３１９事業所が課題として挙げた項目で最も多かった内容は、「ヘルパーが 

医療的ケアを実施せざるを得ない状況があるが、事故等が発生しないか心配」とする事業

所が１６４事業所（51.4％）と半数を超えており、次いで「提供できる医療的ケアの内容

が限定されているため、利用申し込みに対応できない場合がある」が８８事業所（27.6％）、

「ヘルパーが身体介助の提供時に医療的ケアが必要な時があり、対応せざるを得ないが、

報酬を請求できない」が８５事業所（26.6％）、「利用者が急変した場合に、受け入れて

くれる地域医療機関が少なく、何かあった場合のことが不安」が５３事業所（16.6％）、

「看護師資格を持つヘルパーを雇用したいが求職者がない」が５０事業所（15.7％）とな

っている。 

●訪問系サービスについては、医療的ケアが必要な利用者への身体介護等のサービス提供の

際に医療的なケアを実施せざるを得ない状況があり、止むを得ず実施しているものの事故

等のリスクを抱えながら、無報酬でサービス提供がされている。また、利用者が急変時に

緊急に対応してもらえる「かかりつけ医」がないこと、リスク回避のために医療職である

看護師等を求人しても、確保が難しいといった状況がうかがえる。  

 

（居宅介護等事業） 
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医療的ケア課題 事業所数 割合
1.看護師人材難 137 65.9%
2.保護者との対応難 29 13.9%
3.医療的ケア限定 37 17.8%
4.その他 35 16.8%
医療的ケア対応事業所数 208 100.0%

●訪問看護事業所（２０８事業所）では、「サービスの提供に必要な看護師の人数と質の確

保が困難」が１３７事業所（65.9％）と半数を超えており、看護師不足を反映した結果と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●児童デイサービスについては、「受入れ範囲を拡大するためには、設備改修が必要となる

が、資金がない」が６事業所（33.3％）と最も多く、次いで「提供できる医療的ケアの内

容が限定されているため、利用申し込みに対応できない場合がある」が５事業所（27.8％）、

「医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け入れ

できる障がい児（者）数を制限せざるを得ない」が４事業所（22.2％）となっている。 

 

●重症心身障がい児（者）通園事業については、「現に配置している看護師に多大の負担が

かかっているが、新たに看護師を確保することが困難」が４事業所（50.0％）と最も多く、

次いで「保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。また苦情対応に困ってい

る」と「受入れ範囲を拡大するためには、設備改修が必要となるが、資金がない」がそれ

ぞれ３事業所（37.5％）となっている。 

 

●生活介護については、「提供できる医療的ケアが限定されているため、利用申込みに対応

できない場合がある」が５７事業所（50.4％）と最も多く、次いで「医療的ケアに従事で

きる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け入れできる障がい児（者）

数を制限せざるを得ない」が５２事業所（46.0％）、「ヘルパーが医療的ケアを実施せざ

るを得ない状況があるが、事故等が発生しないか心配」「現に配置している看護師に多大

の負担がかかっているが、新たに看護師を配置することが困難」がそれぞれ４３事業所

（38.1％）となっている。 

 

●短期入所事業については、「提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申

し込みに対応できない場合がある」が最も多く３６事業所（66.7％）となっている。次い

で「医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け入

れできる障がい児（者）数を制限せざるを得ない」が３１事業所（57.4％）、「利用者が

急変した場合に、受け入れてくれる地域医療機関が少なく、何かあった場合のことが不安」

が２３事業所（42.6％）、「ヘルパーが医療的ケアを実施せざるを得ない状況があるが、

事故等が発生しないか心配」「現に配置している看護師に多大の負担がかかっているが、

新たに看護師を配置することが困難」がそれぞれ１７事業所（31.5％）となっている。 

 

●これらのことから、通所系サービス事業所においては、利用ニーズがあるものの、医療的

ケアに従事する看護師の増員が困難な状況にあること、設備改修に必要な資金の調達がで

きないといった状況がうかがえる。 
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 割合  割合  割合  割合

1.医療報酬請求不可 1 5.6% 1 12.5% 14 12.4% 6 11.1% 22 11.4%

2.医療事故リスク 2 11.1% 0 0.0% 43 38.1% 17 31.5% 62 32.1%

3.看護師人材難 0 0.0% 1 12.5% 19 16.8% 13 24.1% 33 17.1%

4.看護師配置規制 4 22.2% 2 25.0% 52 46.0% 31 57.4% 89 46.1%

5.看護師追加難 3 16.7% 4 50.0% 43 38.1% 17 31.5% 67 34.7%

6.緊急時の対応 2 11.1% 1 12.5% 35 31.0% 23 42.6% 61 31.6%

7.保護者との対応難 1 5.6% 3 37.5% 21 18.6% 11 20.4% 36 18.7%

8.医療的ケア限定 5 27.8% 2 25.0% 57 50.4% 36 66.7% 100 51.8%

9.設備拡充資金難 6 33.3% 3 37.5% 28 24.8% 8 14.8% 45 23.3%

10.その他 5 27.8% 1 12.5% 13 11.5% 5 9.3% 24 12.4%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
医療的ケア対応事業所 18 － 8 － 113 － 54 － 193 100.0%

医療的ケア課題
児童デイ 重症通園 生活介護 短期入所

合計 割合
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運営主体別の課題 

医療的ケアに対応している障がい福祉サービスの運営主体別にみると、社会福祉法人では、

「提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申し込みに対応できない場合が

ある」が９６事業所（18.1％）と最も多く、次いで「看護師の配置数から受入数を限定」が

８１事業所（15.8％）、「医療事故のリスク」が６６事業所（12.8％）となっている。 

ＮＰＯ法人では、「医療事故のリスク」が２５事業所（26.9％）と最も多く、次いで「医

療的ケア限定」が１６事業所（17.2％）、「医療費報酬請求不可」が１３事業所（14.0％）

となっている。 

株式会社については、「医療事故のリスク」が６６事業所（31.9％）と最も多く、次いで

「医療報酬請求不可」が３３事業所（15.9％）、「医療的ケア限定」が３１事業所（15.9％）

となっている。 

有限会社についても、「医療事故のリスク」が４９事業所（29.9％）と最も多く、次いで

「医療的ケア限定」が２５事業所（15.2％）、「医療報酬請求不可」が２３事業所（14.0％）

となっている。 

医療法人は、「医療事故のリスク」「医療的ケアの限定」がともに４事業所（26.7％）と

なっており、次いで「医療報酬請求不可」「保護者との対応難」が３事業所（20.0％）とな

っている。 

以上のとおり、株式会社や有限会社等の営利法人では、「医療事故のリスク」「医療的ケ

ア限定」「医療報酬請求不可」が、ＮＰＯ法人や医療法人等では「医療的ケア限定」「看護

師の配置規制」「医療事故リスク」が上位をしめている。 
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医療的ケア課題 社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計 割合

1.医療報酬請求不可 27 0 13 33 23 3 7 0 106 10.0%

2.医療事故リスク 66 0 25 66 49 4 11 0 221 20.8%

3.看護師人材難 37 0 6 16 14 0 6 0 79 7.4%

4.看護師配置規制 81 0 7 9 8 0 5 0 110 10.4%

5.看護師追加難 58 0 3 5 3 0 4 0 73 6.9%

6.緊急時の対応 55 0 10 20 16 0 9 0 110 10.4%

7.保護者との対応難 33 0 2 6 7 3 5 0 56 5.3%

8.医療的ケア限定 96 0 16 31 25 4 10 0 182 17.1%

9.設備拡充資金難 37 0 5 10 9 1 5 0 67 6.3%

10.その他 24 0 6 11 10 0 7 0 58 5.5%

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

合計 514 0 93 207 164 15 69 0 1,062 100.0%

医療的ケア課題 1.社福法人 2.財団法人 3.NPO法人 4.株式会社 5.有限会社 6.医療法人 ７.その他 無回答 合計
1.看護師人材難 14 10 4 36 12 38 22 1 137
2.保護者との対応難 7 2 0 7 2 6 5 0 29
3.医療的ケア限定 2 4 0 7 5 11 8 0 37
4.その他 3 2 0 7 4 10 8 1 35
合計 26 18 4 57 23 65 43 2 238
対応事業所数 19 11 5 52 22 63 34 2 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に医療的ケアに対応している訪問看護事業の課題を運営主体別にみると、いずれの運営

主体においても「サービスの提供に必要な看護師の人数と質の確保が困難」を挙げている事

業所数が最も多くなっており、看護師の確保に苦慮していることがわかる。 

なお、社会福祉法人以外の運営主体は、「提供できる医療的ケアの内容が限定されている

ため、利用申し込みに対応できない場合がある」ことを２番目に挙げているが、社会福祉法

人は、「保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。保護者の苦情対応に困って

いる」ことを２番目に挙げている 
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重度訪問介護

割合 割合

1.介護経験ない 545 54.0% 407 53.2% 952 53.7%

2.リスク 331 32.8% 252 32.9% 583 32.9%

3.報酬 104 10.3% 82 10.7% 186 10.5%

4.看護師確保不可 534 52.9% 393 51.4% 927 52.3%

5.看護経験ない 288 28.5% 215 28.1% 503 28.4%

6.対象外 297 29.4% 212 27.7% 509 28.7%

7.設備不足 108 10.7% 78 10.2% 186 10.5%

8.ニーズ過大 256 25.4% 198 25.9% 454 25.6%

9.その他 118 11.7% 98 12.8% 216 12.2%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

非対応事業所数 1009 － 765 － 1,774 100.0%

非対応理由
居宅介護

合計 割合

(6) 医療的ケア非対応の事業所の理由 
【医療的ケア非対応の理由】 

●居宅介護等訪問系サービス事業所については、「医療的ケアが必要な障がい児（者）

の介護経験がない」が最も多く、次いで「看護師の確保困難」、「リスク」「対象外」

となっている。また、訪問看護事業所では、「医療的ケアが必要な障がい児（者）の

看護の経験がない」が最も多く、次いで「対象外」となっている。 

●医療的ケアが必要な障がい児（者）の介護・看護技術を習得するための研修の充実が

実施事業所の確保につながるものと考えられる。 

●通所系サービスについても、多くの事業所が「看護師の確保困難」を挙げており、医

療的ケアに従事する人材の確保策が最大の課題となっている。 

また、「介護経験がない」、「看護経験がない」といった理由も多く、医療的ケア

が必要な障がい児（者）の理解促進、介護・看護技術の習得のための研修の充実が求

められているといえる。 

●「事業所として医療的なケアが必要な障がい児（者）を利用対象としていない」とし

ている事業所が４４６事業所あるが、これは「医療的ケアが必要な障がい児（者）の

看護・介護経験がない、看護師の確保困難、大きなリスクを伴う」などを理由に対象

外にしているものと推測される。 

 

  ①医療的ケアに対応していない事業所の理由 

医療的ケアに対応していない障がい福祉サービス事業所についてみると、訪問系サービ    

スである居宅介護事業所は１，３２８事業所のうち１，００９事業所、重度訪問介護事業所

は１，０３４事業所のうち７６５事業所があり、その理由として次のような理由を挙げてい

る。 

 

居宅介護事業所については、「医療的ケアが必要な障がい児（者）の介護経験がない」 が

５４５事業所（54.0％）と最も多く、次いで「看護師の確保が困難」が５３４事業所（52.9％）、

「リスク」が３３１事業所（32.8％）、「対象外」が２９７事業所（29.4％）となっている。 

 

重度訪問介護事業所については、「介護経験がない」が４０７事業所（53.2％）と最も多

く、次いで「看護師の確保が困難」が３９３事業所（51.4％）、「リスク」が２５２事業所

（32.9％）、「看護経験がない」が２１５事業所（28.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護事業所において、医療的ケアが必要な障がい児（者）に対応していない理由とし

て最も多かった理由は、「看護経験がない」が４６事業所（65.7％）となっており、次いで

「対象外」が４３事業所（61.4％）、「保護者の要求が高い」１４事業所（20.0％）となっ

ている。 
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非対応理由 事業所数 割合
1.保護者要求高い 14 20.0%
2.看護経験ない 46 65.7%
3.対象外 43 61.4%
4.ニーズ過大 13 18.6%
5.その他 10 14.3%
非対応事業所数 70 -

 割合  割合 割合

1.介護経験ない 16 34.8% 91 47.6% 29 34.1% 137 42.5%

2.リスク 13 28.3% 56 29.3% 32 37.6% 102 31.5%

3.報酬 4 8.7% 23 12.0% 11 12.9% 38 11.9%

4.看護師確保不可 28 60.9% 117 61.3% 67 78.8% 213 66.2%

5.看護経験ない 16 34.8% 74 38.7% 24 28.2% 115 35.6%

6.対象外 21 45.7% 80 41.9% 42 49.4% 144 44.7%

7.設備不足 14 30.4% 90 47.1% 35 41.2% 140 43.4%

8.ニーズ過大 15 32.6% 61 31.9% 32 37.6% 109 33.7%

9.その他 6 13.0% 19 9.9% 14 16.5% 39 12.2%

非対応事業所数 46 － 191 － 85 － 322 100.0%

合計 割合
生活介護

非対応理由
児童デイ 短期入所

訪問看護事業が介護保険制度を主体としていることから、このような理由が挙げられてい

るものと推測されるが、逆に医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護に関する研修を実施

することで、「看護経験がない」事業所については実施可能と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に通所系サービスについてみると、児

童デイサービスには、４６事業所が医療的

ケアに対応できないとしており、その理由

としては、「看護師の確保が困難」が２８

事業所（60.9％）と最も多く、次いで「対

象外」が２１事業所（45.7％）、「介護経

験がない」と「看護経験がない」がそれぞ

れ１６事業所（34.8％）となっている。 

 

生活介護事業所では、「看護師の確保が

困難」が１１７事業所（61.3％）と最も多

く、次いで「介護の経験がない」が９１事

業所（47.6％）、「設備不足」が９０事業

所（47.1％）、「対象外」が８０事業所 41.9％

となっている。 

 

短期入所事業については、「看護師の確

保が困難」が６７事業所（78.8％）と最も

多く、 次いで「対象外」が４２事業所

（49.4％）、「設備不足」が３５事業所

（41.2％）となっている。 

 

以上のとおり、医療的ケアが必要な障が

い児（者）の受け入れをしていない理由と

して、多くの事業所が「看護師の確保困難」

を挙げており、医療的ケアに従事する人材

の確保策が最大の課題となっている。また、

「介護経験がない」、「看護経験がない」

といった理由も多く、さらに「対象外」としている事業所もあることから、医療的ケアが必

要な障がい児（者）の理解促進、介護・看護技術の習得のための研修の充実が求められてい

るといえる。 
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非対応理由 社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 合計
1.保護者要求高い 1 0 0 1 3 8 1 14
2.看護経験ない 2 0 1 6 14 22 1 46
3.対象外 2 0 0 8 9 24 0 43
4.ニーズ過大 1 0 0 2 2 7 1 13
5.その他 2 0 0 1 3 4 0 10

合計 8 0 1 18 31 65 3 126

非対応理由 社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計
1.介護経験ない 182 4 65 201 162 23 39 1 677
2.リスク 105 5 51 132 108 9 20 2 432
3.報酬 36 2 12 35 44 3 7 0 139
4.看護師確保不可 238 2 74 200 168 14 36 2 734
5.看護経験ない 135 4 43 100 89 7 20 0 398
6.対象外 147 2 45 133 84 13 20 2 446
7.設備不足 117 0 27 46 41 4 9 1 245
8.ニーズ過大 111 2 36 95 85 12 20 1 362
9.その他 44 1 15 43 37 6 10 1 157
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,115 22 368 985 818 91 181 10 3,590

次に、障がい福祉サービス事業の運営主体別にみると、いずれの運営主体においても「医

療的ケアを担う看護師の確保ができないため」「医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体

介護の経験がないため」が上位を占めている。なお、医療法人以外の運営主体は「医療的ケ

アが必要な障がい児（者）の身体介護は大きなリスクを伴うため」「看護経験がない」が多

くなっている。 

また、「事業所として医療的なケアが必要な障がい児（者）を利用対象としていない」と

している事業所が４４６事業所あるが、これは「医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護・

介護経験がない、看護師の確保困難、大きなリスクを伴う」などを理由に対象外にしている

ものと推測される。 

 

 （運営主体別の非対応理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護事業の運営主体別の非対応理由をみると、運営主体別における特徴はみられなか

った。 
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非対応理由 ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 合計
1.保護者要求高い 4 8 2 0 0 14
2.看護経験ない 17 24 4 1 0 46
3.対象外 18 21 2 1 1 43
4.ニーズ過大 5 6 2 0 0 13
5.その他 5 5 0 0 0 10

合計 49 64 10 2 1 126

非対応理由 ～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～ 無回答 合計

1.介護経験ない 60 162 121 109 65 52 30 29 16 8 25 0 677

2.リスク 39 106 67 63 41 40 24 10 12 10 20 0 432

3.報酬 12 38 28 17 13 9 5 3 4 3 7 0 139

4.看護師確保不可 74 174 141 106 64 52 28 28 21 14 32 0 734

5.看護経験ない 41 101 67 69 36 24 13 18 8 4 17 0 398

6.対象外 45 98 84 51 45 36 29 24 9 8 17 0 446

7.設備不足 28 69 47 36 18 11 11 6 8 4 7 0 245

8.ニーズ過大 31 87 62 65 28 28 14 11 10 14 12 0 362

9.その他 15 34 32 19 17 10 8 9 4 2 7 0 157

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 345 869 649 535 327 262 162 138 92 67 144 0 3,590

障がい福祉サービス事業所の規模別に関わらず、「介護経験がない」「看護師に確保困難」   

が上位を占めている。 

 

（事業所の規模別非対応理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

訪問看護事業所の規模別では、規模に関わらず「看護経験がない」「対象外」などを非対

応の理由にしている事業所の割合が高くなっていた。 
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区分 短期入所 訪問看護 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 重症通園 生活介護 相談支援 医療機関 重症施設 ｹｱﾎｰﾑ その他 無回答 合計
障がい児 313 231 274 246 233 235 279 245 188 28 32 2,304
割合 13.6% 10.0% 11.9% 10.7% 10.1% 10.2% 12.1% 10.6% 8.2% 1.2% 1.4% 100.0%

障がい者 399 232 362 253 351 280 374 242 302 30 33 2,858
割合 14.0% 8.1% 12.7% 8.9% 12.3% 9.8% 13.1% 8.5% 10.6% 1.0% 1.2% 100.0%
合計 712 463 636 499 584 515 653 487 490 58 65 5,162
割合 13.8% 9.0% 12.3% 9.7% 11.3% 10.0% 12.7% 9.4% 9.5% 1.1% 1.3% 100.0%

(7) 必要とするニーズと改善内容 
【必要とするサービス】 

●医療的ケアが必要な障がい児（者）が安心して地域生活を送るために必要なサービスを障

がい児・障がい者ともに、「短期入所」が最も多くなっているが、他のサービスについて

も、児者別に大きな差異がなく、概ね全てのサービスが必要と考えている。また、介護年

数ごとに必要とするサービス内容に差異がなかった。医療的ケアが必要な障がい児(者)を

対象としたサービス全般について、十分にニーズに対応しきれていない状況が窺われる。 

【訪問系サービス】 

●看護師不足が深刻化している状況も踏まえ、早急に「介護職員にも医療的ケアが実施でき

るよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研修システムを構築する」ことが必要。 

●現に医療的ケアに対応している事業所において、「緊急時に対応可能な地域医療機関を確

保すべき」を上位に挙げていることから、利用する障がい児（者）を受け入れる地域医療

機関が不足している。 

【通所系サービス】 

●医療的ケアが必要な障がい児（者）が安心、安全にサービスを利用できるようにするため

には、看護師の複数配置、若しくは医療機関との連携を行う必要があるが、いずれにして

も現在の報酬基準では対応が困難なために、報酬基準の改善が不可欠。 

●医療的ケアに対応している生活介護事業所において、「介護職の範囲拡大」「報酬基準の

改善」を改善すべき内容として多く挙げているが、これは配置されている看護師だけでは

限界があること、現在の報酬基準では配置できないことから、改善を求める事業所が多い。 

 

 ①医療的ケアが必要な障がい児（者）が必要とするサービス 

   障がい児、障がい者ともに「短期入所」が最も多い。次いで、障がい児については、「医 

療機関」が１２．１％、「ホームヘルプサービス」が１１．９％、「重症心身障がい児（者） 

通園事業」が１０．７％となっている。 

  障がい者については、「医療機関」が１３．１％「ホームヘルプサービス」が１２．７％ 

  「生活介護」が１２．３％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   次に介護年数別にみると、障がい児は、介護年数が「１年未満」で「短期入所」「訪問

看護」「ホームヘルプサービス」「重症心身障がい児（者）通園事業」がそれぞれ１６．

２％と同率となっている。介護年数１年以上については年数ごとのニーズの変化は見られ

なかった。 
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短期入所 訪問看護 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 重症通園 生活介護 相談支援 医療機関 重症施設 ｹｱﾎｰﾑ その他 無回答

6 6 6 6 1 4 5 1 2 0 0 37
73 65 69 70 52 67 67 62 49 7 8 589
99 80 92 76 72 75 97 77 63 13 5 749
68 37 52 44 48 45 52 51 37 5 8 447
36 19 30 27 32 20 28 25 18 1 1 237
33 26 27 25 29 26 32 30 20 2 10 260

315 233 276 248 234 237 281 246 189 28 32 2,319

介護年数

16～20年
無回答
合計

障がい児
合計

1年未満
～5年

6～10年
11～15年

短期入所 訪問看護 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 重症通園 生活介護 相談支援 医療機関 重症施設 ｹｱﾎｰﾑ その他 無回答

4 3 5 5 3 4 4 3 2 0 0 33
33 26 32 21 32 26 31 21 29 3 5 259
28 22 32 22 32 24 34 18 27 4 1 244
21 12 19 14 20 18 24 14 20 2 2 166
40 24 37 27 35 29 36 30 27 4 2 291
76 45 71 49 64 50 70 46 59 8 3 541
41 24 39 29 34 35 40 23 32 3 2 302
34 13 30 19 32 22 28 17 25 3 2 225
41 19 32 25 31 21 37 22 19 1 2 250
20 15 20 13 19 15 22 16 15 1 3 159
67 34 50 33 52 40 54 35 51 2 12 430

405 237 367 257 354 284 380 245 306 31 34 2,900

31～35年
36～40年
41年～
無回答
合計

介護年数

～5年
6～10年
11～15年
16～20年
21～25年
26～30年

障がい者
合計

1年未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   障がい者については、介護年数が長期化するに伴って「短期入所」の必要性を求めるも 

のが多くなっている。その他の項目については、特に差異がなく、介護年数と必要とする 

サービス内容に差異がなかった。 
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改善内容 居宅介護 重度訪問介護 合計 割合 割合
1.報酬基準改善 122 105 227 17.7% 38.6%
2.介護職の範囲拡大 234 204 438 34.2% 74.5%
3.緊急医療充実 159 130 289 22.5% 49.1%
4.施設整備 113 97 210 16.4% 35.7%
5.その他 64 54 118 9.2% 20.1%

合計 692 590 1282 100.0% -
対応事業所数 319 269 588 - -

改善内容 居宅介護 重度訪問介護 合計 割合 割合

1.報酬基準改善 441 342 783 22.6% 44.1%
2.介護職の範囲拡大 658 509 1,167 33.7% 65.8%
3.緊急医療充実 426 318 744 21.5% 41.9%
4.施設整備 344 255 599 17.3% 33.8%
5.その他 98 77 175 5.0% 9.9%

合計 1,967 1,501 3,468 100.0% -
非対応事業所数 1,009 765 1,774 - -

改善内容 事業所数 割合 割合
1.報酬基準改善 46 28.4% 61.3%
2.介護職の範囲拡大 22 13.6% 29.3%
3.緊急医療充実 44 27.2% 58.7%
4.施設整備 45 27.8% 60.0%
5.その他 5 3.1% 6.7%

合計 162 100.0% -
非対応事業所数 75 - -

改善内容 事業所数 割合 割合
1.報酬基準改善 136 25.8% 65.4%
2.介護職の範囲拡大 88 16.7% 42.3%
3.緊急医療充実 130 24.6% 62.5%
4.施設整備 124 23.5% 59.6%
5.その他 50 9.5% 24.0%

合計 528 100.0% -
対応事業所数 208 - -

  以上から、医療的ケアが必要な障がい児（者）が安心して生活を送るためには、いずれの

サービスも必要と考えていることがうかがえる。 

 

②訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、訪問看護） 

一方、これら障がい児（者）のニーズに対応している事業者が改善を望んでいる内容は次

のとおりであった。 

  障がい福祉サービス事業所が改善を望んでいる内容を見てみると、訪問系サービスである 

居宅介護事業所、重度訪問介護事業所は、「介護職員に医療的ケアが実施できるよう範囲を 

拡大（規制緩和）し、充実した研修システムを構築すべき」が最も多く、次いで医療的ケア 

に対応している事業所は「一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき」 

を、医療的ケアに対応していない事業所は「医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保で 

きるよう報酬基準等を改善すべき」を挙げている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一方、訪問看護事業所が望んでいる内容を見ると、医療的ケアが必要な障がい児（者） 

  に対応している事業所は、「報酬基準の改善」が多く、次いで「緊急医療の充実」を挙げ

ているが、医療的ケアが必要な障がい児（者）に対応していない事業所では、「介護職の

範囲拡大」が最も多く、次いで「報酬基準の改善」を挙げている。 
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改善内容 児童デイ 短期入所 生活介護 重症通園 合計 割合

1.報酬基準改善 12 37 79 5 133 68.9%
2.介護職の範囲拡大 7 33 82 5 127 65.8%
3.緊急医療充実 12 40 71 5 128 66.3%
4.施設整備 8 34 59 7 108 56.0%
5.その他 3 16 24 3 46 23.8%

合計 42 160 315 25 542 -
対応事業所数 18 54 113 8 193 -

改善内容 児童デイ 短期入所 生活介護 合計 割合 割合

1.報酬基準改善 28 52 143 223 29.0% 69.3%
2.介護職の範囲拡大 26 36 93 155 20.2% 48.1%
3.緊急医療充実 19 45 112 176 22.9% 54.7%
4.施設整備 25 41 100 166 21.6% 51.6%
5.その他 5 20 24 49 6.4% 15.2%

合計 103 194 472 769 100.0% -
非対応事業所数 46 85 191 322 - -

   訪問系サービスの事業者は、概ね「介護職の範囲拡大」「報酬基準の改善」「緊急医療

の充実」を改善すべき内容として挙げているが、医療的ケアに対応している訪問看護事業

所は、「介護職の範囲拡大」よりも「圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護・短

期入所・移動支援・相談支援等の機能を備えた施設の整備をすべき」を挙げている。 

 

   利用者のニーズにおいても「ヘルパーに医療的ケアを認めてほしい」が多かったことを

考えると、看護師不足が深刻化している状況も踏まえ、早急に「介護職員にも医療的ケア

が実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研修システムを構築する」ことが

必要と考えられる。 

   なお、現に医療的ケアに対応している事業所において、「緊急時に対応可能な地域医療

機関を確保すべき」を上位に挙げていることから、利用する障がい児（者）を受け入れる

地域医療機関が不足していることもうかがえる。 

 

 ②通所系サービス 

   通所系サービスでは、医療的ケアに対応している事業所、対応していない事業所ともに、

最も多く挙げたのは「医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等

を改善すべき」であった。 

   次いで、医療的ケアに対応している事業所では、「緊急時に対応可能な地域医療機関を

確保すべき」、「介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、

充実した研修を構築すべき」を挙げている。また、医療的ケアに対応していない事業所で

は、「緊急医療の充実」、「圏域内に医療・福祉サービス等を備えた施設の整備」を挙げ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   利用者のニーズとして、「短期入所事業所の増」が最も強く求められているが、医療的

ケアに対応していない短期入所事業所が「報酬基準の改善」を第１に挙げているように、

医療的ケアが必要な障がい児（者）が安心、安全にサービスを利用できるようにするため

には、看護師の複数配置、若しくは医療機関との連携を行う必要があるが、いずれにして

も現在の報酬基準では対応が困難なために、報酬基準の改善が不可欠と考えられる。 

   看護師が配置されている生活介護事業所についてみると、医療的ケアに対応している生

活介護事業所において、「介護職の範囲拡大」「報酬基準の改善」を改善すべき内容とし

て多く挙げているが、これは配置されている看護師だけでは限界があること、現在の報酬

基準では配置できないことから、改善を求める事業所が多いものと推測される。 
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0 1～6 7～12 13～17 小計 割合 18～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～ 無回答 小計 割合

豊能 0 8 10 6 24 6.1% 5 26 11 9 10 18 0 79 15.2% 103 11.3%
三島 0 5 23 7 35 8.9% 7 9 12 10 7 1 0 46 8.9% 81 8.9%
北河内 0 32 14 17 63 15.9% 15 21 4 9 10 15 0 74 14.3% 137 15.0%
中河内 0 21 24 28 73 18.5% 8 12 5 8 4 18 0 55 10.6% 128 14.0%
南河内 0 6 8 7 21 5.3% 3 6 2 3 2 3 0 19 3.7% 40 4.4%
堺市 0 10 10 12 32 8.1% 10 10 5 9 16 14 0 64 12.3% 96 10.5%
泉州 0 19 44 34 97 24.6% 5 13 10 9 10 8 0 55 10.6% 152 16.6%
大阪市 0 5 26 19 50 12.7% 11 23 24 13 19 26 0 116 22.4% 166 18.2%
無回答 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 11 11 2.1% 11 1.2%
合計 0 106 159 130 395 100.0% 64 120 73 70 78 103 11 519 100.0% 914 914
割合 0.0% 11.6% 17.4% 14.2% 43.2% - 7.0% 13.1% 8.0% 7.7% 8.5% 11.3% 1.2% 56.8% - 914 -

割合
障がい児 障がい者

区分 合計

(8) 地域特性 
●医療的ケアが必要な障がい児は、泉州圏域が最も多く、障がい者については、大阪市が

最も多い。 

●障がい福祉サービスの利用状況では、児・者ともに「医療受診」が多い。圏域別では、 

 障がい児については泉州圏域が多く、障がい者は大阪市が多い。 

●日中の居場所を圏域別にみると、障がい児は、いずれの圏域においても「支援学校」が 

多い。なお、大阪市と豊能圏域は「普通学校」の率が高くなっている。障がい者につい 

ては、いずれの圏域においても「障がい者通所施設」が多くなっている。 

 なお、南河内園域において「家庭」を日中の居場所とする障がい者が３１．６％と高 

くなっている。 

●必要と感じているサービスは、圏域別に相違するものはなく、医療的ケアが必要な障が 

い児（者）にとって、ライフステージ毎に必要とされるサービス利用を望んでいるもの 

と推測される。 

●圏域別の事業所数は、いずれの障がい福祉サービスにおいても大阪市内が最も多い。 

 概ね人口規模が多い圏域に事業所の開設が行われているものと考えられる。 

●障がい福祉サービスの運営主体は、三島圏域を除き営利法人が多くを占めている。 

●医療的ケアに対応する事業所は、北河内圏域が最も多い。 

●訪問看護を利用する障がい児は北河内圏域が多く、障がい者は大阪市が多い。 

●訪問看護師も身体介護を実施していることから、それぞれの圏域内で調整次第で、ホー 

ムヘルプサービスとの役割分担のもとで看護と介護が一体提供が可能なものと考えら 

る。 

 

 ①地域別の障がい児（者）数 

府内を８圏域（政令市を含む）に分類し、それぞれの圏域毎の年齢別の分布状況をみると、

障がい児については、泉州圏域が９７名（24.6％）と最も多く、次いで中河内圏域が７３名

（18.5％）、北河内圏域が６３名（15.9％）となっている。 

障がい者については、大阪市が１１６名（22.4％）と最も多く、次いで豊能圏域が７９名

（15.2％）、北河内圏域が７４名（14.3％）となっている。 

なお、年齢分布については、全圏域で０歳児がなかった。 
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居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 .訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

豊能 11 2 0 0 0 0 3 2 6 3 3 15 4 49
三島 10 2 1 0 1 1 1 5 9 5 6 18 5 64
北河内 13 3 0 0 1 1 2 2 11 18 13 34 3 101
中河内 13 2 2 1 0 9 9 14 17 2 3 28 4 104
南河内 11 0 0 0 0 2 1 1 7 5 5 9 1 42
堺市 16 2 0 0 0 9 2 5 8 5 1 13 2 63
泉州 20 0 2 0 2 9 3 12 27 7 14 46 9 151
大阪市 18 5 0 1 0 9 2 10 10 18 10 31 6 120
無回答 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
合計 113 17 6 2 4 40 23 52 96 63 56 194 34 700

圏域 合計
障がい児

居宅介護 重度訪問介護 行動援護 包括支援 生活介護 児童デイ 重症通園 短期入所 移動支援 .訪問看護 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 医療受診 その他

豊能 34 3 2 2 41 0 6 28 29 8 8 39 6 206
三島 18 2 2 0 30 0 8 22 24 7 10 25 3 151
北河内 23 3 4 2 31 1 15 10 24 8 12 27 8 168
中河内 13 2 0 0 23 1 1 27 20 3 4 24 4 122
南河内 8 0 0 0 7 2 5 8 9 2 2 10 1 54
堺市 19 5 2 2 25 1 1 32 22 12 7 27 5 160
泉州 16 6 2 0 15 0 8 21 13 9 5 24 4 123
大阪市 18 65 9 2 43 1 24 19 25 8 13 46 5 278
無回答 1 4 5 0 3 0 1 2 1 3 2 6 0 28
合計 150 90 26 8 218 6 69 169 167 60 63 228 36 1,290

障がい者
合計圏域

②サービスの利用状況（複数回答） 

各圏域におけるサービスの利用状況をみると、障がい児については、南河内圏域、堺市を

除き各圏域共に「医療受診」が最も多くなっている。南河内圏域と堺市については、「医療

受診」よりも「居宅介護」を利用する障がい児が多い。 

一方、障がい者についてみると、「医療受診」は全圏域共に全般的に多いものの、大阪市

では、「重度訪問介護」が最も多くなっており、豊能圏域、三島圏域、北河内圏域では「生

活介護」が最も多くなっている。 
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家庭 保育所・幼稚園 普通学校 支援学校 児通園・ﾃﾞｲ 重症児通園 障害者通所 その他 無回答

豊能 3 0 6 9 5 0 0 1 0 24
三島 1 1 3 27 3 0 0 0 0 35
北河内 12 0 3 27 19 1 0 0 1 63
中河内 7 0 1 53 10 0 1 1 0 73
南河内 4 0 1 14 1 0 1 0 0 21
堺市 4 0 0 18 7 2 0 1 0 32
泉州 10 1 4 72 9 0 0 1 0 97
大阪市 6 0 18 23 1 1 0 1 0 50
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47 2 36 243 55 4 2 5 1 395
割合 11.9% 0.5% 9.1% 61.5% 13.9% 1.0% 0.5% 1.3% 0.3% 100.0%

圏域
障がい児

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④日中の居場所 

  障がい児については、いずれの圏域においても「支援学校」が多い。なお、大阪市と豊能 

圏域において「普通学校」の率が高くなっている。 

  「家庭」とするものが、北河内圏域と南河内圏域がいずれも１９％と他の圏域に比べて高

くなっている。 

  障がい者については、いずれの圏域においても「障がい者通所施設」が多くなっている。 

 なお、南河内園域において「家庭」を日中の居場所とする障がい者が３１．６％と高くなっ

ている。 
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家庭 保育所・幼稚園 普通学校 支援学校 児通園・ﾃﾞｲ 重症児通園障害者通所 8.その他 無回答

豊能 8 0 0 0 3 4 55 8 1 79
三島 5 0 0 3 1 4 30 3 0 46
北河内 10 0 0 1 2 10 39 9 3 74
中河内 4 0 0 2 0 4 43 2 0 55
南河内 6 0 0 0 1 3 7 1 1 19
泉州 8 0 0 1 0 3 38 4 1 55
堺市 10 0 0 1 1 3 45 1 3 64
大阪市 13 0 0 0 2 22 70 6 3 116
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 64 0 0 8 10 53 327 34 12 508
割合 12.6% 0.0% 0.0% 1.6% 2.0% 10.4% 64.4% 6.7% 2.4% 100.0%

圏域
障がい者

合計

家庭 保育所・幼稚園 普通学校 支援学校 児通園・ﾃﾞｲ 重症児通園 障害者通所 その他 無回答

豊能 8 0 0 0 3 4 55 8 1 79
三島 5 0 0 3 1 4 30 3 0 46
北河内 10 0 0 1 2 10 39 9 3 74
中河内 4 0 0 2 0 4 43 2 0 55
南河内 6 0 0 0 1 3 7 1 1 19
堺市 10 0 0 1 1 3 45 1 3 64
泉州 8 0 0 1 0 3 38 4 1 55
大阪市 13 0 0 0 2 22 70 6 3 116
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
合計 64 0 0 8 10 53 327 34 21 517
割合 12.4% 0.0% 0.0% 1.5% 1.9% 10.3% 63.2% 6.6% 4.1% 100.0%

圏域
障がい者

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤必要と感じているサービス（複数回答） 

 必要と感じているサービスについては、圏域に目立った特徴がなかったものの、医療的ケ

アが必要な障がい児（者）は、ライフステージ毎に必要とされるサービス利用を望んでいる

ものと推測される。 
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短期入所 訪問看護 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 重症通園 生活介護 相談支援 医療機関 重症施設 ｹｱﾎｰﾑ その他 無回答

豊能 60 31 60 30 56 43 61 31 49 3 4 428
三島 40 26 38 28 38 30 35 25 34 1 2 297
北河内 60 35 58 42 50 43 54 39 42 6 3 432
中河内 43 17 28 17 31 21 31 16 28 2 8 242
南河内 14 5 10 8 11 6 12 9 7 0 2 84
泉州 45 28 39 29 43 35 46 25 38 2 2 332
堺市 52 32 43 34 45 37 50 40 34 4 4 375
大阪市 85 58 86 65 77 65 85 57 70 12 8 668
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 399 232 362 253 351 280 374 242 302 30 33 2,858

圏域
障がい者

合計

圏域 居宅介護 （重度訪問介護） 生活介護 短期入所 児童デイ 重症通園 重度.包括支援 重症児施設 合計

豊能 114 (78) 32 14 3 1 0 0 164
三島 75 (51) 33 19 7 2 0 0 136
北河内 156 (124) 40 21 6 1 1 1 226
中河内 144 (110) 35 15 7 0 0 0 201
南河内 62 (51) 22 15 3 2 0 2 106
泉州 129 (91) 29 20 2 1 0 0 181
堺市 109 (84) 34 10 3 0 0 0 156
大阪市 526 (435) 76 25 33 1 3 2 666
無回答 13 (10) 3 0 0 0 0 0 16
合計 1,328 (1,034) 304 139 64 8 4 5 1,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥圏域別の事業所数 

  事業所数は、いずれの障がい福祉サービスにおいても大阪市内が最も多く設置されていた。 

 その他の圏域を見ると、「居宅介護」は北河内圏域が１５６事業所と大阪市に次いで多く、 

中河内圏域（144事業所）、泉州圏域（129事業所）、豊能圏域（114事業所）と続いている。 

 「生活介護」は、北河内圏域が４０事業所と大阪市に次いで多く、中河内圏域（35事業所）、

堺市（34事業所）、三島圏域（33事業所）と続いている。 

 「短期入所」については、北河内圏域が２１事業所と大阪市に次いで多く、泉州圏域（20事 

業所）、三島圏域（19事業所）と続いている。 

  大阪市、北河内圏域など人口規模が大きい圏域に事業所の設置数も多くなっていた。 

  なお、重症心身障がい児施設については、北河内、南河内、大阪市のみとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  運営主体別にみると、大阪市は、営利法人である「株式会社」（36.6％）と「有限会社」 

（25.2％）で６１.８％を占めるなど、営利法人の事業所が約半数を占めている圏域が多い。 

  なお、三島圏域については「社会福祉法人」が４９．２％となっている。 
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圏域 社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計

豊能 66 0 18 44 23 6 7 1 165
三島 63 0 5 18 27 6 8 1 128
北河内 75 0 18 55 45 12 17 2 224
中河内 69 2 14 55 47 2 10 0 199
南河内 41 1 8 24 20 2 2 0 98
泉州 62 2 16 51 37 5 6 0 179
堺市 45 2 17 46 32 5 8 0 155
大阪市 121 0 80 243 167 9 44 0 664
無回答 5 0 0 8 4 0 1 22 40
合計 547 7 176 544 402 47 103 26 1,852

地区 居宅介護 重度訪問介護 児童デイ 短期入所 生活介護 重症通園 合計

豊能 28 25 2 3 13 1 72
三島 26 20 1 7 15 2 71
北河内 41 32 10 9 1 93
中河内 32 27 2 4 11 76
南河内 12 9 2 8 11 2 44
堺市 26 23 1 2 12 64
泉州 28 22 15 14 1 80
大阪市 122 108 10 5 27 1 273
無回答 4 3 0 0 1 0 8
合計 319 269 18 54 113 8 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦医療的ケアに対応可能な事業所 

医療的ケアに対応可能

な事業所を圏域別にみる

と、大阪市が最も多く２

７３事業所となっており、

次いで、北河内圏域が９

３事業所、泉州圏域が８

０事業所、中河内圏域が

７６事業所、豊能圏域が

７２事業所となっている。 
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医療的ケア 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 泉州 堺市 大阪市 合計
1.吸引 3 15 31 7 25 4 17 169 271
2.吸入 2 3 10 5 18 0 0 105 143
3.経管栄養 2 10 18 6 16 3 14 136 205
4.中心静脈栄養 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5.導尿 4 1 4 1 1 1 1 5 18
6.在宅酸素 1 4 8 2 5 0 1 5 26
7.パルスオキシメータ 2 8 12 3 11 1 2 69 108
8.気管切開部の管理 1 3 7 1 7 0 5 56 80
9.人工呼吸器 1 1 5 0 0 0 0 7 14
10.服薬管理 10 20 22 25 32 3 0 271 383
11.その他 0 0 1 13 0 3 0 0 17

合計 26 65 118 63 115 15 40 825 1,267

医療的ケア 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 泉州 堺市 大阪市 無回答 合計
1.吸引 69 61 106 25 74 46 54 252 1 688
2.吸入 9 2 50 7 44 3 8 88 0 211
3.経管栄養 44 35 115 19 66 40 27 216 2 564
4.中心静脈栄養 0 0 1 0 5 0 2 4 0 12
5.導尿 13 4 20 21 18 18 16 57 1 168
6.在宅酸素 3 10 33 6 8 6 2 31 0 99
7.パルスオキシメータ 31 24 49 15 46 18 14 84 0 281
8.気管切開部の管理 13 16 36 9 25 8 3 71 0 181
9.人工呼吸器 7 10 21 0 1 85 2 17 0 143
10.服薬管理 163 82 576 103 300 468 97 599 3 2,391
11.その他 6 6 8 11 4 23 28 11 0 97

合計 358 250 1,015 216 591 715 253 1,430 7 4,835

圏域 .社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計

豊能 7 7 0 106 0 8 5 0 133
三島 3 9 1 0 0 14 6 0 33
北河内 17 9 11 115 18 39 3 0 212
中河内 2 5 1 17 36 83 25 0 169
南河内 2 0 7 63 7 13 19 0 111
泉州 0 2 0 18 5 15 5 0 45
堺市 0 0 1 81 12 6 3 2 105
大阪市 8 4 0 22 26 146 46 2 254
合計 39 36 21 422 104 324 112 4 1,062

圏域 .社福法人 財団法人 NPO法人 株式会社 有限会社 医療法人 その他 無回答 合計

豊能 0 1 0 10 3 2 2 0 18
三島 0 2 0 0 0 7 0 0 9
北河内 8 4 21 14 0 11 0 0 58
中河内 1 1 0 7 1 10 35 0 55
南河内 0 0 3 3 0 5 6 0 17
泉州 0 0 0 5 0 8 9 0 22
堺市 1 0 4 2 6 2 1 1 17
大阪市 1 3 0 11 5 8 13 0 41
合計 11 11 28 52 15 53 66 1 237

  ⑧提供している医療的ケアの内容（複数回答） 

    各圏域で提供されている医療的ケアの内容を障がい児・者別にみると、障がい児については、 

   大阪市において、提供されている医療的ケアの内容がいずれも圧倒的に多く、次いで北河内圏

域、南河内圏域となっ  （障がい児） 

ている。 

    人工呼吸器について

みると、大阪市で７件、

北河内で５件、豊能と

三島でそれぞれ１件ず

つとなっている。 

 

 

 

               

（障がい者） 

    障がい者も同様に大 

   阪市が最も多く、次い 

 で北河内圏域、泉州圏 

域となっている。 

    人工呼吸器について 

みると、泉州圏域で８ 

５件あった。 

 

 

 

 

 

  ⑨訪問看護事業の状況 

    各圏域別の訪問看護事業所の利用状況をみると、障がい児については、北河内圏域が最も多 

く、次いで中河内圏域、大阪市、泉州圏域となっている。 

    障がい者については、大阪市が最も多く、次いで北河内圏域、中河内圏域、豊能圏域となっ 

   ている。 

（障がい児）               

 

 

 

 

 

 

 

 

（障がい者） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 92 - 

医療的ケア 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 泉州 堺市 大阪市 合計
1.吸引 17 8 57 36 11 28 19 52 228
2.吸入 1 0 10 1 4 6 5 10 37
3.経管栄養 12 8 37 18 10 16 14 37 152
4.中心静脈栄養 1 0 3 0 0 2 1 0 7
5.導尿 0 0 3 1 1 1 0 7 13
6.在宅酸素 3 6 35 8 3 14 10 31 110
7.パルスオキシメータ 13 6 35 19 6 19 11 60 169
8.気管切開部の管理 8 3 24 18 4 13 7 25 102
9.人工呼吸器 5 3 17 10 0 8 4 17 64
10.服薬管理 2 6 6 2 0 0 3 21 40
11.リハビリ 11 7 18 40 4 17 9 23 129
12.身体介護 22 2 31 23 8 26 31 60 203
13.その他 0 0 2 0 0 2 0 20 24

合計 95 49 278 176 51 152 114 363 1,278

医療的ケア 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 泉州 堺市 大阪市 合計
1.吸引 20 22 35 32 9 21 12 44 195
2.吸入 1 3 7 4 2 5 1 8 31
3.経管栄養 16 10 25 18 8 17 9 34 137
4.中心静脈栄養 2 1 4 3 1 0 1 3 15
5.導尿 11 12 33 31 6 8 10 45 156
6.在宅酸素 8 8 13 8 4 2 4 19 66
7.パルスオキシメータ 23 33 35 40 12 18 11 89 261
8.気管切開部の管理 4 9 12 13 4 8 3 15 68
9.人工呼吸器 7 10 7 6 2 6 4 19 61
10.服薬管理 108 17 163 113 89 7 58 81 636
11.リハビリ 20 24 55 40 18 23 10 68 258
12.身体介護 41 30 47 60 21 31 21 99 350
13.その他 1 3 3 14 2 2 38 24 87

合計 262 182 439 382 178 148 182 548 2,321

  ⑩訪問看護事業における医療的ケアの提供状況（複数回答） 

（障がい児） 

訪問看護を利用す

る障がい児を圏域別

にみると、大阪市が

最も多く、次いで北

河内圏域、中河内圏

域、泉州圏域となっ

ている。 

              

 

 

 

（障がい者） 

障がい者につい  

ても、大阪市が最も

多く、次いで北河内

圏域、中河内圏域、

豊能圏域となってい

る。 

「人工呼吸器」に

ついてみると、障が

い児は、大阪市、北

河内圏域でそれぞれ

１７名、中河内圏域

で１０名、泉州圏域で８名となっている。 

障がい者は、大阪市が１９名、三島圏域で１０名、豊能圏域と北河内圏域でそれぞれ７名と

なっている。 

また、「身体介護」を見ると、障がい児については、大阪市で６０名、堺市と北河内圏域で

それぞれ３１名、泉州圏域で２６名となっている。障がい者は、大阪市が９９名、中河内圏域

が６０名、北河内圏域が４７名、豊能圏域が４１名となっていることから、それぞれの圏域内

で調整次第で、ホームヘルプサービスとの役割分担のもとで看護と介護が一体提供が可能なも

のと考えられる。 
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(9) 地域移行 

●重症心身障がい児施設に入所する１８歳以上の障がい者(５６７名)のうち、５０歳以上の

者が３５．４％（２０１名）、４０歳から４９歳の者が３４．７％（１９７名）を占めて

おり、これら年齢が高い障がい者が児童福祉施設で生活を送らざるを得ない状況になって

いること自体を問題視する必要があろう。 

●主たる病名をみると「脳性まひ」が半数を超えており、入所期間は３１年以上が９７名い

るなど、施設生活の長期化、定着化が顕著になっている。 

●主病名として「脳性まひ」等が多いため、個別支援計画の策定にあたっても、本人の意思

確認が困難等のため、「いずれにも該当しない」が３１．２％、「家族の意向を聞いて」

が３３．６％、「計画策定会議で作成し、ご家族に説明及び同意を得た」が３２％となっ

ており、施設における個別支援計画の策定の困難さがうかがえる。 

本人意思の確認が困難な障がい者の個別支援計画が家族の意向のみに左右されることが

あってはならないし、障がい者本人の最善の利益を図る観点から、どういったメンバーで

計画策定会議を開催すべきなのか、また計画策定にあたっての正当性、透明性が求められ

るといえる。 

●今後の生活については、「ご本人の意思が確認できない」が８７．８％（４９８名）を占

め、一方で家族が「このまま今の施設で暮して欲しい」が７２．５％（４１１名）となっ

ており、施設として入所する障がい者の地域移行に取り組む困難さが窺える。 

このため、個別支援計画に地域移行に向けた支援内容が記載されたものが全くなかった

ものであるが、支援者として、条件整備次第で地域移行が可能と評価されている障がい者

が存在することから、今後、重症心身障がい児施設から地域生活へ移行するため支援の在

り方を検討する必要がある。 

また、支援者が地域移行は可能と評価しても、「家族の同意が得られない」（7.8％）

ことから、家族の同意が得られるための環境整備が求められる。 

●特に家族の同意を得るためには、地域生活に必要なサービスとして、医療をはじめとする

全般的な支援策が求められているように、重症心身障がい児施設機能と同等の機能が地域

で整備する必要があると思われる。 

●一方、地域生活への移行の重要な資源である「ケアホーム」では、医療的ケアが必要な障

がい者を受け入れるにあたり、「介護職員にも医療的ケア実施できるよう範囲拡大（規制

緩和）と研修システムの構築」「緊急時に対応可能な地域医療機関の確保」「看護師を安

定的に確保できる報酬基準等の改善」が求められている。 

 

①病名と入所期間 

     重症心身障がい児施設の入所者（18歳以上）５６７名の主たる病名と入所期間をみると、

主たる病名については、「脳性まひ」が２９９名（52.7％）と半数を超えている。次いで「自

閉症」が９７名（17.1％）、「知的障がい・他の発達障がい」が５３名（9.3％）、「染色体

異常症」が２９名（5.1％）となっている。 

     また、入所期間は、「１年以上５年以下」が１４２名（25.0％）で「自閉症」「知的障が

い・他の発達障がい」の者が多くなっている。次いで「３１年以上」が１２０名（21.2％）

で「脳性まひ」が大半を占めている。 
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入所期間 １年未満
１年以上～

５年以下

６年以上～

１０年以下

１１年以上～

１５年以下

１６年以上～

２０年以下

２１年以上～

２５年以下

２６年以上～

３０年以下
３１年以上 未回答 合計 割合

A染色体異常症 2 12 2 4 3 1 1 4 0 29 5.1%
B先天異常症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.2%
C先天性脳奇形 0 1 5 4 3 4 1 3 0 21 3.7%
D脊髄疾患：先天性・後天性 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2%
E神経筋疾患・ミトコンドリア病 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2%
F髄膜炎・脳炎・脳症 0 0 6 0 6 2 2 6 0 22 3.9%
GWest症候群、他のてんかん 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0.5%
H先天性代謝疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ｉ新生児疾患（HIE・PVL・IVH・核黄疸） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.2%
J退行性脳病変 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.4%
Kその他の脳病変 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5 0.9%
L脳性まひ 4 17 62 16 33 35 35 97 0 299 52.7%
M自閉症 2 89 0 1 2 1 1 1 0 97 17.1%
N知的障害・他の発達障害 1 17 9 4 8 9 1 4 0 53 9.3%
Oその他 0 5 13 0 2 3 0 2 0 25 4.4%
未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1.2%

合  計 9 142 103 30 58 56 42 120 7 567 100.0%
割合 1.6% 25.0% 18.2% 5.3% 10.2% 9.9% 7.4% 21.2% 1.2% 100.0% -

入所期間
医学的な管理

必要

地域サービス

不足

家族の同意が

得られない
本人の不安 本人の意思

まだ段階でな

い
分からない その他

１年未満 4 0 0 0 0 3 0 0
１年以上～５年以下 53 35 27 0 3 8 57 6
６年以上～１０年以下 65 15 15 1 0 12 23 10
１１年以上～１５年以下 6 1 4 0 0 9 11 0
１６年以上～２０年以下 18 2 0 0 0 16 15 0
２１年以上～２５年以下 16 3 1 0 0 10 21 0
２６年以上～３０年以下 15 0 1 0 0 10 8 0
３１年以上 30 1 0 0 0 18 57 0

合  計 207 57 48 1 0 86 192 16

改善内容 社福法人 NPO法人 合計
1.報酬基準改善 6 0 6
2.介護職の範囲拡大 6 5 11
3.緊急医療充実 5 2 7
4.施設整備 5 0 5
5.その他 1 2 3

合計 23 9 32

医療的ケア課題 社福法人 NPO法人 合計
1.医療報酬請求不可 2 1 3
2.医療事故リスク 3 4 7
3.看護士人材難 3 0 3
4.看護士配置規制 2 1 3
5.看護士追加難 1 0 1
6.緊急時の対応 5 2 7
7.保護者との対応難 1 0 1
8.医療的ケア限定 0 1 1
9.設備拡充資金難 0 0 0
10.人員配置基準問題 4 3 7
11.国報酬基準問題 5 3 8
10.その他 2 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②地域移行候補者の入所年数（複数回答） 

     支援者が地域生活への移行を可能と評価している者（地域サービスの不足、家族の同意が

得られない）の入所年数をみると、「１年以上～５年以下」が６２名、「６年以上～１０年

以下」が３０名と「１年～１０年まで」の者が９２名（87.6％）を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   ③地域生活への移行の受け皿であるケアホームの課題 

     重症心身障がい児施設から地域生活へ移行するための重要な資源の一つにケアホームがあ

るが、前述（Ｐ－３６）のとおり、医療的ケアが必要な障がい者が入居するケアホームは非

常に少なく、医療的ケアが必要な障がい者が入居するケアホーム（１６事業所）において、

下記のような様々な課題を抱えている実情にある。 

     このため、「介護職員にも医療的ケア実施できるよう範囲拡大（規制緩和）と研修システ

ムの構築」「緊急時に対応可能な地域医療機関の確保」「看護師を安定的に確保できる報酬

基準等の改善」が求められている。 
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４ 事業所ヒアリング結果 

 

（１）ヒアリングの概要 

 

イ．医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）福祉サービス利用状況調査及び、ウ．医療

的ケアが必要な重症心身障がい児（者）訪問看護サービスの調査に協力いただいた事業所のう

ち、先進的な取り組みを行われている事業者や、医療的ケアが必要な障がい児（者）の方が地

域で安心して生活を送れるようにするための改善点について、具体的な提案いただいた事業所

を対象に、平成２２年１２月から平成２３年１月にかけ、以下のとおりヒアリングを実施した。 

 

事業種別 事業所数 経営主体（内数） 

居宅介護・重度訪問介護 ５ （社福）２（株）３ 

生活介護 ３ （社福）２（株）１ 

訪問看護 ２ （社医）２ 

計 １０ケ所 （社福）４ （株）４ （社医）２ 

 

※ 大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課職員が電話及び事業所を訪問すること 

により、ヒアリングを実施。 

   

 

（２）ヒアリング結果の概要 

 

   ① 居宅介護・重度訪問介護事業所のヒアリング結果 

      従業員数が、１９名から５０名と様々な規模の５事業所からヒアリングを行った。 

質の良いホームヘルパーを確保し、離職者を少なくするため、雇用形態を常勤とし給 

与水準を高く設定するなど、困難ケースに対して組織として取り組みが行われている。 

また、多数の事業所において、２４時間対応若しくは、利用者からの希望があれば対 

応している。 

 医療的ケア技術の習得のため、事業所内や地域事業所が連携しての、自主的な研修に取り

組まれている。 

      ホームヘルパーが私的契約のもとに、医療的ケアを提供しているケースもあるが、訪 

問看護ステーションとの連携・役割分担のもと、サービスを提供している事業所がある。 

      ホームヘルパーが医療的ケアを提供した場合の報酬への評価や、医療機関との連携体 

制の確立を求める意見が多かった。 

 

   ② 生活介護事業所のヒアリング結果 

      従業員が、６名の１事業所と、２０名を超える２事業所からヒアリングを行った。 

      重心者の障がい特性に応じた人員体制の確保が必要であり、設備についても配慮が必要

であるとの意見が多かった。 

      医療的ケアの提供は看護師が行っているが、常勤かつ複数名の体制でなければ、看護師

に過重な負担を強いることとなるとの意見があった。しかし、看護師の確保は、なり手の

不足から苦労している。 

      ホームヘルパーにも医療的ケアの技術を習得させるため、事業所において研修を実施し

たり、地域の自立支援協議会の連絡部会に参画するなどの取り組みがなされている。 

また、医療機関との連携体制の確立を求める意見が多かった。 
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③ 訪問看護事業所のヒアリング結果 

      従業員が、１０名程度の２事業所からヒアリングを行った。 

      リスクが高いサービス提供時の看護師一名での訪問の不安や、報酬体制の改善を求める

意見があった。 

医療と福祉の連携したサービス提供体制の構築を求める意見があった。 

重心児へのケア提供には、高度な技術が必要となるため、研修体制の確立を求める意見が

あった。 
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（３）ヒアリング結果の個票 

事業所ヒアリング結果１ 

 

事 業 種 別 居宅介護 

運 営 主 体 社会福祉法人 

所 在 地 門真市 

従 事 者 数 ３４名 

サービス提供時間 午前６時から午後１０時 ※利用者不在のため深夜対応はなし 

障がい児（者）への 

提供状況 

４９名（者のみ） 

うち医療的ケア必要な利用者 ４５歳 １名（医師の指示のもと褥瘡

の処置・痛み止めパッチの貼付） 

※児の利用者希望があれば、提供可能 

ヒアリング内容 ・法人として、特別養護老人ホーム、訪問看護ステーション等を併設 

・医療機関や看護師から医療的ケアについてアドバイスを受けるとと

もに、法人として研修を実施することにより、質の高いヘルパーを

養成。組織として対応することにより、離職者は少ない。 

・日頃から市や相談支援機関との連携をとっており、カンファレンス

も密に実施。しかし、サービス全体の利用調整を行う支援チームが

必要ではないか。 

・重度訪問介護は単価も安いため、事業所にとって報酬が減り、見守

りが不必要な利用者にとっても、使い勝手が悪くなる。 

・福祉サービスは利用料が無料となったが、訪問看護は自己負担が必

要であるため、訪問看護サービスを利用しない利用者が出てくる。 

・医療的ケアのサービス提供は、リスクが高いので、報酬の対象とす

べきではないか。 

ヒアリング総括 ① 法人内事業所に看護師が配置されており、かつ医療機関との連携
が構築されているため、研修体制が充実している。 

② サービス全体の利用調整のためのチームが必要。 

③ ヘルパーによる医療的ケアの報酬組み入れの必要性。 

 

  



 

- 99 - 

事業所ヒアリング結果２ 

 

事 業 種 別 居宅介護・重度訪問介護 

運 営 主 体 社会福祉法人 

所 在 地 大阪市生野区 

従 事 者 数 ２６名 

サービス提供時間 全日 

障がい児（者）への 

提供状況 

２０名（児４名 者１６名） 

医療的ケア必要な利用者はいない 

ヒアリング内容 ・法人として、生活介護（２０名）及びケアホーム（１１名）を運営

しており、両事業利用者へのヘルパー派遣を中心に行っている。 

・他事業所におけるサービス提供中の事故を契機として、生野区内の

有志事業所で「医療的ケア合同チーム」を設置し、平成２２年９月

から２月に一回のペースで当事者や医療関係者等を講師に招聘し

医療的ケアについて合同研修会を実施している。 

・同法人の現在のサービス利用者には、医療的ケアが必要な方はいな

いが、将来に備え事業所として力量を備えていきたいとのこと。 

・医療は、高齢者であろうと障がい者であろうと必要であるため、障

がい者自立支援制度にも訪問看護サービスを導入すべきではない

か。 

 

ヒアリング総括 ① 事業所においても医療的ケア技術習得の必要性を認識されてお
り、医療機関等との連携のもと、事業者連携のもと自主的に研修

会を実施している。 

② 障がい福祉分野にも訪問看護サービスが必要 
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事業所ヒアリング結果３ 

 

事 業 種 別 居宅介護・重度訪問介護 

運 営 主 体 株式会社 

所 在 地 大阪市東成区 

従 事 者 数 ２９名 

サービス提供時間 午前９時から午後６時 月～土 

※早朝・深夜も可能な限り受けている。 

障がい児（者）への 

提供状況 

１０名（者のみ） 

医療的ケア必要な利用者はいないが、医師と連携が取れるならば受け

入れる方針 

ヒアリング内容 ・児の利用申し込みはほとんどない。 

必要に応じて区の事業所連絡会を通じ、対応可能事業所の紹介を行

っている。 

・事業所としてヘルパーの医療的ケアの技量の資質を見極めることが

困難である。医療的ケアの資格制度創設や研修会の実施が必要であ

る。 

・クリニックの通院等介助サービス提供時に診療に同席し、医師のア

ドバイスを受けることはあるが、総合病院になると家族を通じない

と話が聞けない。 

ヒアリング総括 ① 区内において事業所連絡会を設置し、事業者間においてサービス
利用希望者への情報提供を行っている。 

② 医療的ケア提供のためのヘルパーへの資格制度のための研修受講
のニーズがある。 

ただし、日曜等サービス提供がない日、複数日の実施が希望。 

③ 福祉サービス事業所と医療機関の連携不足。 
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事業所ヒアリング結果４ 

 

事 業 種 別 居宅介護・重度訪問介護 

運 営 主 体 株式会社 

所 在 地 大阪市 

従 事 者 数 １９名 

サービス提供時間 ２４時間対応 

障がい児（者）への 

提供状況 

１名（者のみ） 

医療的ケア(胃ろう・気管切開)が必要な方であるが、医療的ケア

は、家族・訪問看護ステーションが対応。 

ヒアリング内容 ・従業者の平均年齢２０歳台。男性ヘルパーが多い事業所で、移

動支援事業も実施。 

・ヘルパー確保のために、無資格や新卒者も常勤者として採用し、

会社負担の資格取得も考えている。 

・障がい福祉サービスと介護保険サービスを半々で提供しいきた

いが、障がい者からの利用申し込みがない。相談支援事業所や

市に働きかけても、紹介がない。 

・区の事業所連絡会は、介護保険に関することが中心であり、地

域包括支援センターは、役所からの通達の場である。障がい者

支援の取り組みが盛んな他の区に出向き、情報交換を行ってい

る状況。 

・ヘルパーが課題を一人で抱え、精神的にまいり離職に至るケー

スがあるので、ヘルパーが交流できるシステムがあれば支える

ことができるのではないか。 

・訪問看護事業所と２週間に一回、家族には一月一回参加いただ

き、ケース会議を行っている。医療機関との連絡調整は、訪問

看護事業所が行っている。 

・ホームヘルパーの医療的ケアのサービス提供については、体系

的な研修を受けないと、リスクが高く行えない。 

・個別具体の医師からの指導のみでは対応できない。 

ヒアリング総括 ① 事業所自ら人材育成を図ることにより常勤スタッフの確保を
行っている。 

② 利用者への事業所情報の周知方法が機能しているか検証が必
要。 

③ 事業所・家族間でのケア会議を実施することにより適切なサー
ビス提供が行われている。 
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事業所ヒアリング結果５ 

 

事 業 種 別 居宅介護・重度訪問介護 

運 営 主 体 株式会社 

所 在 地 高槻市 

従 事 者 数 ５０名（常勤１８名） 

サービス提供時間 ２４時間対応 

障がい児（者）への 

提供状況 

１５３名（者１２３名 児３０名） 

児童３名が医療的ケア(吸引・経管栄養・在宅酸素)の必要な方であ

るが、家族・訪問看護ステーションが対応。 

ヒアリング内容 ・常勤ヘルパーが多い事業所で、行動援護や移動支援事業も実施。

（遠方利用者もあり） 

・利用者との信頼関係を構築するため、常勤ヘルパーの採用を積極

的に進めており、給与も高く設定している。 

・本体報酬と処遇改善交付金により、経営は維持できる。 

・いじめなどの理由で社会不信を抱いてしまうと、保護者が障がい

児を社会に出さない・福祉サービスを利用しないケースが、発生

する。保護者の、不安・不信を未然に防ぐための仕組みが必要。 

・医療的ケアと入浴介助は訪問看護事業所、身体介護は居 宅介護

事業所と連携・役割のもとサービス提供を行っている。 

・ひとり家庭の支給決定の判断が厳しすぎる市町村があり、サービ

スが必要と考えられる障がい児が利用をあきらめているケース

がある。 

・これまでの活動を通じての個人ネットワークを活用して、各種障

がい福祉サービス事業所と情報交換や連携を行っているが、自立

支援協議会など公的な場での連携が必要と考えている。 

ヒアリング総括 ① 雇用条件の配慮により、常勤スタッフを確保し、利用者に信頼
してもらえる支援体制を確保している。 

② 訪問看護事業所と役割分担することにより、利用者への最適な
サービスを提供している。 

③ 自立支援協議会など公的な場でのサービスネットワークが必
要。 
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事業所ヒアリング結果６ 

 

事 業 種 別 生活介護 

運 営 主 体 社会福祉法人 

所 在 地 交野市 

従 事 者 数 ６名 

サービス提供時間 午前９時から午後４時 月～金 

障がい児（者）への 

提供状況 

１２名（者のみ・平均４０歳程度） 

医療的ケア必要な利用者はいない。 

ヒアリング内容 ・さまざまな障がい程度の方へのサービス一体的に提供する方が

利用者にとっても望ましいと考えているが、施設が重心者対応

でないため、受け入れが出来ていない。 

・在宅の障がい者の家族は、食事や入浴サービスの提供を求めて

いるが、交野市では、デイサービスしかない。 

・障がい特性に応じた人員体制の確保が必要であり、現在も、ボ

ランティアの協力を得て運営している。重心者の受け入れには、

人員的な配慮が必要である。 

・消防法など他法令により、事業の展開が困難なケースが発生し

ている。 

・市の自立支援協議会に日中活動系サービス事業所連絡会部会を

設置し、事業所間の連携を図っている。（２カ月に一回）。ま

た、ヘルパー事業所連絡会（３カ月に一回）や地域移行部会も

設置されている。 

ヒアリング総括 ① 重心児者の受け入れを進めるためには、施設整備の充実が必要
である。 

② 日中活動系事業所に、食事・入浴サービス提供して欲しいとの
親のニーズがある。 

③ 地域の自立支援協議会内に、事業所連絡会が立ち上がりつつあ
る。 
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事業所ヒアリング結果７ 

 

事 業 種 別 生活介護 

運 営 主 体 社会福祉法人 

所 在 地 和泉市 

従 事 者 数 ２１名（うち常勤看護師１名） 

サービス提供時間 午前１０時から午後３時３０分 月～金 

障がい児（者）への 

提供状況 

４１名（者のみ） 

うち医療的ケア必要な利用者 １８～６４歳 １４名 

（吸引・吸入・経管栄養・パルスオキシメーター・浣腸） 

ヒアリング内容 ・常勤看護師を配置し、看護師が中心となって医療的ケアサービ

スを提供。 

・医療記録簿を作成し経過を記録するとともに、家族とも情報共

有することにより、適切な医療的ケアを提供。 

・医療的ケア提供に関する相談ができる体制（医療関係者の複数

配置・医療機関との密な連携）が必要である。 

・区分５以上の利用者が８割を超えており、人員配置が厳しい。

利用者の安全を確保するため、障がい特性に応じた班分けのも

とサービスを提供しており、医療的ケアが必要な利用者が所属

する班には、人員を重点的に配置している。 

・人員体制の確保など利用者の安全を確保できてから、入浴サー

ビスを提供する予定。 

・重心者の送迎は、短時間で終えることが出来るよう配慮してい

る。電動や大型の座位保持車椅子の利用者が乗降できる大型の

バスなどの設備の充実が必要である。 

・ヘルパーにも安心して医療的ケアに従事してもらうために、公

的機関の研修があれば参加したい。 

・利用者に適切なサービスを提供するため、必要に応じ、定期的

に（２カ月に一回程度）在宅福祉サービス事業所とのケース会

議を行っている。 

ヒアリング総括 ① 重心児者に適切なサービスを提供するためには、施設、設備・
人員体制の充実が必要である。 

② 常勤看護師を配置することにより、適切な医療的ケアが提供可
能となる。一方、複数配置や医療機関との連携体制の確立も求

められている。 

③ 他の福祉サービス事業所間における連携を行うことにより、利
用者に適切なサービスが提供できる。 

 

  



 

- 105 - 

事業所ヒアリング結果８ 

 

事 業 種 別 生活介護 

運 営 主 体 株式会社 

所 在 地 門真市 

従 事 者 数 ２５名（うち常勤看護師１名・非常勤看護師２名） 

サービス提供時間 午前８時から午後６時 月～金 

障がい児（者）への 

提供状況 

５４名（者のみ） 

うち医療的ケア必要な利用者 １８～６４歳 ８名 

（すべての医療的ケア） 

うち重心者の利用者 １８～６４歳 ４６名 

ヒアリング内容 ・指定管理者として、市施設内で事業実施。光熱水費用など大

幅に削減した。結果として、７期連続で黒字運営。 

・重心者を積極的に受け入れるため、基準配置以上に人員を確

保（１：１．７）している。また、継続的なサービスを提供

するため正職員を多く雇用しているが、その財源の確保に苦

慮している。 

・医療的ケアが必要な利用者に適切なケアを提供するために

は、区分６の報酬では不足している。 

・看護師を配置し、医療的ケアは、看護師が実施。介護職は医

療的ケアを行っていない。 

・通常の求人では看護師の確保が困難なため、人的な繋がりか

ら雇用に至っている。将来的には自社介護職員に看護師資格

を取得させることも考えている。 

・情報共有体制を強化するため、会社として残業代を負担し、

職員に月２回、２時間の研修受講を義務付けている。 

・利用者の緊急搬送時に事業所も同行することにより、医療機

関との関係構築に取り組んでいる。 

・任意団体の医療的ケアに関する研修会に参加することにより

ノウハウを習得するとともに、事業所として人形３体を購入

し、医師の指導のもと研修会を実施。 

・公的機関が直接ヘルパー個人に医療的ケア研修を実施するよ

りも、事業所に医療的ケア責任者を設置させるほうが、責任

体制がはっきりする。 

・安定的にサービスを提供していくためには、法制度の頻繁な

変更望ましくない。 

・事業所として適正なサービスを継続していくためには、法令

遵守を徹底し、いかに家族・利用者との信頼関係を築くかが

経営のポイント。 

（その他） 

・守口市においても生活介護を実施している。 

・約１００㎡のワンフロアで１４～１６名の利用者にサービス

を提供している。 

・どこに支援員がいても利用者の状況を確認できる環境であ

り、大型の福祉機材がない状況でも、機材の改造などの工夫

により支援を提供している。 
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ヒアリング総括 ① 重心児者に適切なサービスを提供するためには、人員体制
の充実が必要である。 

② 常勤看護師を配置することにより、介護職との役割分担を
明確化している。 

③ 事業所として研修を業務として位置付けることにより、ヒ
ヤリハットなど職員間の情報共有体制を確保している。 
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事業所ヒアリング結果９ 

 

事 業 種 別 訪問看護ステーション 

運 営 主 体 社会医療法人 

所 在 地 大阪市 

従 事 者 数 ９名（うち３名看護師） 

サービス提供時間 午前８時から午後６時 

サービス提供可能年齢 全年齢層 

障がい児（者）への 

提供状況 

１名（１８歳） 

ヒアリング内容 ・利用者１名に対し、看護師３名がケアに入っていた。 

・看護師が安心してケアできる環境づくりが必要。（一人で訪問

ケアをすることの精神的不安。家族対応・緊急時対応等） 

・看護師間の連携は問題ないが、居宅介護事業所ヘルパーとの連

携がうまくいかない。（本人の体調変化の引き継ぎなど） 

・一人暮らしの生活保護受給者であるため、利用者へのサービス

全体についての調整を看護師が行っている。 

・サービス全体の調整について、市のケースワーカーや、知り合

いの地域包括支援センターに相談したが、答えが出ず、結果と

して看護師が調整することとなった。 

・利用できるサービスの種類は多いが、サービスの利用調整・相

談機能がない。 

ヒアリング総括 ① 利用者へのサービス全体の提供調整機能の不足 

② 医療・福祉等サービス間の調整機能の不足 
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事業所ヒアリング結果１０ 

 

事 業 種 別 訪問看護ステーション 

運 営 主 体 社会医療法人 

所 在 地 大阪市 

従 事 者 数 １２名（うち８名看護師） 

サービス提供時間 午前８時から午後５時（月～土）緊急時には 24時間対応 

サービス提供可能年齢 全年齢層 

障がい児（者）への 

提供状況 

３名（０歳 １名 １～６歳 ２名） 

ヒアリング内容 ・時間外に対応した場合、本人負担が大きくなるので利用をため

らう利用者が多い。しかし、児に緊急を要する事態が発生した

場合、保護者が救急車を利用し病院へ搬送している実態があり、

時間外利用の実績はない。 

・人工呼吸器を装着した乳児の場合、一人体制では、リスクが高

いので二人体制でケアにあたっている。しかし、週一回しか加

算対象とならないため、無償で対応しているのが実態。 

・病院系列の事業所であることから、ＮＩＣＵ看護師の応援を得

て利用者のケアに当たることもある。技術の伝達を受けるなど

のメリットもあるが、応援者の報酬の対象とならないため、無

償となってしまう。 

・気管切開の場合、週 3回の訪問では、親に負担がかかりすぎる。 

・幼児へのケアを行うためには高度な技術が必要となるため、看

護師への研修体制の充実が重要。しかしながら、受講中の人員

不足・収入の欠損が課題。 

・事業所としては、さまざまな加算措置はありがたいが、利用者

にとっては負担が増えることになり困惑。 

・看護師とヘルパーがペアを組み、一体的にケアを行うことも一

つの考え方ではないか。 

・学校に看護師配置は行われているが、人手不足から親も同伴登

校せざる得ないケースもある。訪問看護の対象とすべきでない

か。 

・利用者が多く、緊急対応も求められるなかで、駐車禁止除外の

手続きが煩雑すぎる。 

ヒアリング総括 ① リスクが高いケアの場合へのヘッジの方法（複数対応・報酬体
制） 

② 医療機関・福祉等サービス間の調整機能のあり方 

③ 研修のあり方 
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調 査 票 
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 ■記入年月日  ２０１０年（平成２２年）１０月   日    

       

 ■この調査票は、どなたが記入されますか。      

 １． ご本人  

 ２． 家族、介護者（ご本人に聞いて代わりに記入） 

 ３． 家族、介護者（ご本人の意見が確認できにくいため家族等の考えで記入） 

 ４． その他（ご本人との関係：            ） 

 

問１ ご本人がお住まいの市町村名を記入してください。（      ）市・町・村  

 

問２ ご本人の性別を○で囲んでください。 （ 男 ・ 女 ） 

 

問３ ご本人の年齢を記入してください。 年齢（       ）歳 

 

問４ ご本人の主病名（病院で診断された障がいの原因となった病名）を記入してください。不明・わ

からない場合は、２に○をしてください。    

    １．主病名（                             ） 

    ２．不明・わからない 

 

問５ ご本人がお持ちの障がい者手帳と等級を記入してください。 

１． 身体障がい者手帳      等級（    ）級 ・ なし 

 （内容）ｱ．上肢機能  ｲ．下肢機能  ｳ．体幹機能  ｴ．脳原性運動機能 

２． 療育手帳       A  ・  B1  ・  B2  ・  なし 

３． 精神保健福祉手帳   1級 ・  2級  ・  3級  ・ なし 

問６ 障がい者自立支援法による障がい程度区分について、該当するものに○をしてください。 

障がい程度区分  

（ １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ 非該当 ・ 未実施  ）  

重症心身障がい児（者）生活実態調査票 

◆障がい児（者）本人の基礎的な情報についてお聞きします。 
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問７ 同居されているご家族の構成をお聞きします。 

あてはまるもの全てを○で囲んでください。 

１． 父 

２． 母 

３． 兄弟姉妹 

４． 祖父 

５． 祖母 

６． ひとり暮らし 

７． ケアホーム 

８． その他（具体的に                 ） 

 

問８ 介護・看護に当たっておられる方はどなたですか。あてはまるものに全て○をつけてください。 

また、主に介護・看護に当たられている方、お一人に○をつけてください。 

  介護・看護者 主な介護・看護者 

１ 父   

２ 母   

３ 兄弟姉妹   

４ 祖父   

５ 祖母   

６ 
その他（具体的に） 

（        ） 

  

 

問９ 問８の介護・看護者から支援を受けるようになって何年経過していますか。 

    （    年   か月） 

 

問10 主に医療的ケア等を担っている方が、何らかの理由によりケアをできない場合、代わりにケアを

依頼できる方がおられますか。 

あてはまるものすべてに○を付けてください。 

１． 同居の家族（父・母・兄弟姉妹・祖父母など） 

２． 別居の親族（兄弟姉妹・祖父母など） 

３． 別居の親族（おじ・おばなど） 

４． 訪問看護師に依頼している。 

５． ホームヘルパーに依頼している。 

６． 短期入所（ショートステイ）を利用している。 

７． 知り合いに依頼している。 

８． 代わってもらえる方がいない。 

９． その他（具体的に                  ） 
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問11 ご本人は、平日の昼間は主にどこで過ごされていますか。最もあてはまるもの1つに○をつけて

ください。 

１． 家庭 

２． 保育所・幼稚園 

３． 普通学校（ ｱ．小学校  ｲ．中学校  ｳ．高校 ） 

４． 支援学校（ ｱ．小学部  ｲ．中等部  ｳ．高等部 ） 

５． 障がい児通園施設・児童デイサービス事業所 

６． 重症心身障がい児（者）通園事業所  

７． 障がい者通所施設・生活介護・就労継続支援等通所施設 

８． その他（具体的に                 ） 

 

 

 

問12 ご本人に日頃から実施している医療的ケアの内容と頻度をお答えください。 

あてはまるもの全てに○をしてください。また、その頻度を記入してください。  

１． 吸 引    （ ｱ．口・鼻腔内  ｲ．気管内 ） 

⇒ 頻度  ６回未満／日    ６回以上／日    １回以上／時間 

２． 吸 入 

⇒ 頻度  ６回未満／日    ６回以上／日    継続使用 

３． 経管栄養  （ ｱ．経鼻栄養  ｲ．胃ろう  ｳ．腸ろう ） 

⇒ 頻度      回／日     常時 

４． 中心静脈栄養(IVH) （ ｱ．カテーテル  ｲ．ポート ） 

⇒ 頻度      回／日     常時 

５． 導 尿  （ ｱ．自己導尿  ｲ．留置カテーテル） 

⇒ 頻度  ３回未満／日    ３回以上／日 

６． 在宅酸素(HOT） 

７． パルスオキシメーター（SpO２モニター） 

８． 気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 

⇒ 頻度      回／日 

９． 人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理  

10． 服薬管理      

11． その他（                              ） 

⇒ 頻度      回／日 

◆医療的ケアの内容についてお聞きします。 
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問13 平成２２年９月の１か月間において、利用されたサービス内容をお聞きします。 

あてはまるサービスついて、実際のサービスの利用状況とあなたが利用を希望されるサービス量

を記入してください。 

 

問14 公的なサービス以外に利用されているサービス（ボランティア等）を利用されている場合は、そ

のサービスの内容と利用頻度を記入してください。 

１．ファミリーサポートセンター ⇒ 1か月あたり  回、1か月あたり  時間 

２．認可外保育所        ⇒ 1か月あたり  回、1か月あたり  時間 

３．その他（具体的に）（                   ） 

⇒ 1か月あたり  回、1か月あたり  時間 

区 分 実際の利用状況 利用希望 

居宅介護 

(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ) 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

重度訪問介護 
１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

行動援護 
１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

重度障がい者等 

包括支援 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

生活介護 
１か月あたり 

日 

１か月あたり 

日 

児童デイ 
１か月あたり 

日 

１か月あたり 

日 

重症心身障がい児

（者）通園事業 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

日 

短期入所 

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

日 

移動支援 

(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ) 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

訪問看護 
１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

訪問リハビリ 
１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

医療機関受診 
１か月あたり 

日 

１か月あたり 

日 

その他 

（     ） 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 

１か月あたり 

時間 

１か月あたり 

日 
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問15 日々、看護・介護に当たっておられるご家族の方にお聞きします。ご本人にどのようなサービス

やシステムがあれば（充実すれば）、安心ですか。あてはまるもの全てに○をつけるとともに、

その優先順位を記入してください。 

 

 順位 ｻｰﾋﾞｽ名等 必要とされる内容 

１ 

 

短期入所 

ｱ. 短期入所事業所の増 

ｲ. 医療的ケアに対応できる知識、技術の向上 

ｳ. 医療的ケアに対応できる設備の充実 

ｴ. 医療機関による短期入所の実施 

ｵ. その他（                     ） 

２ 

 

訪問看護 

ｱ. 利用料の軽減 

ｲ. 利用できる回数の増 

ｳ. １回あたりの時間数の増 

ｴ. ０歳児も利用できる訪問看護事業所の増 

ｵ. 早朝や夜間も利用できる訪問看護事業所の増 

ｶ. その他（                     ） 

３ 

 

ホームヘルプ 

ｱ. ヘルパーにも医療的ケアを認めて欲しい 

ｲ. ヘルパーの知識、技術の向上 

ｳ. 早朝、夜間も利用できる事業所の増 

ｴ. 休日、祝日も利用できる事業所の増 

ｵ. 入院中も利用できるヘルパー制度の創設 

ｶ. その他（                     ） 

４ 

 

重症心身障が

い児（者）通

園事業 

ｱ. 実施箇所数の増 

ｲ. 利用定員の増 

ｳ. 利用回数の増 

ｴ. 送迎の充実 

ｵ. 医療的ケアの充実 

ｶ. その他（                     ） 

５ 

 

生活介護 

ｱ. 生活介護事業所の増 

ｲ. 医療的ケアに対応できる知識、技術の向上 

ｳ. 医療的ケアに対応できる設備の充実 

ｴ. 利用回数の増 

ｵ. 送迎の充実 

ｶ. その他（                     ） 

６ 

 

相談支援 

ｱ. 重症心身障がいを理解し、相談にのってくれる相談支援事業所の増 

ｲ. 日中活動等サービス利用の調整をしてくれる相談支援事業所の増 

ｳ. その他（                     ） 
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 順位 ｻｰﾋﾞｽ名等 必要とされる内容 

７ 

 

医療機関 

ｱ. 訪問診療してくれる医療機関の増 

ｲ. 気軽に利用できる診療所の増 

ｳ. 重症心身障がい児（者）を診察してくれる専門医の増 

ｴ. 医療機関でのレスパイト入院 

ｵ. その他（                     ） 

８ 

 

重症心身障が

い児施設 

ｱ. 施設の新設 

ｲ. 生活施設としてのサービス内容の充実 

ｳ. 地域からの相談にも応じて欲しい 

ｴ. 施設から看護師やヘルパーを派遣して欲しい 

ｵ. その他（                     ） 

９ 

 

ケアホーム 

ｱ. 医療的ケアに対応できるケアホームの制度化 

ｲ. 低料金で利用できるケアホームの制度化 

ｳ. その他（                     ） 

10 
 その他 

(     ) 
（                          ） 

 

問16 その他、重症心身障がい児（者）の方々が地域で暮らしていく上で、困っていることや心配なこ

となどお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 
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■記入年月日  ２０１０年（平成２２年） １０月   日 

 

 

 

 

問１ 事業種別は何ですか。該当するものに○をつけてください。 

     

１．居宅介護     ２．重度訪問介護   ３．児童デイサービス 

   ４．短期入所     ５．療養介護     ６．生活介護 

   ７．重度障がい者等包括支援     ８．重症心身障がい児（者）通園事業 

９．重症心身障がい児施設 

 

問２ 事業所の運営主体は何ですか。あてはまるものに○をつけてください。 

     

１．社会福祉法人   ２．財団法人  ３．特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

   ４．株式会社     ５．有限会社  ６．医療法人 

   ７．その他（具体的に            ） 

 

問３  事業の指定年月と事業所の所在市町村名並びに営業範囲をお答えください。  

 

    １．指定年月    平成   年   月 

    ２．所在市町村名        市・町・村 

    ３．営業範囲（市町村名） 

 

医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者） 

福祉サービス利用状況調査 

◆事業所の基礎的な情報についてお聞きします。 
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問４ 事業所の職員体制（実人員）についてお答えください。  

        （単位：人） 

職   名 常 勤 非常勤 計 

管理者       

サービス提供（管理）責任者      

従業者 

ホームヘルパー       

医師       

看護師    

准看護師    

生活支援員    

理学療法士    

作業療法士    

指導員    

保育士    

生活支援員    

その他       

計       

 

問５ サービスを利用する契約者数（措置人数も含む）を記入してください。 

 

１． 障がい児          名 

   ２．障がい者          名 

 

問６ 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方々へのサービス提供は可能ですか。 

あてはまるものに○をつけてください。 

 

    １．利用は可能。      ２．利用はできない。 

 

 問１６に進んでください。 

      問７へ進んでください。 

 

問７ サービス提供が可能な時間について、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

    １．午前６時～午前８時（早朝）   ２．午前８時～午後６時（日中） 

    ３．午後６時～午後１０時（夜間）  ４．午後１０時～午前６時（深夜） 

 

問８ 医療的ケアが必要な障がい児（者）を初めて受け入れされてから、どれくらい経過して

いますか。 

      年   か月経過      
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問９ 提供可能な医療的ケアの内容は何ですか。あてはまるものすべてに○を付けてください。 

１． 吸 引    （ ｱ．口・鼻腔内  ｲ．気管内 ） 

２． 吸 入 

３． 経管栄養  （ ｱ．経鼻栄養  ｲ．胃ろう  ｳ．腸ろう ）  

４． 中心静脈栄養(IVH) （ ｱ．カテーテル  ｲ．ポート ） 

５． 導 尿  （ ｱ．自己導尿  ｲ．留置カテーテル） 

６． 在宅酸素(HOT） 

７． パルスオキシメーター（SpO２モニター）                          

８． 気管切開部の管理 

９． 人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理 

１０．服薬管理 

１１．その他 （                     ）    

 

問10 利用している医療的ケアが必要な障がい児（者）の年齢層別利用者数をお答えください。 

 

年齢区分 利用者数 

０歳（乳児）   

１歳～６歳（幼児）  

７歳～１７歳  

１８歳～３９歳  

４０歳～６４歳   

計   

 

問11 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方についてお聞きします。 

医療的ケアが必要な障がい児（者）の方の主病名（病院で診断された障がいの原因とな

った病名）と利用人数をお答えください。 

 

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）  

 病名（                        ）⇒（   名） 

 病名（                        ）⇒（   名） 

 病名（       不 明 ・ わからない      ）⇒（   名） 
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問12 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方がお持ちの障がい者手帳と等級をお答えくださ

い。 

 

手帳種別 身体障がい者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳 

等 級 

区 分 

１ 

級 

２ 

級 

な 

し 

不

明 

Ａ Ｂ 

１ 

Ｂ 

２ 

な 

し 

不

明 

１ 

級 

２ 

級 

３ 

級 

な 

し 

不

明 

障がい 

児 数 

              

障がい 

者 数 

              

 

問13 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方について、障がい者自立支援法による障がい程

度区分について、あてはまる区分毎に人数を記入してください。 

 

障がい程度区分 障がい児数 障がい者数 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

非該当     

不明若しくは未判定     

合 計     

 

問14 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方に提供しているサービスの内容と利用者数を記

入してください。 

 

医療的ケアの内容 障がい児数 障がい者数 

吸  引 
口・鼻腔内 

 

  

 

気管内    

吸  入    

経管栄養 

経鼻栄養    

胃ろう    

腸ろう    

中心静脈栄養 

（ＩＶＨ） 

カテーテル    

ポート    

導  尿 
自己導尿    

留置カテーテル    

在宅酸素（ＨＯＴ）    

パルスオキシメーター（SpO2）    

気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等）    
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人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理    

服薬管理    

その他 

（具体的に            ） 
  

 

問15 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方の利用について、課題となっている内容は何で

すか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１． ヘルパーが身体介助の提供時に医療的ケアが必要なときがあり、対応せざるを得な

いが、報酬を請求できない。 

  ２． ヘルパーが医療的ケアを実施せざるを得ない状況があるが、事故等が発生しないか

心配。 

  ３． 看護師資格を持つヘルパーを雇用したいが、求職者がない。 

  ４． 医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受け

入れできる障がい児（者）数を制限せざるを得ない。 

  ５． 現に配置している看護師に多大の負担がかかっているが、新たに看護師を確保する

ことが困難。 

  ６． 利用者が急変した場合に、受け入れてくれる地域医療機関が少なく、何かあった場

合のことが不安。 

  ７． 保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。また苦情対応に困っている。 

  ８． 提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申し込みに対応できない

場合がある。 

  ９． 受け入れ範囲を拡大するためには、設備改修が必要となるが、資金がない。 

10． その他（具体的に                       ） 

 

問16 問６で医療的ケアが必要な障がい児（者）の方がサービスを「利用はできない」と答え

られた事業所にお聞きします。利用できない理由は何ですか。あてはまるものすべてに○

をつけてください。 

  １． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体介護の経験がないため。 

  ２． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体介護は大きなリスクを伴うため。 

  ３． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の身体介護の報酬が低すぎるため。 

  ４． 医療的ケアを担う看護師の確保ができないため。 

  ５． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護の経験がないため。 

  ６． 事業所として医療的ケアが必要な障がい児（者）を利用対象としていないため。 

７． 医療的ケアを実施するために設備改修が必要なため。 

  ８． 保護者が求める看護（介護）ニーズに応えられないため。 

９． その他（具体的に                         ） 
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問17 すべての事業所にお聞きします。医療的ケアが必要な障がい児（者）の方々が地域で安

心して生活を送れるようにするために、どういった点を改善する必要があるとお考えで

すか。あてはまるものすべてに○を付けてください。 

 

  １． 医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等を改善すべき。 

  ２． 介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研

修システムの構築をすべき。 

  ３． 一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき。 

  ４． 圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護、短期入所、移動支援、相談支援等

の機能を備えた施設の整備をすべき。 

  ５． その他（具体的に） 

 

 

 

 

お願い  

 

今回ご協力いただきました調査にあわせて、いくつかの障がい福祉サービス事業所様にヒアリ

ングを実施したいと考えております。（１１月頃目処）可能でありましたら、下記項目につい

てお教えいただければ幸いです。 

 

事業所名                      

ご住所                       

ご連絡先                      

ご担当者名                     

 

 

 

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 
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■記入年月日  ２０１０年（平成２２年） １０月   日 

 

 

 

問1 事業所の運営主体は何ですか。該当するものに○をつけてください。 

     

１．社会福祉法人   ２．財団法人  ３．特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

   ４．株式会社     ５．有限会社  ６．医療法人 

   ７．その他（具体的に            ） 

 

問２  事業の指定年月と事業所の所在市町村名並びに営業範囲をお答えください。  

 

    １．指定年月    平成   年   月 

    ２．所在市町村名        市・町・村 

    ３．営業範囲（市町村名） 

 

 

問３ 事業所の職員体制についてお答えください。  

         （単位：人） 

 

  

職   名 常 勤 非常勤 計 常勤換算 

管理者        

従業者 

保健師        

助産師        

看護師        

准看護師     

理学療法士        

作業療法士     

言語療法士     

その他     

計        

医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者） 

訪問看護サービス利用状況調査票 

◆事業所の基礎的な情報についてお聞きします。 
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問４ 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方へのサービス提供は可能ですか。 

あてはまるものに○をつけてください。 

 

      １．利用は可能。      ２．利用はできない。 

 

   問１５に進んでください。 

      問５へ進んでください。 

 

問５ サービス提供が可能な時間について、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

    １．午前６時～午前８時（早朝）   ２．午前８時～午後６時（日中） 

    ３．午後６時～午後１０時（夜間）  ４．午後１０時～午前６時（深夜） 

 

問６ サービス提供が可能な年齢層をお教えください。あてはまるものすべてに○を付けてく

ださい。 

 

１．０歳（乳児）   ２．１歳～６歳（幼児）  ３．７歳～１７歳 

   ４．１８歳～３９歳  ５．４０歳～６４歳 

 

問７ 医療的ケアが必要な障がい児（者）を初めて受け入れされてから、どれくらい経過して

いますか。 

 

      年   か月経過      

 

問８ 提供可能な医療的ケアの内容は何ですか。あてはまるものすべてに○を付けてください。 

１． 吸 引    （ ｱ．口・鼻腔内  ｲ．気管内 ） 

２． 吸 入 

３． 経管栄養  （ ｱ．経鼻栄養  ｲ．胃ろう  ｳ．腸ろう ）  

４． 中心静脈栄養(IVH) （ ｱ．カテーテル  ｲ．ポート ） 

５． 導 尿  （ ｱ．自己導尿  ｲ．留置カテーテル） 

６． 在宅酸素(HOT） 

７． パルスオキシメーター（SpO２モニター）                          

８． 気管切開部の管理 

９． 人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理 

１０．服薬管理 

１１．リハビリテーション 

１２．身体介護 （ ｱ．入浴介助  ｲ．排泄介助  ｳ．食事介助 ） 

１３．その他 （                     ）    
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問９ 利用している医療的ケアが必要な障がい児（者）の年齢層別利用者数をお答えください。 

 

年齢区分 利用者数 

０歳（乳児）   

１歳～６歳（幼児）  

７歳～１７歳  

１８歳～３９歳  

４０歳～６４歳   

計   

 

問10 利用している医療的ケアが必要な障がい児（者）についてお聞きします。 

   医療的ケアが必要な障がい児（者）の方の主病名（病院で診断された障がいの原因とな

った病名）と利用人数をお答えください。 

 

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）   

    病名（                        ）⇒（   名）   

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）  

 病名（      不明・わからない          ）⇒（   名）  

 

問11 利用する医療的ケアが必要な障がい児（者）の方々がお持ちの障がい者手帳と等級をお

答えください。 

 

手帳種別 身体障がい者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳 

等 級 

区 分 

１ 

級 

２ 

級 

な 

し 

不

明 

Ａ Ｂ 

１ 

Ｂ 

２ 

な 

し 

不

明 

１ 

級 

２ 

級 

３ 

級 

な 

し 

不

明 

障がい 

児 数 

              

障がい 

者 数 
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問12 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方について、障がい者自立支援法による障がい程

度区分について、あてはまる区分毎に人数を記入してください。 

 

障がい程度区分 障がい児数 障がい者数 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

非該当     

不明若しくは未判定     

合 計     

 

問13 利用する医療的ケアが必要な障がい児（者）の方に提供しているサービスの内容と利用

者数を記入してください。 

 

医療的ケアの内容 障がい児数 障がい者数 

吸  引 
口・鼻腔内    

気管内    

吸  入    

経管栄養 

経鼻栄養    

胃ろう    

腸ろう    

中心静脈栄養 

（ＩＶＨ） 

カテーテル    

ポート    

導  尿 
自己導尿    

留置カテーテル    

在宅酸素（ＨＯＴ）    

パルスオキシメーター（SpO2）    

気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等）    

人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理    

服薬管理    

リハビリテーション   

 

身体介護 

 

入浴介助     

排泄介助   

食事介助   

そ の 他  
 

 

（具体的に         ） 
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問14 医療的ケアが必要な障がい児（者）の方の利用について、課題となっている内容は何で

すか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

  １． サービスの提供に必要な看護師の人数と質の確保が困難。 

  ２． 保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。保護者の苦情対応に困って

いる。 

  ３． 提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申し込みに対応できない

場合がある。 

   ４． その他（具体的に                          ） 

 

問15 問４で医療的ケアが必要な障がい児（者）の方がサービスを「利用はできない」と答え

られた事業所にお聞きします。利用できない理由は何ですか。あてはまるものすべてに○

をつけてください。 

 

  １． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の保護者の求める水準が高すぎて答えられない

ため。 

  ２． 医療的ケアが必要な障がい児（者）の看護に経験がないため。 

  ３． 事業所として医療的ケアが必要な障がい児（者）を利用対象としていないため。 

  ４． 保護者が求める看護（介護）ニーズに応えられないため。 

５． その他（具体的に                         ） 

 

問16 すべての事業所にお聞きします。医療的ケアが必要な障がい児（者）の方が地域で安心

して生活を送れるようにするために、どういった点を改善する必要があるとお考えですか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

  １． 医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等を改善すべき。 

  ２． 介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した研

修システムの構築をすべき。 

  ３． 一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき。 

  ４． 圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護、短期入所、移動支援、相談支援等

の機能を備えた施設の整備をすべき。 

  ５． その他（具体的に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページもご覧ください 

  

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 
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お願い  

 

今回ご協力いただきました調査にあわせて、いくつかの訪問看護事業所様にヒアリングを実施

したいと考えております。（１１月頃目処）可能でありましたら、下記項目についてお教えいた

だければ幸いです。 

事業所名                      

ご住所                       

ご連絡先                      
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 ■記入年月日  ２０１０年（平成２２年） １０月   日 

 

 

 

問2 ケアホームの運営主体は何ですか。あてはまるものに○をつけてください。 

     

１．社会福祉法人   ２．財団法人  ３．特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

   ４．株式会社     ５．有限会社  ６．医療法人 

   ７．その他（具体的に            ） 

 

問２  事業の指定年月とケアホームの所在市町村名をお答えください。  

 

    １．指定年月    平成   年   月 

    ２．所在市町村名        市・町・村 

 

問３ ケアホームの職員体制（実人員）についてお答えください。 

 

職  名 常 勤 非常勤 計 

管理者       

サービス提供（管理）責任者       

従業者 

世話人       

生活支援員       

その他       

計       

 

問４ サービスを利用する契約者数とそのうち医療的ケアを提供されている人数を記入して

ください。 

 

    1．利用者    名  （うち医療的ケアを提供されている人数    名） 

 

問５ 医療的ケアが必要な障がい者の方を初めて受け入れされてから、どれくらい経過して

いますか。 

 

      年   か月経過      

 

  

医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者） 

ケアホーム利用状況調査票 

◆ケアホームの基礎的な情報についてお聞きします。 
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問６ 医療的ケアが必要な障がい者の方は、現在、生活保護を受給されていますか。 

     

     １．受給している       ２．受給していない 

 

 問８に進んでください。 

      問７に進んでください。 

 

問７ 受給されている生活保護の扶助の種類は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけ

てください。 

 

   １．生活扶助    ２．住宅扶助    ３．医療扶助    ４．介助扶助 

 

問８ 提供可能な医療的ケアの内容は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてくださ

い。 

１． 吸 引    （ ｱ．口・鼻腔内  ｲ．気管内 ） 

２． 吸 入 

３． 経管栄養  （ ｱ．経鼻栄養  ｲ．胃ろう  ｳ．腸ろう ）  

４． 中心静脈栄養(IVH) （ ｱ．カテーテル  ｲ．ポート ） 

５． 導 尿  （ ｱ．自己導尿  ｲ．留置カテーテル） 

６． 在宅酸素(HOT） 

７． パルスオキシメーター（SpO２モニター）                          

８． 気管切開部の管理 

９． 人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理 

１０． 服薬管理 

１１． その他 （                     ）    

                        

問９ 医療的ケアが必要な障がい者の方の年齢層別利用者数をお答えください。 

 

年齢区分 利用者数 

１８歳～３９歳   

４０歳～６４歳   

計   

 

問 10 医療的ケアが必要な障がい者についてお聞きします。 

医療的ケアが必要な障がい者の方の主病名（病院で診断された障がいの原因となった

病名）と利用人数をお答えください。 

 

    病名（                        ）⇒（   名）  

    病名（                        ）⇒（   名）  

 病名（      不明・わからない          ）⇒（   名）  
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問 11 医療的ケアが必要な障がい者の方がお持ちの障がい者手帳と等級をお答えください。 

 

手帳種別 身体障がい者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳 

等 級 

区 分 

１ 

級 

２ 

級 

な 

し 

不

明 

Ａ Ｂ 

１ 

Ｂ 

２ 

な 

し 

不

明 

１ 

級 

２ 

級 

３ 

級 

な 

し 

不

明 

障がい 

者 数 

              

 

問 12 医療的ケアが必要な障がい者の方について、障がい者自立支援法による障がい程度区

分が市町村により既に実施されている場合は、該当する区分毎に人数を記入してくださ

い。 

 

障がい程度区分 ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

障がい者数       

 

問 13 医療的ケアが必要な障がい者の方に提供しているサービスの内容と利用者数を記入し

てください。 

 

医療的ケアの内容 障がい者数 

吸  引 
口・鼻腔内   

気管内   

吸  入   

経管栄養 

経鼻栄養   

胃ろう   

腸ろう   

中心静脈栄養 

（ＩＶＨ） 

カテーテル   

ポート   

導  尿 
自己導尿   

留置カテーテル   

在宅酸素（ＨＯＴ）   

パルスオキシメーター（SpO2）   

気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等）   

人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理   

服薬管理   

そ の 他   
  

（具体的に           ） 
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問 14 医療的ケアが必要な障がい者の方の利用について、課題となっている内容は何ですか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

  １． 支援員等が身体介助の提供時に医療的ケアが必要なときがあり、対応せざるを得

ないが、報酬を請求できない。 

  ２． 支援員等が医療的ケアを実施せざるを得ない状況があるが、事故等が発生しない

か心配。 

  ３． 看護師資格を持つ支援員等を雇用したいが、求職者がない。 

  ４． 医療的ケアに従事できる職員は看護師に限定されており、看護師の配置数から受

け入れできる障がい者数を制限せざるを得ない。 

  ５． 現に配置している看護師に多大の負担がかかっているが、新たに看護師を確保す

ることが困難。 

  ６． 利用者が急変した場合に、受け入れてくれる地域医療機関が少なく、何かあった

場合のことが不安。 

  ７． 保護者の方が求める水準どおりにサービス提供が困難。また苦情対応に困ってい

る。 

  ８． 提供できる医療的ケアの内容が限定されているため、利用申し込みに対応できな

い場合がある。 

  ９． 受け入れ範囲を拡大するためには、設備改修が必要となるが、資金がない。 

  10． ケアホームの人員配置基準では、適切な支援を提供できない。 

11． ケアホームの国報酬基準では、適切な支援を提供できない。  

12． その他（具体的に                       ） 

 

問 15 医療的ケアが必要な障がい者の方々が地域で安心して生活を送れるようにするために、   

どういった点を改善する必要があるとお考えですか。 

あてはまるもの全てに○をつけてください。 

 

  １． 医療的ケアに従事する看護師を安定的に確保できるよう報酬基準等を改善すべき。 

  ２． 介護職員にも医療的ケアが実施できるよう範囲を拡大（規制緩和）し、充実した

研修システムの構築をすべき。 

  ３． 一定の圏域内に緊急時に対応可能な地域医療機関を確保すべき。 

  ４． 圏域内に医療・訪問看護・通園事業・居宅介護、短期入所、移動支援、相談支援

等の機能を備えた施設の整備をすべき。 

  ５． その他（具体的に              ） 

 

 

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 
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お願い  

 

今回ご協力いただきました調査にあわせて、いくつかのケアホーム様にヒアリングを実施し

たいと考えております。（１１月頃目処）可能でありましたら、下記項目についてお教えいた

だければ幸いです。 

 

ケアホーム名                    

ご住所                       

ご連絡先                      

ご担当者名                     
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2010年（H22年）10月 

大 阪 府 福 祉 部 

 

 ■記入年月日  ２０１０年（平成２２年）１０月   日 

 

問１ ご本人の性別を○で囲んでください。       （ 男 ・ 女 ） 

問２ ご本人の年齢を記入してください。         年齢（       ）歳     

問３ ご本人の入所された時期を記入してください。 

問４ ご本人の主病名（病院で診断された障がいの原因となった病名）を記入してください。 

   不明・わからない場合は、２に○をしてください。 

    １．主病名（                             ） 

    ２．不明・わからない 

問５ ご本人がお持ちの障がい者手帳と等級を記入してください。 

    １． 身体障がい者手帳      等級（    ）級 ・ なし ・ 不明 

（内容）  

 ｱ．上肢機能  ｲ．下肢機能  ｳ．体幹機能 

    ２． 療育手帳         等級（    ）級 ・ なし ・ 不明 

    ３． 精神保健福祉手帳     等級（    ）級 ・ なし ・ 不明 

問６ ご本人に日頃から提供している医療的ケアの内容と頻度をお答えください。 

   該当するもの全てに○をしてください。 

    また、その頻度を記入してください。 

１． 吸 引    （ ｱ．口・鼻腔内  ｲ．気管内 ） 

⇒ 頻度  ６回未満／日    ６回以上／日    １回以上／時間 

２． 吸 入 

⇒ 頻度  ６回未満／日    ６回以上／日    継続使用 

３． 経管栄養  （ ｱ．経鼻栄養  ｲ．胃ろう  ｳ．腸ろう ）  

⇒ 頻度     回／日     常時 

４． 中心静脈栄養(IVH) （ ｱ．カテーテル  ｲ．ポート ） 

⇒ 頻度     回／日     常時 

５． 導 尿   （ ｱ．自己導尿  ｲ．留置カテーテル） 

施設入所者状況調査票 

《お答えにあたってのお願い》 
 ■ この調査は、重症心身障がい児施設に入所しておられる１８歳以上の障がい者の方々が、 
  安心して生活するために必要とされる支援策のあり方を検討する基礎資料とするために実施 
  するものです。 
  回答は、個々の障がい者の状況等を最も把握されている支援者が回答してください。 
  回答いただいた内容については、検討資料以外に使うことはありません。 
  お忙しい中申し訳ありませんが、以下の手順で各質問にお答えくださいますよう御協力を 
  お願いいたします。 
 ○この調査票の調査項目については、施設職員が調査対象の入所者（１８歳以上）おひとり 
  おひとりの状態についてお答えくださいますようお願いいたします。 
  ○回答基準日は、平成２２年１０月１日現在でお願いします。 
 ○回答は、問の番号順に、質問ごとに用意してある答えの中から、あてはまる番号を○で 
  囲むか、空欄に記入していただく形式です。 
 ○回答によっては、次の質問を飛ばしていくところがあります。その場合には、矢印等に 
  従って進んでください。 
 ○回答欄で「その他」を選んだ場合は、（   ）内に具体的に記入してください。   
  

◆入所者本人の基礎的な情報についてお聞きします。 
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⇒ 頻度  ３回未満／日    ３回以上／日 

６． 在宅酸素(HOT） 

７． パルスオキシメーター（SpO２モニター）                           

８． 気管切開部の管理（ガーゼ交換、消毒等） 

⇒ 頻度      回／日 

９． 人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理 

１０． 服薬管理 

１１． その他（                                ） 

⇒ 頻度      回／日 

 

問 7 個別支援計画の作成にあたって、どのように作成しましたか。（○は一つ） 

    １． ご本人に希望を聞いて作成した 

    ２． ご家族に希望を聞いて作成した 

    ３． 計画策定会議で作成し、ご本人に説明の上、同意を得て作成した 

    ４． 計画策定会議で作成し、ご家族に説明の上、同意を得て作成した 

    ５． いずれにも該当しない 

問 8 策定された計画に地域移行に向けた支援内容が明記されていますか。（○は一つ） 

    １． 明記されている   ２． 明記されていない  ３．どちらともいえない 

 

問 9 地域移行に向けた支援をするに至ったきっかけは何でしたか。 

   該当するもの全てに○をつけてください。 

    １． ご本人が希望した 

    ２． ご家族が希望した 

    ３． 職員からの勧め 

    ４． その他（具体的に                            ） 

問 10 地域移行に関するご家族の反応はどうでしたか。（○は一つ） 

    １． 賛成している 

    ２． はじめは反対していたが、後に賛成になった（理由：             ） 

    ３． 反対している（理由：                           ） 

問 11 地域移行に向けてご本人に対してどのような取り組みをされて（されようとして）いますか。 

    該当するものに全て○をつけてください。 

    １． 施設から外出して買い物などをする機会を設定 

    ２． 地域で生活している障がい者の様子を収録したビデオを見るなど情報提供 

    ３． 地域生活をしている重症心身障がい者との交流の機会を設定 

    ４． ケアホームの見学や体験入居の利用 

    ５． 特に何もしていない 

    ６． その他（                                  ） 

問 12  地域移行に向けてご家族に対してどのような取り組みをされていますか。 

   該当するものに全て○をつけてください。 

    １． 地域移行についての情報提供 

    ２． ケアホームの見学 

    ３． ご家族を交えてのケア会議 

    ４． 特に何もしていない 

    ５． その他（                                  ） 

問 13 地域移行後、ご本人の希望する生活の場について該当するものに○をつけてください。 

    ご本人の意向が明確でない場合は、支援者として、ご本人やご家族の状況を踏まえ、適当と 

    思われるものに○をつけてください、（○は一つ） 

    １． 単身（車椅子、バリアフリー）住宅 

    ２． ケアホーム 

◆ご本人の個別支援計画についてお聞きします。 
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    ３． 自宅 

    ４． 親戚宅 

    ５． 知人宅 

    ６． その他（具体的に                             ） 

    ７． 分からない 

問 14 地域移行後、ご本人が希望する日中活動の場について該当するものに○をつけてください。 

    ご本人の意向が明確でない場合は、支援者として適当と思われるものに○をつけてください。 

    （○は一つ） 

    １． 生活介護 

    ２． 自立訓練 

    ３． 旧法の通所施設 

    ４． その他（具体的に                             ） 

    ５． 分からない 

問 15 個別支援計画を作成しているが地域移行が明記されていない人についてお聞きします。 

    今後の生活に関して、ご本人、ご家族、支援者として、それぞれどのような意思・希望等を 

    持っているのかお伺いします。あてはまるものを一つ選んで○をつけてください。 

問 15-①  ご本人は、今後の生活に関してどのような意思を持っていますか。 

             あてはまるものに○をつけてください。（○は一つ） 

    １． このまま今の施設で暮らしたい。    

    ２． 家庭に戻って、家族と一緒に暮らしたい。 

    ３． 施設を出て、ケアホームで仲間と一緒に暮らしたい。 

    ４． ご本人の意思が「施設にいたい」、「施設から出たい」と時によって異なる。 

    ５． 分からない。 

    ６． ご本人の意思が確認できない。 

    ７． その他（具体的に                             ） 

問 15-②  ご家族は、今後の生活に関してどのような希望をお持ちですか。 

      あてはまるものに○をつけてください。（○は一つ） 

    １． このまま今の施設で暮らして欲しい。 

    ２． 家庭に引き取り、一緒に暮らしたい。 

    ３． 今の施設とは違う別の施設で暮らして欲しい。 

    ４． 家族の意思を確認したことがない。 

    ５． その他（具体的に                             ） 

問 15-③  支援者として、ご本人の地域移行についてどのように考えておられますか。 

      あてはまるもの全てに○をつけてください。 

    １． 症状が重症又は不安定で、常時、医学的な管理が必要。 

    ２． 地域のサービス不足。 

    ３． ご家族の同意が得られない。 

    ４． ご本人の不安（具体的に                          ） 

    ５． ご本人の意思（具体的に                          ） 

    ６． まだ地域移行する段階ではない（施設内の訓練などが必要） 

    ７． わからない。 

    ８． その他（具体的に                             ） 
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問 16 支援者の方にお聞きします。 

    ご本人にどのようなサービスやシステムがあれば地域移行が可能になると思われますか。 

    該当するもの全てに○をつけるとともに、その優先順位を記入してください。 

 

  

順位 ｻｰﾋﾞｽ名等

1 短期入所

2 訪問看護

3 ホームヘルプ

4
重症心身障が
い児（者）通
園事業

5 生活介護

6 相談支援

7 地域医療機関

8
重症心身障が
い児施設

9 ケアホーム

その他
(     )

10 （                     ）

ｱ. ヘルパーにも医療的ケアを認めて欲しい
ｲ. ヘルパーの知識、技術の向上
ｳ. 早朝、夜間も利用できる事業所の増
ｴ. 休日、祝日も利用できる事業所の増
ｵ. その他（                ）

ｱ. 実施箇所数の増
ｲ. 利用定員の増
ｳ. 利用回数の増
ｴ. 送迎の充実
ｵ. その他（                ）

ｱ. 生活介護事業所の増
ｲ. 医療的ケアに対応できる知識、技術の向上
ｳ. 医療的ケアに対応できる設備の充実
ｴ. 利用回数の増
ｵ. 送迎の充実
ｶ. その他（                ）

ｱ. 重症心身障がいを理解し、相談にのってくれる相談支
援事業所の増
ｲ. 日中活動等サービス利用の調整をしてくれる相談支援
事業所の増
ｳ. その他（                ）

ｱ. 訪問診療してくれる医療機関の増
ｲ. 気軽に利用できる診療所の増
ｳ. 重症心身障がい児（者）を診察してくれる専門医の増
ｴ. 医療機関でのレスパイト入院
ｵ. その他（                ）

ｱ. 施設の新設
ｲ. 生活施設としてのサービス内容の充実
ｳ. 地域からの相談にも応じて欲しい
ｴ. 施設から看護師やヘルパーを派遣して欲しい
ｵ. その他（                ）

ｱ. 医療的ケアに対応できるケアホームの制度化
ｲ. 低料金で利用できるケアホームの制度化
ｳ. その他（                ）

必要とされる内容
ｱ. 短期入所事業所の増
ｲ. 医療的ケアに対応できる知識、技術の向上
ｳ. 医療的ケアに対応できる設備の充実
ｴ. 医療機関による短期入所の実施
ｵ. その他（                   ）

ｱ. 利用料の軽減
ｲ. 利用できる回数の増
ｳ. １回当たりの時間数の増
ｴ. ０歳児も利用できる訪問看護事業所の増
ｵ. 早朝や夜間も利用できる訪問看護事業所の増
ｶ. その他（                  ）
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問 17 その他、支援者として重症心身障がい者の地域生活への移行に関して感じておられることが 

    ありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。 
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今回の調査でいう「医療的ケア」とは、以下のものをいう。 

 

 

【参考】 

①体温測定 ②血圧測定 ③軽微な切り傷等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をす

ること等は、医行為でないとされています。ただし、「パルスオキシメーターの装着」、「一定条件下

の服薬管理」も医行為でないとされていますが、特別支援学校等の状況を踏まえ、今回の調査では医療

的ケアに該当するものと整理します。 

また、『医業』の禁止については、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもっ

てするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れのある行為（医行為）を、反復継続す

る意思を持って行うこと」を禁止しているものであって、家族が当該行為を実施することを否定してい

るものではありません。 

なお、これまで、当面のやむを得ず必要な措置（実質的違法性阻却）として、在宅・特別養護老人ホ

ーム・特別支援学校において、介護職員等がたん吸引・経管栄養のうちの一定行為を実施することは認

められていますが、今回の調査の医療的ケアに該当するものとして整理します。 

■医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条および保健婦師助産師看護師法第 31 条の解釈通知 「平成 17

年 7月 26日 医政発第 0726005号」より 

医療的ケアの内容について 

■たん吸引 （口・鼻腔内・気管内） 

■吸 入 

■経管栄養 （胃ろう・腸ろう・鼻腔） 

■中心静脈栄養［ＩＶＨ］（ポート・カテーテル） 

■導 尿  （自己導尿・留置カテーテル） 

■呼吸管理 （パルスオキシメータ［SPO2モニター］・在宅酸素［ＨＯＴ］・ 

人工呼吸器（ＮＰＰＶを含む）の管理） 

■服薬管理 


